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教育研究等の質の向上の状況Ⅱ
研究に関する目標(1)

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

研究活動の成果は、人類の平和的発展や福祉・文化の向上に寄与する一方で、人類のさまざまな営みや世界観に多大な影響を与えることを常に認識し、研究者中
としての良心と良識とに従って、持続的社会の構築を目指し、社会の信頼と期待に応える研究活動の遂行に努める。期
１．基礎研究を推進し、独創的で水準の高い研究成果を挙げる。目
２．国際的に通用する先端的研究を推進する。標
３．地域立脚型の学術研究を推進する。
４．研究水準・成果を検証する。
５．研究成果の社会への発信と還元を図る。
６．知的財産の創出、取得、管理及び活用についての方策について検討する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（１）研究水準及び研究の成果等に関す
る目標を達成するための措置
【1-1】 【1-1】
総合大学の利点を活かし、教育テーマ ・部局横断的プロジェクト研究の推進を ・引き続き理・医・工・農の４学部による「生命・環境科学交流セミナー」をはじ

も対象とした学部横断的プロジェクト研 図るとともに、研究プロジェクト戦略室 め、理・工学部交流セミナーを開催し、部局横断的プロジェクト研究の推進を図っ
究を推進するための組織を編成し、１年 を中心に支援体制を強化する。 た。
間で５件以上のプロジェクト研究を目指 ・附属施設・バーチャル研究所等を活用 また 「生命・環境科学交流セミナー」の成果として、理学部・工学部・農学部、
す。 し、学内外との共同研究を積極的に推進 ・学術情報基盤センターの教員によるバーチャル研究所「総合スピン科学研究所」

する。 が設置され、学際的なネットワークを活用し共同研究を推進することになった。
・附属学校と地域教育文化学部を始めとする各学部との共同研究を推進し、その研
究成果を各附属学校園が開催する研究協議会（公開研究会）での理論研究、公開授
業等に反映させて、応用実践に活用した。
・本年度新たに２つのバーチャル研究所が設置され、平成19年度末現在８研究所が
活動を行っている。
なお、平成19年度における学外との共同研究は、前年度より約10％増加し、125

件であった。

【1-2】 【1-2】
優秀な人材を登用するために、原則と ・教員の個人評価指針及び職員人事規則 ・教員の個人評価指針等や昨年の実施状況を踏まえ、各学部の特性に応じた採用、

して全学部で公募制を実施する。 等を基に、採用・昇任時の評価方法の見 昇任等の評価方法によって、例えば実務経験重視（人文学部 、教育能力重視（地）
直しを図り、引き続き目的を明示した公 域教育文化学部 、総合評価（医・工学部）による選考を実施するなど、引き続き）
募方法により優秀な人材の確保を図る。 公募を実施した。また、関連学会やインターネットでの公募情報の発信も行った。
・公募先を拡大するため、インターネッ
トの更なる活用を図る。

【1-3】 【1-3】
独創的・萌芽的研究テーマ（教育内容 ・学長の下に設置された審査評価委員会 ・独創的・萌芽的研究の推進のために導入した「１学部・部門１プロジェクト」に

も含む）を公募し、１学部（１部門）１ において、１学部・部門１プロジェクト おいて、平成18年度採択した８プロジェクトの点検・評価を行い、その結果７プロ
件の採択・推進を図る。 を審査・採択するとともに、過去の採択 ジェクトを採択し、推進を図った。

課題に係る研究の進捗状況を点検・評価 なお、本プロジェクトの成果として、星空案内人（星のソムリエ）資格認定制度
する。 の全国規模の事業への成長などが挙げられる。

【1-4】 【1-4】
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国内外の機関との共同研究を進める。 ・各部局の共同研究ニーズを把握・分析 ・国内５大学間交流協定大学との共同研究を始めとし国内外の機関との共同研究を
し、国内５大学間交流協定に基づく共同 多数実施した。すなわち、今年度の共同研究実績は125件で、そのうち国外機関と
研究を始めとする国内外の機関との共同 の共同研究は５件であった。
研究の推進を図る。 ・アジアの３つの大学間協定校及び２つの学部間協定校から研究者を招いて 「第、

１回アジアネット国際シンポジウム」を開催し、共同研究の推進を図った。

【2-1】 【2-1】
重点的に取り組む世界的な研究を選定 ・研究プロジェクト戦略室に配置した専 ・平成18年度「先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクト」として採択

し、学内研究プロジェクトとして全学で 任教員を中心に、重点的に取り組む世界 した３課題のうち 「山形県有機エレクトロバレー構想プロジェクト」及び「熱帯、
支援する制度を整備する。 的な学内研究を把握・支援する。 の土壌微生物が植物・捕食者・捕食者群集の多様性創出とその共存に及ぼす影響」

、 、 。・先進的研究支援教員配置プロジェクト について ピア・レビューによる中間評価を実施し 引き続き支援することとした
により 山形大学先進的教育研究拠点 Ｙ ・本年度新たに「戦略的研究プロジェクトに対する任期付き教員の支援事業」を学、 （
Ｕ－ＣＯＥ）の充実に向けた取組を推進 内公募し 「CERN-COMPASSにおけるハドロン構造の研究」を採択し、先進的教育研、
する。 究拠点形成への基盤を整備した。

【2-2】 【2-2】
重点研究を推進するための研究スペー ・重点研究を推進するための研究スペー ・学際的研究 プロジェクト研究及び若手研究者のスペース確保のため 新たに｢山、 、

スとして全建物面積の５％の共有化を目 スとして全建物面積の５％の確保を実現 形大学総合研究所｣を設置した。
指す。 した。更にキャンパスごとの基本方針等 なお、既存施設の改修・増築工事も加え、平成19年度末現在全建物面積の8.6％

に基づくスペースの共有化と有効活用を の研究スペースの共有化を実現した。
推進する。 また、従来学内共同利用していたスペースの一部の建物使用について、｢学長裁

量スペース｣として、戦略的な利用を可能にした。

【2-3】 【2-3】
国際的に通用するプロジェクト研究に ・各学部における国際的に通用するプロ ・国際的に通用するプロジェクト研究として 「世界遺産『ナスカの地上絵』に関、

ついて各学部で１件以上の実施を目指 ジェクト研究を全学的に把握し支援を行 する学際的研究」をはじめ10件が実施されており、その進捗状況に応じた支援策を
す。 うことにより更なる充実を図る。 講じた。

、 「 」 、特に 21世紀ＣＯＥプログラム 地域特性を生かした分子疫学研究 については
パーキンソン病ほか３疾患の疾患感受性遺伝子を発見するとともに、パーキンソン
病については、新薬の開発に向けて大手製薬企業と共同研究を実施するなどの成果
がでた。

【3-1】 【3-1】
地域社会が直面している諸課題につい ・地域共同研究センター及び教職研究総 ・地域共同研究センター及び教職研究総合センターが窓口となって、自治体等の学

て、毎年200件以上の適切な提言・助言 合センターを中心に、大学に対する地域 外からの要望や地域諸課題について、以下の例示のとおり積極的に取り組んだ。
を行う。 社会の要望を課題別、分野別に把握・分 ① 年間300件以上の技術相談

析して、適切な提言・助言・協力支援な ② 附属心理教育相談室における地域の保護者・教員からの約千件の相談
どの多様な総合的援助を行う。 ③ 地震・酸性雨などの地域の環境問題に関する提言・助言

④ 県・市との連携による 居宅要支援高齢者介護予防排泄ケアマネジメント 山「 （
形）モデルの開発」事業の継続実施

【3-2】 【3-2】
地域に根ざした研究を通じて、プロジ ・地方自治体、教育委員会、ＮＰＯ、産 ・地域に根ざしたプロジェクト型共同研究推進を目指して、以下の例示のとおり活

ェクト型共同研究を推進するとともに、 業界、農業団体などと連携したプロジェ 動を実施した。
普遍性を有する真理の探究を行う。 クト型共同研究を基礎に、より普遍性を ① 金融機関との協定締結による、まちづくりの連携推進

有する科学研究の展開を図る。 ② 最上地区をフィールドとした｢食農の匠｣育成プログラム
③ 企業・大学・行政・住民が連携して雪対策に取り組む｢ゆきみらい推進機構｣
への参画
なお、平成19年度の共同研究の受入件数は125件であり、そのうち県内の企業等

との共同研究は26件であった。
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【4-1】 【4-1】
研究水準を維持するため、研究成果を ・教員の研究成果に係るホームページサ ・｢研究者情報データベース｣のホームページ上のフォーマットを全面改訂し、研究

組織として把握し、全教員の著書、学術 イトを刷新するとともに、個々の教員の 成果を容易に閲覧できるように改善を行った。
論文、学術賞、特許等の一覧を定期的に 最新の研究内容をタイムリーに更新し、
公表する。 各部局と広報室が連携して全教員の研究

成果を継続的に公表する。

【4-2】 【4-2】
学際領域や研究分野の特性を踏まえ、 ・各教員の自己点検に基づく評価を行 ・｢教員の個人評価指針｣に基づく自己点検・評価の客観性及び公平性について検証

学会誌等へ公表する成果の努力目標など い、その結果を把握し、その適正さを引 を行うワーキンググループを設置して、本人の能力評価や業績評価が適正に反映さ
の自己目標を設定し、自己点検・自己評 き続き検証する。 れる方策について検討した。
価を進める。さらに、外部評価及びそれ ・教育、研究、社会連携、管理・運営等 なお、教員任期制を導入している医学部では中間審査を実施し、その結果、審査
を踏まえた自己目標への反映システムを に関する外部評価結果を改善に反映させ を受けた教員においては、職務専念意識の高揚が図られた。
構築する。 る。 ・全学的な自己点検・評価に基づき、経営協議会学外委員による外部評価を取り入

れた組織評価を実施した。その評価結果に基づき、役員会において改善方針を打ち
出すとともに、各部局に対し計2,000万円のインセンティブ経費を配分した。

【5-1】 【5-1】
研究成果の実用化・製品化を図る。 ・地域共同研究センター及び各学部にお ・各部局において、産学連携コーディネーターの活用を図るなどして、社会的ニー

いて、社会的ニーズに合致する共同研究 ズに適応する共同研究を積極的に推進し、新たな分野での研究成果の活用に向けた
を積極的に推進する。さらに、新たな分 支援を行った。
野における研究成果の実用化・製品化に ① 山形県や金融機関との連携による機能性食品の商品化支援（地域共同研究セ
結びつく研究開発を行い、地域や産業界 ンター）

減らしたへの成果公開を促進する。また、インキ ② スポーツ工学の研究成果によるゴルフクラブヘッドの空気抵抗を
ュベーション施設及び産学連携コーディ 新商品の開発への寄与（地域教育文化学部）
ネーターの積極的な活用を図る。 ③ 眼底検査装置｢EG-SCANNER｣の改良（医学部）

④ 有機エレクトロニクス研究所との連携による有機ＥＬパネルの実用化支援、
カーボンナノチューブ入りコネクター部品開発支援（工学部）

⑤ 山形県との共同研究で３件の実用化プロジェクトを推進（農学部）

【5-2】 【5-2】
自治体等や学協会等の公的活動へ積極 ・各教員に対して、地方自治体や学協会 ・組織評価において地方自治体主催の審議会や学協会等の公的活動への委員として

的に参加し、研究成果に支えられた専門 等の公的活動への積極的参画を推奨し、 の参画状況を評価対象とするなど、積極的参画を推奨した。
的貢献を行う。 各自の研究成果に基づいた専門的貢献の 平成19年度の参加実績は、1,329件（人文学部80件、地域教育文化学部148件、理

推進を図る。 学部91件、医学部645件、工学部209件、農学部130件、その他26件）であり、専門
的貢献を推進している。
また、主な参画状況については、ホームページ上で公開した。

【5-3】 【5-3】
本学が有する多様な広報媒体を通じ ・学長の定例記者会見や東京サテライト ・学長定例記者会見を毎月２回に増やし、大学の研究者情報をより迅速かつ詳細に

て 研究成果を学外に発信するとともに の活用により研究業績の社会的周知を図 発信した。東京サテライト・大田サテライトにおいては、公開講座・シンポジウム、 、
マスコミ等を活用して卓越した研究業績 る。 を開催するなど、研究成果の発信・公開に努めた。
の社会的周知を図る。 ・大学の持つ知的情報のデータベース化 ・｢研究者情報データベース｣については、ホームページ上のフォーマットを全面改

に引き続き取り組む。 訂し、研究成果を容易に閲覧できるように改善を行った。
・大学と社会の間のインターフェイス機 ・各部局においても、研究シーズや研究年報をホームページ上で公開したり、展示
能を持つ広報システムの検討を行い、研 会や講演会等の際に配布するなど、恒常的に研究成果の社会的周知に努めている。
究シーズ等の学術・研究情報をホームペ ・教職員の知的生産物を一般に広く頒布するため「山形大学出版会」を設立し、山
ージ、研究年報等で恒常的に提供する。 形の在来作物に関する書籍をはじめ、計５冊刊行した。

【5-4】 【5-4】
学位論文要旨及び科学研究費補助金報 ・学位論文要旨及び科学研究費補助金報 ・山形大学機関リポジトリにより、学位論文21点、学内刊行の学術雑誌論文152点
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告書を電子化し公開する。 告書の電子化を推進し 「山形大学機関 等の全文電子化を実施した。、
リポジトリ を通じて学内外に公開する ・科学研究費補助金報告書については、引き続き本学ホームページから国立情報学」 。

研究所のデータベースに直接アクセスできるようにし、研究者への情報提供を行っ
た。

【6-1】 【6-1】
特許取得の推奨並びに取得状況の把握 ・平成16年度に設置した知的財産本部を ・知的財産本部において、大学組織及び発明者の利益を守ることを念頭に、知的財

を行う知的財産本部を設置し、知的財産 活用し、知的財産の帰属や評価などの判 産の帰属等の判断を行った。
権の妥当かつ適切な管理体制を確立す 断を適切に行うことにより、大学組織及 今年度の実績は、発明届出40件、うち職務発明14件、大学帰属３件、出願３件で
る。 び発明者の利益を守り、公正かつ透明性 あり、平成19年度末の保有知的財産は５件となった。

の高い管理を定常的に行う。 また、上記以外に３件の商標の出願も行った。
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続き行う。 ・ ＹＵ海外研究グローイングアッププログラム」により、２人の教員をそれぞれ「
・新設した「ＹＵ海外研究グローイング インド・アメリカに派遣し、教育研究能力の向上に資することにした。
アッププログラム」に基づき、若手教員
等を海外の大学・研究機関へ派遣して、
教育研究能力の向上に資する。

【2-4】 【2-4】
産学連携コーディネーター等の活用に ・産学連携コーディネーター及びリエゾ ・ 地域共同研究センター」のリエゾン教員及び産学官連携コーディネーターを活「

より 産学連携型の共同研究を推進する ン教授等の更なる活用を図り、産学連携 用し、大学のシーズと企業等のニーズのマッチングを図り、産学官連携の共同研究、 。
型の共同研究を推進する。 等を推進した。その結果、平成19年度の受入件数は、278件（受託研究153件、共同

研究125件）となり、前年度に比較して15％増加した。
また、金融機関職員を対象とし 「産学金連携コーディネータ」制度を設けるこ、

とにより、産学金連携の活発化を図った。

【3-1】 【3-1】
大学全体としての自己点検評価体制の ・教育、研究、社会連携、管理・運営等 ・全学的な自己点検・評価に基づき、経営協議会学外委員による外部評価を取り入

強化を図り、公正な学内評価及び外部評 に関する全学的な自己点検・評価に基づ れた組織評価を実施した。その評価結果に基づき、役員会において改善方針を打ち
価を行う。 き、公正な学内評価及び外部評価を実施 出すとともに、各部局に対し計2,000万円のインセンティブ経費を配分した。

する。

【3-2】 【3-2】
研究成果公開のための全学的体制を整 ・研究成果をホームページで発信すると ・教職員の知的生産物を一般に広く頒布するため「山形大学出版会」を設立し、山

備する。 ともに、インフォメーションセンターに 形の在来作物に関する書籍をはじめ、計５冊刊行した。
おける展示、紀要・研究年報等の刊行物 ・大学情報データベースシステム、インフォメーションセンターの特別展示、機関
の電子化及び講演会等を活用した研究成 リポジトリ等を通じ、各教員の研究成果の公開を更に充実させた。
果の公開を推進する。また、記者会見、 ・学長記者会見を毎月２回に増やし、研究成果を積極的に発信するとともに、配布
プレスリリ－ス等を積極的に活用し、卓 資料をホームページで公開した。
越した研究業績の社会的周知を図る。

【3-3】 【3-3】
国際的サイテーションのデータベース ・国際的サイテーションのデータベース ・附属図書館に整備している国際的サイテーションデータベースを1981年から最新

を整備する。 （全分野をカバー）を全学に提供し、本 分まで利用可能とした。
学の研究成果の国際水準評価及び外部資 また、同データベースの全学での利用度を高めるため、４キャンパスで利用説明
金の獲得に向けた基盤整備を図る。 会を開催し、164名の参加があった。

【4-1】 【4-1】
基礎的研究や長期的研究などのため ・組織評価の結果により、良好な部局に ・平成18年度に実施した「組織評価」の結果を踏まえ、評価基準等を更に見直し、

に、一定の基盤的研究費が配分できるシ 対してはより厚い基盤的研究費の配分を 新たなシステムに基づき評価を実施した。その評価結果に基づき、各部局に2,000
ステムを構築する。 行う。 万円のインセンティブ経費を配分した。

・財務会計委員会においては、中・長期の視点に立って策定した「第一期中期財政
計画」に基づき基盤的研究費の配分を実施した。

【4-2】 【4-2】
重点的に取り組む研究については、研 ・１学部・部門１プロジェクトによる研 ・独創的・萌芽的研究推進のための「１学部・部門１プロジェクト」について、平

究費を重点配分できるシステムを構築す 究費配分を継続して行う。 成18年度に採択した８プロジェクトのうち、成果報告書に基づく進捗状況の点検・
る。 ・重点的に取り組む研究に対し、教員の 評価を行い、その中から７プロジェクトを継続して支援した。

配置を伴う支援や研究費を重点配分でき ・平成18年度に構築した「先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクト」
るシステムを有効に活用する。 を引き続き支援するとともに、新たに「戦略的研究プロジェクトに対する任期付教

員の支援」の募集を行い、科学研究費補助金の特別推進研究にも採択されている課
題について、重点的に支援した。
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【4-3】 【4-3】
研究費の配分に当たっては、中長期的 ・第三者による評価を取り入れた組織評 ・評価プロセスに経営協議会の学外委員による外部評価を取り入れた組織評価を行

視点に立って、第三者による評価も十分 価及び中期財政計画を踏まえ、研究費の い、その結果に基づき、各部局に計2,000万円のインセンティブ経費を傾斜配分し
考慮した上、公正かつ妥当で信頼のおけ 適切な配分を行う。 た。
る評価システムを導入する。 また、引き続き第一期中期財政計画に基づき基盤的研究費の配分を実施した。
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教育研究等の質の向上の状況Ⅱ
研究に関する目標(1)

② 研究実施体制等の整備に関する目標

研究活動の成果は、人類の平和的発展や福祉・文化の向上に寄与する一方で、人類のさまざまな営みや世界観に多大な影響を与えることを常に認識し、研究者中
としての良心と良識とに従って、持続的社会の構築を目指し、社会の信頼と期待に応える研究活動の遂行に努める。期
競争的研究環境を整備し、公正な評価による資源配分の仕組みを検討する。目

１．機動的な研究組織を構築する。標
２．研究支援体制を整備する。
３．研究成果公開体制、自己点検評価体制を整備する。
４．研究資金の配分方法について検討する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（２）研究実施体制等の整備に関する目
標を達成するための措置
【1-1】 【1-1】
プロジェクト研究体制を推進するた ・研究プロジェクト戦略室専任教員及び ・平成18年度から実施している｢先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェ

め、専任教員を確保し、ポスドク等を積 任期付き教員を活用し、先進的研究を推 クト｣及び平成19年度から実施した｢戦略的プロジェクトに対する任期付教員の支
極的に配置する。 進する。また、ポスドク等を積極的に配 援｣に採択された研究について、任期付教員を配置し先進的研究の推進を図った。

置し、プロジェクト研究の推進・強化を また、各部局では、日本学術振興会特別研究員をはじめとする58人のポスドクを
図る。 配置し、プロジェクト研究の推進を図った （理学部１人、医学部４人、工学部47。

人、農学部１人、ＶＢＬ５人）

【2-1】 【2-1】
研究支援部門を充実させ、研究支援に ・研究プロジェクト戦略室専任教員を活 ・研究プロジェクト戦略室専任教員及び研究支援ユニットが連携し、グローバル

携わる専門職員及び若手研究者の育成強 用し、研究支援ユニットを有効に機能さ ＣＯＥプログラム等の外部資金獲得に向けた申請書の指導をしたり 「戦略的研究、
化を進める。 せることにより、研究支援事務部門を強 プロジェクトに対する任期付教員の支援事業」などの学内研究支援プロジェクトを

化する。 企画するなど、研究支援部門が強化された。
・新設した「ＹＵ海外研究グローイング ・ ＹＵ海外研究グローイングアッププログラム」により、２人の教員をそれぞれ「
アッププログラム」に基づき、若手教員 インド・アメリカに派遣し、教育研究能力の向上に資することにした。
等を海外の大学・研究機関へ派遣して、 ・文部科学省主催の科学研究費補助金制度の説明会をはじめ、多数の公募説明会に
教育研究能力の向上に資する。 積極的に出席し、関係情報について説明会を開催するなどし学内に周知した。
・各種団体等が行う助成制度等の説明会 また、若手教員に対する競争的資金申請相談に随時応じ、育成・強化を図った。
に積極的に参加し、若手研究者及び研究
支援に携わる教職員の育成・強化を図
る。

【2-2】 【2-2】
機器分析室を設置し 研究支援を行う ・共同利用の機器分析室を充実し、積極 ・各学部の機器分析室の機能を持つ「地域共同研究センター 、医学部の「実験実、 。 」

的に研究支援を行う。 習機器センター」及び農学部の「大型機器分析室」において、積極的に教員に対す
る研究支援を行い、センターとしての機能を果たした。

【2-3】 【2-3】
教員の国内外における研修や国際学会 ・研究者等の招へいや教職員の海外派遣 ・ 小嶋国際学術交流基金」により、２人の教員及び大学院生１人の海外での学会「

における発表等を支援するための体制を についての支援を積極的に行うととも 発表・講演並びに外国人研究者の招聘による講演会１件の支援を行った。
整備する。 に、学長裁量経費による支援体制を引き また、平成20年度から女性教員の国際学会への旅費を支援することとした。
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教育研究等の質の向上の状況Ⅱ
その他の目標(3)

① 社会との連携、国際交流等に関する目標

ａ 社会との連携中
地域に基盤を持つ大学として、地域社会等へ教育・研究成果を積極的に公開するとともに、地域連携窓口を充実させ、地域社会の抱える課題の把握と解決に期

貢献し、地域社会の発展に貢献する。目
１）地域文化の振興と発展標
１．本学の教育研究活動に関する情報や成果を集積し、積極的に社会に公開・還元する。
２．地域における教育の発展に貢献する。
３．大学の諸施設を開放し、地域の教育・研究や文化活動に貢献する。

２）産学官民連携の推進
１．産学官民連携モデルを策定し、連携の推進を図る。
２．産学官民連携ネットワークを形成する。
３．総合大学の特性を活かし、全学的な地域連携体制を構築する。

３）評価の体制
１．地域貢献を正当に評価するシステムを構築する。

ｂ 国際交流等
教育・研究を通じて国際社会の平和的発展と人類福祉に貢献するとともに、国際交流を促進し、国際的な場で活躍できる人材を育成する。

１）体制の整備
１．国際交流を推進するための体制を整備する。

２）学術交流の推進
１．研究交流の推進を図る。
２．外国人研究者の受入れ体制を整備する。

３）学生交流の推進
１．学生交流の推進と受入れ体制を整備する。
２．留学生支援体制を整備する。

４）国際交流拠点形成
１．アジア地域の国々との交流拠点を形成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

３ その他の目標を達成するための措置
（１）社会との連携、国際交流等に関す
る目標を達成するための措置
ａ社会との連携
1)地域文化の振興と発展
【1-1】 【1-1】
本学の持つ知的情報のデータベース化 ・教員紹介データベースなど、大学の持 ・ 山形大学研究者情報」のフォーマットを研究成果を容易に閲覧できるように改「

を推進し、大学と社会の間のインターフ つ知的情報のデータベース化を推進し、 善した。
ェース機能を持った広報システムの整備 社会の求めに応じて適切に情報を提供す ・ホームページを刷新して「ニュース・お知らせ」欄において、大学の最新情報を
を行う。 る。 ニュース、イベント、入試情報の３区分にして時系列で掲載し、発信する情報を整

・ホームページやインフォメーションセ 理した。
ンターの拡充に努めて、大学と社会の間 ・インフォーメンションセンターの平成19年度の入場者は4,596人で、電話による
のインターフェース機能を持った広報シ 問い合わせは1,159件であった。
ステムを充実する。

【1-2】 【1-2】

山形大学
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地域の高等教育機関、企業、自治体等 ・ 大学コンソーシアムやまがた」及び ・ 大学コンソーシアムやまがた」では 「学術成果発信システムやまがた」によ「 「 、
との間で、学術・研究情報の共有化を検 「地域ネットワークＦＤ樹氷」を活用す り、参加機関が有する研究論文等の電子化およびデータベース化を促進した結果、
討する。 るなどにより、地域の高等教育機関、企 公開情報が大幅に増加した。

業、地方自治体等との間で学術・研究情 ・また、地域活性化に向けた取組「地域づくりセミナー」を小国町で３回及び山形
報を恒常的に交換する。 県と共同して、中・高生を対象とした「サイエンスカフェ」を６回開催した。

・地域ネットワークＦＤ「樹氷」の中核機関として、これまで県内で展開してきた
ＦＤ活動を、平成20年度から東日本地区に連携機関を拡大して実施するためＦＤネ
ットワーク「つばさ」の結成記念集会を実施した。
・山形県立農業大学校のネットワークと接続 、また山形県立保健医療大学校との、
間のネットワーク回線速度強化などによって、県内高等教育機関を相互に接続しあ
う基幹ネットワークとしての役割を一層強化した。

【1-3】 【1-3】
本学で発行する大学概要、研究紀要や ・大学概要・研究紀要・広報誌などの刊 ・大学概要、大学総合案内 「みどり樹」等の主たる広報誌をはじめとして、各学、

広報誌などの刊行物をホームページ上で 行物の電子化を継続して行い、ホームペ 部の広報誌についても電子化を行い、ホームページによる公開を行った。
公開する。 ージ上で公開する。 ・本学研究紀要（全7編）の平成19年度出版分９冊（52論文、687頁）を、新たに附

属図書館のホームページからHTMLおよびPDFファイルで公開した。

【1-4】 【1-4】
学生の課外活動や社会活動、卒業生の ・アンケート調査による課題への取組状 ・平成16年度に実施した「学生生活実態調査」等４種のアンケート調査等で得られ

就職状況や進学状況及び社会からみた卒 況を始め、学生の課外活動や社会活動、 た課題に対する取組の経過情報を学内ホームページに掲載し構成員の共通理解を図
業生の評価等、本学の教育成果を積極的 卒業生の就職状況や進学状況及び社会か るとともに、取組結果を取りまとめ、平成19年４月の入学式及び新学期ガイダンス
に公表する。 らみた卒業生の評価等をホームページな 時に全学生に配付した。

どで公表する。 ・学生の運動部（男子サッカー、女子バスケットボール部、女子サッカー部、剣道
部）の大会優勝、入賞や演劇サークルの上演など、学生の活躍状況を積極的に公表
するとともに、就職・進学状況等については、就職支援ユニットや工学部キャリア
サービスセンターのホームページを通じて公表した。

【1-5】 【1-5】
バーチャル研究所を中心に、都市づく ・本学独自のシステムであるバーチャル ・本学独自のシステムであるバーチャル研究所では以下のような取組を行い、都市

り、町づくり、そして地域おこしに貢献 研究所を活用し、市民講座の開催等を通 づくり、町づくり、地域おこしに貢献した。
する。 して都市づくり、町づくり、地域おこし ・ 街づくり研究所」の所員は、中心街活性化研究に関連して２件の科学研究費補「

に引き続き貢献する。 助金による研究会を実施した。
・ 都市・地域学研究所」は公開講座「山形学No.5 山形県の健康と生活文化」を「
開催し、講演内容を報告書にまとめた。
・ 地域共育創造研究所」は、山形県戸沢村内の学校において地域共育カリキュラ「
ムに取り組み、研究所内に大学院生が加わり研究を進めた。

【2-1】 【2-1】
高大連携の充実、出前講義等、本学の ・トワイライト講座、オープンキャンパ ・８月にオープンキャンパスを実施し、本学を希望する高校生や地域住民に施設を

教育能力を最大限に発揮し、地域の初等 ス、出前講義、公開講座、コンサルテー 開放した（総参加者数は4,150人で前年度比128.4％、附属図書館・博物館には633
中等教育の充実・発展に貢献する。 ション等を通じて、地域の初等中等教育 人の来訪者で前年度比164.8％）

の改善･充実のための活動に積極的に取 ・ 大学コンソーシアムやまがた」では、高校と大学の教育改善をテーマにした高「
り組む。 大連携フォーラム「高校と大学の教育改革から、やまがたの高大連携を考える」を

開催した。
・高等教育研究企画センターが窓口になって、高等学校等からの出前講義の依頼に
対して積極的に応じた。59校に対して135人（延べ人数）の教員が講義し、高大連
携教育の発展に寄与した。
・文部科学省の女子中高生の理系進路選択支援事業である「Wecandoit！ 目指
せ！理系ガールズ！」を実施し、女子中高生が理系進学後の“未来の自分”をイメ
ージしてそれを目標とすることができるよう、女性エンジニア、女性研究者などの

山形大学
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理系職業の魅力を伝える場を数多く設けた。
（ ） 、 、 、・トワイライト講座 高校生向け開放講義 や 教育相談 教員向け講座等を行い

地域の初等教育、中等教育の発展に貢献した。代表的な実施状況は以下のとおり。
①トワイライト講座を、人文学部で前期４科目（受講者延数201人 、理学部で）
前期及び後期各１科目（受講者延数328人 、地域教育文化学部で前期及び後）
期各２科目（受講者延数70人）開講した。

②教育ボランティアとして、地域教育文化学部は100人の学生を派遣した。
③「地域連携を基盤にした教育文化支援プロジェクト」事業の一環として、不登
校児童生徒及び特別のニーズをもつ子どもを対象にした「相談教室」を実施し
た。

④小・中学生の理科教育の振興のために、科学やものづくりを素材にした「小さ
な科学者 「おもしろ実験教室 「おもしろ工作教室」を開催した。 他にやま」 」
がた天文台（理学部）による出前授業（星空観察など）が13件ある。また高校
生を対象として 「遺伝子生物学の基礎、セントラルドグマ、遺伝子発現調節、
機構、遺伝子多型解析の意義」などをテーマに講座を開講した。これら自然科
学系の講座の開講数は62回にのぼる。
④附属学校園や市内小・中学校の教諭を中心に音楽、美術（図工 、保健体育の）
教科指導を継続して実施した。

【2-2】 【2-2】
公開講座、リカレント教育等、多様な ・ 大学コンソーシアムやまがた」の共 ・各部局主催で公開講座を計23講座開講した。そのほか、本学ＯＢを対象に、東京「

学習機会を提供し、社会人のキャリアア 同事業及び大学独自の公開講座、リカレ で「山形大学ＯＢセミナー」を開催した。
ップ支援や生涯教育に貢献する。 ント教育を実施するなど、多様な学習機 ・附属博物館は、公開講座「山形美術館の傑作たちpart２」を山形美術館・東北芸

会を提供し、社会人のキャリアアップ支 術工科大学と共催して実施した。また附属博物館は、特別展「山形大学が読み解く
援や生涯教育に貢献する。 五百澤智也の世界part１ 山に学び山を描く」を、山形県文翔館ギャラリーで開催

し、見学者数 4,200人を集め、多様な学習機会を提供した。
・文部科学省の社会人の学び直し対応教育推進プログラム「里地里山活動プランナ
ー養成講座」を県内自治体と連携して実施し、里山保全活動、森林環境教育から里
地文化継承活動をコーディネートできる人材を養成した。

・各学部が行った特徴的なキャリアアップ支援事業は以下のとおりである。
①山形県教育委員会と連携し 「教職10年研修」講座を積極的に開催し、教員免、
許更新制講習の実施計画に積極的に関わった（地域教育文化学部、教職研究総
合センター 。）

②地域の看護専門職者を主な対象としてセミナー「超高齢社会に貢献する看護研
究方法と視座 「体験しよう、参加しよう、最新看護研究」を開催した。また」
理科教員を対象とし 「理科教員のための組換えＤＮＡ実習及び遺伝子多型解、
析実験講座 「理科教員のための分子生物学－遺伝子工学的手法を取り入れた」
バイオイメージング－」をテーマに、実験講座を開講した（医学部 。）

③技術者研修を積極的に開催し、先端技術シーズ特論において企業の技術者等に
対するキャリアアップ支援を行った（工学部、地域共同研究センター 。）

④農学紹介講座「農学の夕べ」を市民に向けて毎週開催した（農学部 。）

【2-3】 【2-3】
ホームページ上に地域貢献のサイトを ・ホームページ上の地域連携サイトか ・ホームページの「地域の皆様へ」及び「イベント情報」により、公開講座案内、

設け、大学主催の催しの案内・年間スケ ら、公開講座、出前講義等学習機会に関 出張講座を始めとする大学の学習機会に関わる情報を発信した。
ジュール等を掲載し、受付・募集等をイ わる情報を継続して提供し、受付・募集 ・オープンキャンパスの参加受付をインターネット上で行った。
ンターネット上で行えるシステムを構築 などインターネット上で行えるシステム
する。 を推進する。

【3-1】 【3-1】
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本学の諸施設（体育施設を含む ）を ・企業等の研究者及び技術者のために研 ・山形県最上総合支庁との共催で産学官の交流会「最上夜学」を６回開催した。。
開放し、地域の研究機関や企業等の研究 究成果発表の場を提供する。 ・蔵王山寮（東北地区にある国立大学の学生や職員の交流を図り親睦を深めること
者、技術者の研究成果の発表など種々の ・地域の健康・スポーツ施設として本学 を目的とした施設）の年間利用者数は2,545人で更なる増を図るためポスター、パ
文化活動や学習支援等を通じて地域に貢 の諸施設を広く開放し、地域の教育・研 ンフレットの配布を計画した。
献する。 究や文化活動に貢献する。 ・大田サテライトでは、農学部が以下の事業を実施した。

・蔵王山寮のＰＲを積極的に行うととも ①農学部公開講座「私たちの食卓にもっと循環の思想を！」
に、地域利用促進を図る。 ②シリーズセミナー「はじめて学ぶ事業承継の準備と対策 （大田区及び(財)大」

田区産業振興協会と共催）
③｢食農の匠｣シンポジウム。

・工学部は、基礎分析操作技術講習会を11日間にわたって開催し、延べ80人の参加
者があった。
・遺伝子実験施設は 「理科教員のための組換えDNA実習および遺伝子多型解析実、
験講座」などを開催し、58人の参加者があった。

【3-2】 【3-2】
附属図書館、附属博物館、重要文化財 ・附属図書館の開館時間を延長するな ・附属図書館（中央館）の土曜・日曜日、祝日の開館時間を従来の13時から２時間

（旧米沢高等工業学校本館）等学内施設 ど、附属図書館、附属博物館、重要文化 早めて11時からとした。
の公開を更に進め、地域サービスを充実 財（旧米沢高等工業学校本館）等学内施 ・附属図書館は最上義光ゆかりの「文殊菩薩騎獅像」についての展示会と講演会を
させる。 設の公開を促進し、更なる地域サービス 企画した。

の充実に努める。 ・理学部、山形和算研究会主催の市民講演会「和算に親しむ」に合わせて和算貴重
資料の展示会を開催した。
・オープンキャンパスにおいて図書館ツアー（平成19年８月、参加者633人）を実
施し、あわせて附属博物館とともに「直江兼続とその時代展」を開催した。
・附属図書館及び附属博物館は、中学生の職場体験に協力し、図書館・博物館業務
の体験実習を行った。

、 。・平成19年度の附属図書館の学外利用者は 前年度比6.7％増の21,396人であった
・各キャンパスの図書館に藤沢周平ライブラリーを設置し、藤沢作品や評論・評伝

。を収集したコレクションを配置した
・附属博物館の学外利用者数は2,153人であった。
・重要文化財（旧米沢高等工業学校本館）においてジャズコンサートを行い、112
人の市民の入場があった。

2)産学官民連携の推進
【1-1】 【1-1】
シンポジウム、交流会、技術相談会等 ・シンポジウム、交流会、技術相談会等 ・地域共同研究センターでは、以下のような関係機関と連携した産学官連携に関す

を積極的に開催し、連携推進を図る。 を積極的に開催するとともに、地方自治 るフォーラム・交流会を開催し、各機関との連携を強化した。
体との共同事業に積極的に参加し、連携 ①山形県最上総合支庁との共催で産学官の交流会「最上夜学」を６回開催した。
推進を図る。 ②産学官連携やまがたネットワーク（party21）との共催で研究交流会を12回開

催した。
③工学部同窓会との共催で「地域産業交流会」を５回開催した。

・産学官連携やまがたネットワーク（party21）のメーリングリストを活用し、会
員を中心に地域社会に61件の情報を提供した。
・ 大学コンソーシアムやまがた」が開催する「大学等合同説明会 「地域づくり「 」、
セミナー 「教育著作権セミナー 「高大連携フォーラム」等の運営の中心とな」、 」、
り、県内高等教育機関との連携を強化促進した。

【1-2】 【1-2】
自治体等の各種審議会等へ積極的に参 ・地方自治体が主宰する各種委員会や審 ・地方自治体が主宰する各種審議会や委員会に積極的に参画し、政策提言・策定等

加し、政策提言・策定等に貢献する。 議会へ積極的に参画し、政策提言・策定 に貢献した。教員がつとめた代表的な審議会委員と件数は以下のとおりである。
等に貢献する。 人文学部37件（山形県消費生活審議会委員など）

地域教育文化学部29件（山形県青少年問題協議会委員など）
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理学部12件（山形県環境審議会委員など）
医学部24件（山形県医療審議会委員など）
工学部32件（山形県科学技術会議委員など）
農学部59件（山形県農林水産技術会議委員など）
その他９件

【1-3】 【1-3】
ベンチャー相談室を設置し、起業を目 ・地域共同研究センター及びベンチャー ・リエゾンオフィス「産学連携横町」が中心となり、市民、企業等からの各種相

指す者及びベンチャー企業への指導・助 ・ビジネス・ラボラトリーを中心として 談等に対応した。平成19年度の相談件数は、328件であった。
言を行う。 構成する「産学連携横町（産学連携リエ ・ＶＢＬでは「産学連携横町」内にポスドク等からなるベンチャー相談室を設置す

ゾンオフィス 」を活用して、市民、企 る準備を進めた。）
業等からの各種相談などに迅速かつ的確
に対応する。

【2-1】 【2-1】
産学官民連携の中核として地域共同研 ・地域共同研究センターにおいて、既に ・地域共同研究センターは、７か所のサテライト及び金融機関の技術相談窓口を起

究センターを更に充実させ、リエゾン教 配置しているリエゾン教員と産学連携コ 点とし、リエゾン教員及び産学官連携コーディネーターが中心となって、本学に寄
員及び産学連携コーディネーターを配置 ーディネーターによる技術相談窓口を更 せられる技術相談を総括・把握し、共同研究等の実現可能な企業に訪問して研究内
する。 に充実させ、共同研究を推進する。 容を摺り合わせ、共同・受託研究等を立ち上げた。

・平成19年度の相談件数は、328件であった。

【2-2】 【2-2】
地域共同研究センターサテライトを県 ・地域共同研究センターサテライトを中 ・平成18年に県内４地域にサテライトの整備を完了したことを受け、地域共同研究

内４地域（村山、置賜、庄内及び最上） 心に、県内各総合支庁等との連携強化を センターは、山形県の４総合支庁と連携して産学官連携の促進に取り組んだ。さら
に設置し、山形県の各総合支庁等との連 通じ、共同研究、技術相談等の推進を図 に平成19年度には、喜多方市にサテライトを設置した。
携強化を図ることにより、地域貢献支援 る。 ①各サテライトを拠点に、山形県の各総合支庁とともに各地域のプラットフォー
センターとして機能させる。 ム協議会を運営し産学官連携を促進した。

②最上総合支庁と連携し、地域産業の活性化を目的に「最上夜学」を６回開催し
た。

③各総合支庁及び地方自治体等と連携し産学官連携を促進した結果、県内各地域
ごとの受託・共同研究の実績は次のとおりであった。
村山地域：受託25件、共同15件
最上地域：共同５件
置賜地域：受託11件、共同５件
庄内地域：受託９件、共同１件

【2-3】 【2-3】
社会連携課を設置し地域との窓口を明 ・社会連携ユニットを窓口として、県内 ・ 大学コンソーシアムやまがた」は、新規に山形県立産業技術短期大学校と県立「

確にするとともに 「山形大学地域連携 の大学、短期大学、高等専門学校等で組 農業大学校を迎え入れ、計11の高等教育機関と山形県による組織に成長した。それ、
推進協議会」の強化を図り 「山形県に 織する「大学コンソーシアムやまがた」 の中核機関として、学生募集の合同進学説明会、単位互換、学術交流・情報発信、、
おける地域連携に関する連絡協議会 、 の中核機関として事業を展開し、参加機 高大連携、教職員連携等に関する各種事業を実施した。」
「山形県産業技術振興機構」及び「大学 関相互の連携と交流を推進する。 ・ 財）山形県産業技術振興機構 （財）山形県企業振興公社、山形県商工労働観（ 、
コンソーシアムやまがた」との連携を強 ・ 山形県産業技術振興機構」等の諸組 光部等と連携し、産学官連携促進会議、地域プラットフォーム協議会や新企業懇話「
化する。 織との連携を一層強化し、県内の産業育 会を開催し、地域産業の育成・振興に貢献した。

成及び振興に貢献する。

【2-4】 【2-4】
地域連携アドバイザー教員制度を活用 ・分散キャンパスの利点を活かして、県 ・分散キャンパスの利点を活かし、理・医・工・農の自然系４学部が、小・中・高

した新たな地域連携体制を構築する。 内各総合支庁や地方自治体等との連携活 生と保護者を対象に、県内各地域で「科学教室」や「自然とのふれあい教室」等を
動を推進するとともに、地域の教育、文 計62回開催し教育・文化活動に貢献した。
化活動に更に積極的に協力・支援する。 ・工学部とベンチャービジネスラボラトリー、地域共同研究センターは長井市、福
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島市、山形市等との交流会を企画し、研究シーズの紹介やＭＯＴ専攻の入学案内等
を行った。
・最上地域の食産業人材育成のための食品ＭＯＴ｢食農の匠｣において、シンポジウ
ムを開催した。

【2-5】 【2-5】
学術情報基盤センターを地域社会にお ・学術情報基盤センターにおいて、県内 ・ 大学コンソーシアムやまがた」加盟機関に遠隔授業を配信した。「

ける情報拠点として、その機能を更に充 高等教育機関への遠隔授業の配信を行う ・地域社会への遠隔授業の配信、学術情報に関する総合的な情報発信機能（ポータ
実・発展させる。 とともに、学術情報に関する総合的な情 ル機能）の実現を推進し、大学から地域社会への教育・研究情報の提供、地域情報

報発信機能（ポータル機能）の実現を推 化への提言を行った。
進し、地域情報ネットワークとの連携を ・文部科学省の委託事業である「平成19年度子どもの安全に関する情報の効果的な

」 、 。強化する。 共有システムに関する調査研究 を受託し 地域の子ども安全に関し連携を行った

【2-6】 【2-6】
県・市等との人事交流を推進するとと ・県と大学との人事交流、客員教授の招 ・山形県との事務職員の相互人事交流を継続し、情報交換を行うなど連携を強化し

もに、地域に密着した研究テーマの公募 聘、地方自治体・金融機関との共同研究 た。
と推進を図る。 等、地域社会との人的交流を基盤とした ・また、山形県工業技術センターとの研究者の相互人事交流を継続し、活発な研究

連携を強化し、地域に密着した研究テー 交流を行うなど連携を強化した。その結果、山形県から受託研究等を11件得た。
マの公募により研究の推進を図る。

【3-1】 【3-1】
地域分散型総合大学の特色を活かした ・分散キャンパスの特性を活かし「人づ ・各キャンパスの特性を活かし、各自治体等との連携により、県内各地域で地域貢

学際的な教育・研究及び異分野との連携 くりの拠点（小白川キャンパス 「健 献活動を展開した。）」
を促進し、産業・経済、行政を始めとす 康づくりの拠点（飯田キャンパス 「も ①小白川キャンパスでは、人文学部が山形県村山総合支庁と「山形・仙台圏交流）」
る幅広い社会の要請に対応する。 のづくりの拠点（米沢キャンパス 「食 研究会」においシンポジウムを行った。地域教育文化学部は「やまがたエネル）」

づくりの拠点（鶴岡キャンパス 」とし ギー環境教育研究会」を２回開催し、環境教育の推進を図り、 河北町の子ど）
て、地域貢献を推進する。 も達に国際交流を体験させるため「スモール・ワールド・フェア」の開催に協

。 「 」 「 」・山形県内で唯一高等教育機関のない最 力した 理学部はNPO法人 小さな天文学者の会 と共同し やまがた天文台
上地域において「エリアキャンパスもが を運営している。
み」の機能を活かし、学際的な教育・研 ②飯田キャンパスでは、医学部が健康をテーマとした東根市との共同事業「悠遊
究及び異分野との連携を促進し、産業・ 健歩」を開催した。
経済、行政を始めとする幅広い社会的要 ③米沢キャンパスでは、工学部が小国町を会場にした「オープンキャンパスinお
請に積極的に応える。 ぐに」を開催した。

④鶴岡キャンパスでは、農学部が子どもと保護者を対象にした農業体験「わんぱ
く農業クラブ」を開催した。

⑤「エリアキャンパスもがみ」では文科省の社会人の学び直しニーズ対応教育推
進プログラムである「里地里山活動プランナー養成講座 「もがみの元気創」、
出プロジェクト 「地域活性化シンポジウム」等を実施した。」、

【3-2】 【3-2】
地域の企業、地方自治体及びＮＰＯ法 ・東北電力技術交流会等地域の企業、地 ・ 大学コンソーシアムやまがた」では、学生の就職に関する早期動機付けを目的「

人等との連携を一層推進し、地域振興に 方自治体及びＮＰＯ法人と連携し、地域 に、１年生を主対象として、県内の優良企業等（行政、金融機関、マスコミ、印刷
貢献する。 の生活基盤や産業基盤の整備計画に参画 業、精密機械業、自動車関連企業、小売業）から講師を招き、キャリア教育「業界

し、地域振興に貢献する。 研究事始」を開講した。
・自然系の学部では、小・中・高生を対象とした「科学教室」や「自然とのふれあ
い教室」等を62回実施した。
・人文学部は山形市市民活動支援センター、山形市内NPO法人と協力し、平成20年
開講に向け「地域づくり特別演習（二 」の準備を進めた。）
・工学部は、米沢市、寒河江市、上山市、福島市において、企業との技術交流会を
開催した。また、置賜総合支庁と協力して、産学連携製造中核人材育成事業への協
力、うこぎ食品研究会等の各種研究会との連携、委託事業による研究シーズの提供
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や技術相談等を行った。

【3-3】 【3-3】
県内の高等教育機関と連携するため、 ・情報ネットワークを活用して県内高等 ・情報ネットワークを活用し 「大学コンソーシアムやまがた」の加盟機関にｅー、

基幹情報ネットワークの活用を図る。 教育機関との連携を進め 「大学コンソ ラーニング活用授業として、教養教育科目を前期８科目、後期９科目配信した。、
ーシアムやまがた」においてｅｰラーニ
ングを使用した授業の進展を図る。

3）評価の体制
【1-1】 【1-1】
地域貢献を教員の職務の一つとして正 ・地域社会における教員の活動状況を取 ・各部局において 「教員の個人評価指針」に基づき、教員の自己点検・評価を継、

当に評価するためのシステムを構築す りまとめるとともに、教員の点検・評価 続して実施した。この評価項目の中には「社会連携」の領域が設定されており、こ
る。 システムにおいて社会連携活動の評価を れに基づき各部局の評価組織が評価を行ってる。

継続して実施する。

ｂ国際交流等
1)体制の整備
【1-1】 【1-1】
大学間交流協定を積極的に締結し、研 ・11大学との大学間交流協定に基づき、 ・大邱大学校（大韓民国 、銘傳大学、中山大学（以上台湾 、チャールズスター） ）

究交流、学生交流を活性化する。そのた 学生・研究交流の更なる活性化・充実を ト大学（オーストラリア）及びコロラド州立大学（アメリカ合衆国）の５大学と新
め、大学間交流協定については、６年間 図る。 たに協定を締結し、大学間交流協定大学は16大学となった。
で10件以上の締結を目指す。

【学生交流】
・平成18年度に新たに立ち上げた派遣留学制度により、大学間交流協定校３校へ計
７人が第１期生として短期留学を開始した。
・大学間協定校６校から11人、学部間協定校４校から５人を短期留学生及び日本語
日本文化研修留学生（１人）を受け入れた。平成19年度の受入れ延べ人数は29人で
ある。
・人文学部、地域教育文化学部、農学部において、協定大学とのサマースクール等
の短期交流事業を実施した。
・本学において、学生交流協定の締結を進めているコロラド州立大学との学生交流
を行った。
【研究交流】
・アジアの３つの大学間協定校及び２つの学部間協定校から研究者を招いて、第１
回アジアネット国際シンポジウムを開催した。
・大邱大学校（韓国）総長による記念講演会を開催した。
・大学間協定締結予定校であるコンケン大学（タイ）日本語学科長を招いての講演
会を行った。
・大学間協定大学である河北医科大学（中国）及び学部間協定大学４校から研究者
を受け入れた。
・理学部において、学部間協定大学である釜山大学校（韓国）教授を非常勤講師と
して大学院博士前期課程の学生を対象にした特別講義を行った。

【1-2】 【1-2】
国際交流を推進するために、国際交流 ・国際交流事業基金の継続的な充実を図 ・基金の有効な活用方法として、新たに外国人留学生に対する奨学金及び本学から

基金の整備を図る。 り、国際交流を推進する。 の派遣学生に対する奨学金の支給を目標として募金を実施した。
・国際交流事業基金の一部である小嶋国際学術交流基金により、研究者の海外渡航
３件及び外国人研究者を招いての講演会１件についての支援を行った。
・各学部において、学部国際交流基金の充実を図るとともに、その運用により教員
や学生の海外派遣支援を行った。
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【1-3】 【1-3】
情報発信のため、大学ホームページの ・海外への情報発信のため、新たに改組 ・国際センターの英語版ホームページを改訂するとともに、PDFによる中国版・韓

英語版を充実する。 する「国際センター（仮称 」のホーム 国語版の案内についても改訂を行った。）
ページの英語版、中国語版及び韓国語版 ・私費外国人留学生のための英語版入学案内パンフレットの改訂を行うとともに、
を改訂し更なる充実を図る。 新たに中国語版、韓国語版パンフレットを作成し、ホームページにも掲載した。
・私費外国人留学生選抜に係る入試要項 ・広報用英語版冊子「YamagataUniversity」を作成し、ホームページにも掲載す
の英語版を改訂するとともに中国語版を ることとしている。
新設し、ホームページに掲載する。 ・大学の英文ホームページについて順次改訂を行った。
・全学の英語版ホームページを大幅に刷 ・JapanStudiesProgramの情報を記載した英文ページを新設し、改訂作業を適宜
新し、海外への積極的な情報発信の実現 行った。
を図る。

【1-4】 【1-4】
開発途上国への国際協力を推進する。 ・JICA海外シニアボランティア経験者の ・平成19年度は、JICA留学生セミナーの受入れ（ミャンマー、ラオス、ガーナ、タ

客員教授招聘を始め、東南アジアからの ンザニア等）を始め、以下のような事業を実施し開発途上国への国際協力の推進に
研究員又は研修生等の受入れや本学研究 努めた。
者の派遣について、JICA草の根事業（JI ①JICA青年研修「アフリカ仏語圏理数科教育」コースの研修生受入れ（理学部）
CA、鶴岡市共同）などのプログラムを活 ②山形県を含む諸機関との協力を得て、JICA「インドネシア共和国パプア州地域
用し、実現を目指す。 保健向上協力事業」による保健技術指導者の受入れ（医学部）
・山形県等諸機関と協力して、インドネ ③鶴岡市との提携によるJICA「草の根技術協力事業」によるミャンマーからの研
シア国パプア州の国立大学との交流によ 修員及びJICA海外シニアボランティア（チリ）経験者である客員教授の受入れ
り医学部を中心に保健医療等の分野で現 （農学部）
地協力する体制作りを進める。

2)学術交流の推進
【1-1】 【1-1】
毎年２件以上の国際共同研究の実施を ・学術交流協定をベースに地域連携・貢 ・平成19年度は、継続も含め４件（ハルビン工業大学外国語学院（中国 、タルカ）

目指す。 献等を研究テーマとした国際共同研究の 大学（チリ 、ガジャマダ大学（インドネシア 、ランブンマンクラート大学（イ） ）
推進を図る。 ンドネシア ）との国際共同研究を実施した。）

【1-2】 【1-2】
研究者レベルでの研究交流を推進す ・個々の研究者の研究交流活動の全学的 ・各部局での外国人研究者の受入状況、研究者の派遣状況の実績は以下のとおりで

る。 な掌握を充実させ、研究テーマ・内容の ある。
海外への発信を積極的に行うことによ
り、研究交流の推進を図る。 部局別研究者交流人数
・新設した「ＹＵ海外研究グローイング ①受入人数
アッププログラム」に基づき、若手教員 ②派遣人数
等を海外の大学・研究機関へ派遣して、 （人文学部）①６人、②64人
研究交流の推進を図る。 （地域教育文化学部）①２人、②35人
・アジア地域の大学間交流協定大学との （理学部）①10人、②25人
Ｗｅｂによるネットワークを形成し、研 （医学部）①40人、②118人
究交流を含めた連携を推進する。 （工学部）①16人、②122人

（農学部）①１人、②49人
（国際センター）①14人、②４人
・新設した「ＹＵ海外グローイングアッププログラム」に基づき、２人の若手教員
を海外に派遣した。
・小嶋国際学術交流基金により、教員及び大学院生が海外で開催される学会での発
表を行うこと等を趣旨として、教員２人、大学院生１人の海外渡航についての支援
を行った。
・アジアの３つの大学間協定大学及び２つの学部間協定大学から研究者を招いて開
催した第１回アジアネット国際シンポジウムにおいて、本学教員４人が発表を行っ
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た。

【1-3】 【1-3】
招聘研究者による講演会やシンポジウ ・海外の国際交流協定校等から研究者を ・アジアの３つの大学間協定大学及び２つの学部間協定大学から研究者を招いて、

ム等を積極的に開催する。 招き、特別講演や国際シンポジウムを実 第１回アジアネット国際シンポジウムを開催した。
施し、学内の国際化を推進する。 ・大学間交流協定校である大邱大学校（韓国）総長による記念講演会を開催した。

・コロラド大学ボルダー校東アジア教育プログラムの研修団を受入れ、地域教育文
化学部との共同シンポジウムや芭蕉研究ツアーを実施した。
・大学間協定締結予定大学であるコンケン大学（タイ）日本語学科長を招いての講
演会を開催した。
・イタリア出身の東京芸術大学大学院オペラ科講師による講演会を開催した。
・韓国及びドイツの研究者を招いて講演・セミナーを実施した。
・アメリカから２人の研究者を招いて講演会を開催した他、国際シンポジウムも開
催した。
・ハルビン工業大学（中国）から２人の教員を招きシンポジウムを開催した。
・大学間交流協定を締結しているタルカ大学において教育・研究にも携わる客員研
究員による講演会を小白川及び農学部において開催した。

【2-1】 【2-1】
外国人研究者に対する研究及び生活面 ・外国人研究者に対する組織的な研究・ ・日本語研修規則等の整備を行い、外国人研究者並びにその家族の日本語研修受講

の支援体制を充実させる。 生活・語学支援の体制を整備する。 を可能とした。
、 、・外国人研究者の家族に対する語学支援 ・研究者に万が一の事故等が発生した場合の対応として 外国人研究者についても

として日本語研修コースでの受入れを実 国際交流事業基金により、留学生救援者費用保険に加入している。
施する。 ・各学部において、外国人研究者用の研究室や研究設備の整備等を行った。

【2-2】 【2-2】
留学生課に国際交流部門を設置して専 ・留学生センターを研究者交流の支援を ・留学生センターを国際センターに改組し、研究者交流も含む総合的な国際交流支

門スタッフを配置し、留学生センターと 含む国際センター（仮称）に改組し、平 援を推進した。
一体となって留学生及び研究者交流の支 成18年度に設置した国際交流ユニットの ・国際化実施委員会に設置された２つの部会と国際交流ユニットとの連携により、
援を強化する。 効果的な活動により、教育・研究両面に 外国人留学生に係る奨学金受給候補者選考のための規程の整備や派遣留学候補者の

おける留学生及び研究者の交流活動支援 選考等を行った。
の拡大を図る。 ・海外の大学との協定締結に際して、国際センター教員とともに、国際交流ユニッ

ト職員がコーディネーターとして積極的に関わった。

3)学生交流の推進
【1-1】

【1-1】 ・ニューヨーク州立大学など大学間学生 ・協定大学に対して、日本語・日本文化教育のための短期留学プログラムであるJa
短期留学制度等を活用し、留学生の受 交流協定を締結した北米、欧州、アジア panStudiesProgramについての広報を行い、短期留学生の受入の増加を図った結

入れを促進する。 の協定校からの短期留学生の受入れを推 果、平成19年度には延べ29人（前年度比17人増）を受け入れた。
進する。 ・他大学のUMAP参加大学リストへの登録状況を確認するとともに、他大学で収集し
・UMAPによる短期留学生の受入れを推進 た情報等を参考としてUMAPの単位互換スキームと本学での単位認定との間の問題点
する。 及び活用について分析を行った。
・本学の留学生受入れ実績が少ない国で ・台湾、マレーシアでの留学フェアへの参加、参加できなかったすべての留学フェ
開催される留学フェアへの参加など、本 アへの資料の送付及び（独）日本学生支援機構（JASSO「海外情報センター」へ）
学における短期留学生制度等の広報活動 の積極的な情報提供等により広報活動に努めた。
を戦略的に行う。
・海外の協定校からの短期留学生に対す
る日本語教育・日本文化教育の実施体制
を充実する。

【1-2】 【1-2】



-117-

山形大学

学部、研究科の入学者募集要項の外国 ・私費外国人留学生選抜に係る入試要項 ・私費外国人留学生のための英語版入学案内パンフレットの改訂を行ったほか、新
版を作成し、留学を希望する外国人学生 の英語版を改訂するとともに中国語版を たに中国語版、韓国語版パンフレットを作成するとともに、ホームページに掲載し
等に広く入学試験情報を提供する。これ ホームページに新設することにより、情 た。
により留学生の受入れを増加させる。 報をより広範囲に提供し、留学生受入れ ・英語による短期留学プログラムであるJapanStudiesProgramについての情報を

を積極的に推し進める。 ホームページ（英語・日本語）に掲載するとともに、協定大学の担当窓口への広報
・短期留学生受入れのための募集要項、 を行った。
履修案内等をホームページに英文で掲載 ・ 独）日本学生支援機構（JASSO「海外情報センター」への積極的な情報提供や（ ）
する。 教職員が参加できない海外での留学フェアのすべてに本学に関する資料送付し、広
・世界各地に展開している（独）日本学 報を行った。
生支援機構（JASSO 「海外情報センタ ・以上の活動の結果、平成20年度の外国人留学生数は、170人となった。）
ー」に情報を積極的に提供し、留学生の
本学への出願増加を図る。

【1-3】 【1-3】
学生の外国派遣制度を確立し、交流協 ・TOEFL説明会、留学セミナーを定期的 ・TOEFLについての説明会（２回 、留学説明会（１回）を実施した。TOEFLの団体）

定大学を始めとする外国の大学への留学 に開催し、TOEFLの団体向けテストプロ 向けテストプログラムについては、募集を４回実施し、うち応募者が規定数に達し
を支援する。 グラムを年４回実施することにより、英 た２回について実施した。

語及び留学希望先の使用言語の運用能力 ・外国人留学生と交流する日本人学生の増加を図るため、交流ラウンジについて、
向上を支援する。 「山形大学総合案内 、留学説明会・留学カウンセリングなどの機会に周知すると」
・ 交流ラウンジ の全学生への周知や ともに、各種交流行事についての広報などを行った。「 」 、
留学生支援学生サークルとの連携によ ・新たに立ち上げた本学の派遣留学制度により、大学間交流協定校であるブリヤー
り、日本人学生と留学生の更なる交流促 ト国立大学（ロシア 、タリン大学（エストニア 、テキサス州立大学アーリント） ）
進を図る。 ン校（アメリカ）へ計７人が第１期生として短期留学を開始した。
・派遣留学生制度を活用し、ニューヨー ・平成20年度の派遣留学についての説明会を開催し、書類審査、面接試験によりニ

。 、ク州立大学を始め大学間交流協定校への ューヨーク州立大学コブルスキル校等５大学への派遣候補者12人を決定した また
海外留学を支援する。 短期留学推進制度（派遣 （ 独）日本学生支援機構（JASSO）の活用により、奨）（ ）
・留学説明会の更なる充実を図り、学生 学金枠１を獲得した。
の留学意欲と教職員の関心を喚起する。 ・協定大学からの外国人留学生との個別の相談コーナーを設ける等の工夫により、

留学説明会の充実を図った。

【2-1】 【2-1】
地域の国際交流団体との連携を強化 ・山形県留学生交流推進協議会の構成各 ・留学生支援のため、資格外活動等の入国管理局への申請取次を行い留学生への便

し 留学生の生活支援体制を充実させる 団体と連携して、留学生の生活支援体制 宜を図ることを主目的に、山形県留学生交流推進協議会の構成各団体と連携して仙、 。
の一層の充実を図る。 台入国管理局から講師を招いての研修会を開催した。

・山形県留学生交流推進協議会の活動の推進のため、同推進協議会加盟の高等教育
機関職員による事務連絡会を設置し、各機関と協議の上 （独）日本学生支援機構、
（JASSO）が実施する留学生地域交流助成事業に、同推進協議会として申請した。

【2-2】 【2-2】
チューターマニュアルを作成し、チュ ・チューター制度の周知を徹底し、留学 ・チューター制度及びその趣旨についての周知のため、チューターマニュアルの改

ーター制度による留学生への支援を充実 生数の増加に対応したチューターの増員 正を適宜行うとともにホームページにも掲載したほか、新規のチューターへの説明
させる。 を図る。 会や個別の指導を実施した。

・各学部及び指導教員の協力や公募等の方法により、チューターを必要とする留学
生すべてにチューターを配置した。

【2-3】 【2-3】
留学生のための学習用資料を充実させ ・附属図書館において留学生用の英文資 ・国際情報コーナー等の資料の充実のため102冊の資料を新たに購入した。

るとともに、英語能力の不十分な留学生 料、辞書類、パソコン、学習用資料等の ・外国語教育センター担当教員の推薦に基づき、初心者用英語教材を購入した。
への英語学習支援体制を整備する。 一層の整備･充実を図る。 ・国際センター交流ラウンジに新たに英字新聞を配架した。

・外国語教育センターと協力し、英語能 ・CALL演習室を設けており、初級英語から自学自習ができるようにしている。
力の不十分な留学生への英語学習支援体
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制の整備を図る。

【2-4】 【2-4】
留学生に対する英語による講義を実施 ・ニューヨーク州立大学や他の大学間交 ・JapanStudiesProgramの一環として、10月に人文学部の５科目を開講し、短期

する。 流協定校から受け入れる留学生に対し 留学生のほか、正規生（留学生）及び日本人学生が受講開始した。また、ニューヨ
て、日本文化についての講義を英語で提 ーク州立大学アルバニー校から受講希望があった農学部開講のOn-lineコースの授
供するためにJapanStudiesProgramを 業を11月から開始した。
構築し、その実施に向けて準備するとと
もにｅ－ラーニングで配信する。

【2-5】 【2-5】
留学生に対してインターンシップ制度 ・企業との関係を強化し、インターンシ ・山形県との連携により実施している「海外展開の担い手事業」により、アンケー

、 、 。を活用した就業体験の機会を提供し、留 ップ制度の活用による豊富な就業体験の ト 企業との面談を経て ４人の留学生が県内企業でのインターンシップを行った
学生の就職支援を図る。 機会を提供することにより、留学生の就 また、その結果として、１人の留学生が当該企業に採用となった。

職支援の充実を図る。

【2-6】 【2-6】
帰国した外国人留学生との間で国際交 ・帰国した外国人留学生から得た情報を ・受入れが継続している協定大学からの短期留学生やマレーシア政府派遣留学生の

流ネットワークを構築し、これを活用し データベースとして活用することによ 受入のための参考とするため、先輩留学生から帰国前に情報を得、これを、特に後
た現役留学生向け支援体制の整備を図 り、現役留学生向け支援体制の整備を図 輩留学生に対する生活上の助言に活用している。
る。 る。 ・小白川及び米沢において、卒業・修了外国人留学生に対する説明会を開催し、

（独）日本学生支援機構（JASSO）が実施する帰国留学生へのフォローアップ事業
についての説明等を行い、制度の一層の活用を図った。

【2-7】 【2-7】
日本語教育、日本事情教育の見直しと ・今年度から「日本語・日本事情科目」 ・教養教育の日本語科目を外国語科目の枠に繰り入れる改編を行うとともに、単位

充実を図る。 を改編して「日本語」を「外国語科目」 数の変更と振替単位数の上限の変更を行った。同時に、短期留学生が自分のレベル
の枠で新たに構築し、留学生に対する日 に応じて履修し、単位取得することができる日本語科目を開講し、学習動機の向上
本語教育の充実を図る。 を図った。

4)国際交流拠点形成
【1-1】 【1-1】
外国人留学生の大半を占めるアジア地 ・学生交流、研究交流の拠点形成に向け ・アジアの大学間ネットワークの構築に向けて、本学を会場として「第１回アジア

域の大学や国との交流を積極的に進め、 て取り組むことにより、アジア地区の大 ・ネットワーク国際シンポジウム」を開催した。
研究交流、学生交流の拠点を形成する。 学との国際協力を一層推進する。 ・ 結城プラン2008」において、海外サテライトの複数設置による国際的活動拠点「

・学長主導で大学間協定校とそのパート 整備を打ち出し、その準備に着手した。
ナーを中心とするアジアネットワークの
構築を具体的に推進する。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上
(3) その他の目標
② 附属病院に関する目標

１．人間性豊かな信頼の医療を実施する。中
２．患者本位の医療を推進する。期
３．救急医療体制を推進する。目
４．科学的根拠に基づいた医療を実施する。標
５．高度先進医療・先端医療を地域へ提供する。
６．学部学生の卒前臨床実習を充実させる。
７．卒後臨床修練を含めた医療従事者の生涯教育を充実させる。
８．臨床研修（基礎研究から高い技術水準の医療の開拓）の質の向上を図る。
９．医療提供機能強化を目指したマネジメントを実施する。
10．患者の立場に立った病院環境を整備・充実させる。
11．地域医療機関等との連携システムを整備・充実させる。
12．地域医療人の生涯教育機会を提供する。
13．病院広報等の充実・強化を図る。
14．社会への説明責任を果たすため、策定した目標等の情報提供を推進する。
15．病院全体に対する評価とその情報提供を推進する。
16．魅力ある病院を目指した人事制度を確立する。
17．国際化への対応と国際的な共同研究等を推進する。
18．病院施設の機能向上の推進を図る。

進捗 判断理由（計画の実施状況等）
中期計画 平成19年度計画 ｳｪｲﾄ

状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

（２）附属病院に関する目標を （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
達成するための措置 Ⅳ ・平成16年度に､インフォームド・コンセント
【1-1】 に基づき、患者及び家族に医療方針の説明を行
インフォームド・コンセント った。また、患者への説明の質を向上させるた

に基づいた患者中心の医療を実 め、各診療科で標準とするテンプレートを作成
施する。 した。

・平成17年度に、患者への説明内容を検証し、
説明文書に盛り込むべき項目（診療内容、患者
の利益、患者の危険）のチェックリストを作成
した。これに基づき、各診療科で相互に説明文
書を繰返し読み合わせて検証し、継続的に改善
を図った。
・カルテチェックを定期的に行い、患者への説
明が適切に行われていることを確認した。

（平成19年度の実施状況）
【1-1】 【1-1】
・患者への説明内容を検証し、説明文書 ・患者への説明内容を検証し、説明文書に盛り
の見直しを適宜行う。 込むためのチェックリストを利用して、各診療
・クリニカルパスの見直しを体系的に行 科で作成した。その説明文書を検証し、院内カ
う。 ルテチェックで運用が適切であるかを調べた。

山形大学
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【1-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
地域に開かれた医療を実施す Ⅳ ・地域医療機関等との連携システムを整備・充

る。 実させるため、平成18年度は「地域医療センタ
ー」にソーシャルワーカーを配置し陣容を強化
した。本センターへの照会には24時間以内に返
書を発送するシステムを構築した。
・平成16年度に設置した「総合医学教育センタ
ー」に専任教授を配置し、退職医師及び現職の
専門医の中からgeneralphysicianとして地域
医療に貢献する医師を養成する「医学部リフレ
ッシュ教育プログラム」の企画を行い、平成19
年度の特別教育研究経費を獲得した。平成20年
度から実施予定であるが平成19年３月の時点で
既に３人の本プログラム参加申込があった。

「 」・平成17年度に設立した 医学部がんセンター
において、地域がん医療のレベルアップを図る
ため、がん患者登録システムを構築し、登録を
開始した。また､医療者におけるがん診療レベ

、 。ルアップのためのセミナー 講習会を企画した
・毎年､地域の関連病院との連絡会を開催し、
意見・要望を聴取し、今後の機構改革の方針策
定を行った。

（平成19年度の実施状況）
【1-2】 【1-2】
・地域医療機関等との連携システムを整 ・地域医療機関等との連携システムを整備・充
備・充実させる。 実させるため、地域医療連携センターにソーシ
・医学部がんセンターの活動を通して、 ャルワーカーの活動による院内の診療支援体制
地域がん医療のレベルアップを図るとと を整備した。
もに、がん拠点病院としての体制整備を ・病院内に「がん臨床センター」を設置して地
行う。 域がん医療のレベルアップを図るために、がん
・地域医療人に生涯教育機会を提供す 患者登録システムを構築した。
る。 ・がん化学療法センターを設置、医療者におけ
・総合医学教育センターを軸として、地 るがん診療レベルアップのためのセミナーや講
域医師の診療レベルアップを図る。同セ 習会を企画、また、がん患者相談室の設置を行
ンターの活動内容に関する規程等の整備 った。
を図る。 ・地域医師の診療レベルアップを図るため、今

年度も生涯教育セミナー（３回）を行い、地域
医療人に生涯教育の機会を提供した。また、９
月に公開講座「排尿障害～診断・治療・介護の
実際～」を開催した。
・10月から地域社会の活性化を目指す総合医学
教育センター再教育研修医受入れ規則を制定
し、すでに４人を受け入れた。

【1-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 東北がんＥＢＭ人材育成「
最高水準の医療を提供する。 Ⅳ ・平成16年度に医療情報部でコクランライブラ ・普及推進事業」をスタート

リーの使用法についての講習会を実施し、科学 する。
的根拠に基づく診療の実現に資した。
・高度先進医療「コプロポルフィリン症の

山形大学
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ＤＮＡ診断 （平成16年８月 「難治性眼疾患」 ）、
に対する羊膜移植術 （平成16年11月 「神経」 ）、
変性疾患のDNA診断 （平成18年1月）の承認を」
受けて診療を提供した。
・山形県内初となる最新型の神経磁気診断装置
を平成17年３月に導入し、５月からの本格稼働
により先端医療を提供できるよう取り組んだ。

「 」・平成17年度に設立した 医学部がんセンター
の活動を通して、地域の関連病院とのネットワ

、 。ーク化を図り がん診療の均てん化を目指した
・がん患者登録を開始し、がん化学療法の安全
確保、レベルアップのために設置したがんセン
ター化学療法室で成果を挙げた。
・平成18年度に厚生労働省がん診療連携拠点病
院の指定を受けた。

（平成19年度の実施状況）
【1-3】 【1-3】

（ ）・科学的根拠に基づいた医療を実施す ・引き続き科学的根拠に基づいた医療 ＥＢＭ
る。 を実践するために、各診療科、各診療部門でク
・新制度となった先端医療を地域へ提供 リニカルパスの作成などを行い、医療安全の推
する。医学部がんセンターの活動を通し 進、医療レベルの検証などに役立てている。
て 地域がん医療のレベルアップを図る ・平成19年４月にがん臨床センターを設立し、、 。

地域の関連病院とのネットワーク化を図り、が
ん診療の均てん化を目指した。
・今年度はがん患者相談室及びキャンサートリ
ートメントボードを設置し、ともに重要な役割
を担った。

【1-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・新たな卒後臨床研修プログ
厳しい倫理観を持った創造的 Ⅳ ・医学科においては、優れた臨床医を養成する ラム＝Ｂプログラム「大学病

） 」な医療人を育成する。 ため、臨床実習を見学型（主に５年生 、参加 院・協力病院自由選択コース
型 主に６年生 の２タイプとし充実を図った を希望した研修生に対し、初（ ） 。
参加型臨床実習については、同意書で同意の得 年度の研修を実施する。
られた患者のみを対象とした。
・看護学科においては、平成17年度のカリキュ
ラム改正によって２年次から基礎看護実習を開
始した。さらに従前どおり４年次において臨地
実習・看護研究実習を実施した。
・平成18年度に総合医学教育センター専任教授
の下で、医学教育、初期研修医教育の更なる戦
略策定を行う体制を整備した。また、臨床腫瘍
学分野を創設し、腫瘍学講義の充実を図るとと
もに、臨床感染症学講義を開講した。
・文部科学省「現代ＧＰ」による支援を受け、
生涯教育セミナーを平成18年度は６回実施し、
地域で活動している医師の生涯教育を行った。
・ 医学部卒後臨床研修センター」における初「
期研修医の教育については、医療安全管理部の
参画を得て、県内医療機関のと連携をとり、教
育カリキュラムに医療倫理の面からの教育を含
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め、その充実を図った。

（平成19年度の実施状況）
【1-4】 【1-4】
・学部学生の臨床実習中心の卒前臨床実 ・医学部教務委員会では、腫瘍学や感染症の講
習のカリキュラム（医学部教務委員会制 義の充実、臨床実習期間の長期化と内容の充実
定）に沿った実習を行う。 等、カリキュラムを改善し、臨床実習中心の卒
・卒後臨床修練を含めた医療従事者の生 前臨床教育内容の高度化を図った。
涯教育を充実させる。 ・今年度も生涯教育セミナー（３回）や公開講
・県内医療機関との連携により卒後臨床 座 排尿障害～診断・治療・介護の実際～ ９「 」（
研修内容の多様化を図る。 月）を開催し、医療従事者に生涯教育の機会を
・総合医学教育センターを軸として、地 提供した。
域医師の診療レベルアップを図る。 ・卒後臨床研修においては、今年度６月に医学
・臨床研修（基礎研究から高い技術水準 生や若手医師らの診療技能のトレーニングシス
の医療の開拓）の質の向上を図る。 テム「メディカルスキルアップラボラトリー」

を開設して医療事故を防ぐための訓練を開始し
た。
・総合医学教育センターでは、リフレッシュ教

、 、育を立ち上げ 10月からの試行的受入れを経て
正式な事業開始が平成20年度からの予定であっ
たが、すでに４人が研修を行っており、予定を
前倒しで実施している。

【2-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
患者に分かりやすい医療を提 Ⅳ ・平成17年度から臓器別診療科を創設し、患者

供する。 にとってわかりやすい診療内容の提示に努める
とともに、新たに救急科を創設して診療内容の
充実を図った。
・インフォームド・コンセントの院内相互チェ
ックを行い、その結果に基づいて診療科ごとに
インフォームド・コンセントの内容の変更・改
善を行った。
・平成18年度に院内のインフォームド・コンセ
ントを院内情報システムにアップロードするシ
ステムのフォーマット作成を行った。
・ 患者相談室」の相談内容の取りまとめと分「
析を行い、医事業務の改革、医療安全の対応・
対策を行った。

（平成19年度の実施状況）
【2-1】 【2-1】
・病院再開発の進捗にあわせて、臓器別 ・病院再開発に合わせて昨年度から今年度にか
疾患・診療センター整備へ向けた体制整 け、新たに高次脳機能障害科及び腫瘍内科の臓
備を図る。 器別診療科を創設、一層患者に分かり易い診療

内容の提示・充実に努めている。

【2-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
患者の個別性を重視した対応 Ⅳ ・インフォームド・コンセントの院内相互チェ

を行う。 ックを行い、その結果に基づいて診療科ごとに
必要に応じてインフォームド・コンセントの内
容の変更を行った。
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・患者相談室の相談内容の取りまとめと分析を
行い、医事業務の改革、医療安全のための対応
・対策を行った。

（平成19年度の実施状況）
【2-2】 【2-2】
・平成16年度に導入した覚醒下手術・低 ・平成16年度に導入した覚醒下手術・低侵襲治
侵襲治療等を継続する。 療を継続して行っている。
・クリニカルパス作成数と稼働症例数を ・クリニカルパス作成数（現在まで191件）と
さらに拡大させるように努める。 稼働症例数の一層の拡大に努めている。
・患者に対して細心のインフォームド・ ・患者に対しては、細心のインフォームド・コ
コンセントを行うとともに、患者相談室 ンセントを行い、また、患者相談室により患者
を活用して、患者個々のニーズ等を尊重 個々のニーズ等を尊重した対応を推進してい
した対応をさらに充実させる。 る。
・予防医療部の提供する項目について最 ・予防医療部では、近年の検診ニーズの変化に
適化を図る。 対応すべく、各コースの検診内容を見直し、乳

がん検診の精度向上、採血アラカルトコースの
充実、各種オプション検査の追加等により、検
診機能の一層の充実を図った。今年度の受診者
は297人、昨年度比38％増加した。
・入院中の看護サービスが行き届くよう７対１
看護を実施した。

【2-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・病院再整備を計画的に推進
患者本位の医療の実践に向け Ⅳ ・平成16年度に 病棟再整備の基本設計を完了した し、手術部には最新の検査機、 。

て、病院再整備計画の推進に努 ・平成17年度に設置した「循環器病センター」 器の導入を図る。
める。 「呼吸器病センター」の実務開始以降、稼働率

は継続的に上昇した。
・平成18年度に救急部機能充実の一環として、
救急科を創設し、中毒・重症やけどを治療対象
として診療の高度化を図った。また、今後の病
院再整備に伴って、ＩＣＵ（６床）、ＨＣＵ
（14床）を確保し、手術部12室と増加すること
に伴う最新の検査機器を導入するスキームの策
定を行った。

（平成19年度の実施状況）
【2-3】 【2-3】
・病棟に診療科の枠を越えて設置した呼 ・既存棟の改修設計が進行中であり、ヒアリン
吸器センター 循環器センターを中心に グを終了した。その中で、呼吸器センター、循、 、
患者本位の医療を行うとともに、病棟再 環器センター、ＩＣＵ・ＨＣＵ棟、患者本位の
整備によって 救急部 ＩＣＵ ＨＣＵ 診療を行えるよう設計に反映した。、 、 、 、
手術部等の拡充整備を図る。 ・一般市民による外来ボランティア12人、看護
・ボランティアの病棟導入数を拡大す 学科学生による小児科病棟ボランティア34人を
る。 受け入れて一層拡大に努め、患者から好評を得

た。

【2-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・キャンサートリートメント
多様化する患者ニーズに応え Ⅳ ・平成16年度に臓器別診療科の実施準備、がん ボードの更なる充実を図る。

るため、組織体制の整備・充実 外来化学療法室などを整備して高度に専門化し
を図る。 た医療を推進した。また、医事課に英会話がで
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きる職員を配置し対応した。
・平成17年度に、医療安全に関する問題解決体
制を図るため、相談内容により病院長や医療事
故等防止対策委員会が検証し意思決定を行うシ
ステムを構築した。
・脳卒中相談室・遺伝カウンセリング室・栄養
相談室・地域医療連携センター等の機能強化を
図り、中でも地域医療機関等との連携システム
を整備・充実するために地域医療連携センター
に副センター長（兼任）と専任の看護師長を配
置し強化した。
・ 脳卒中相談室」を原則月１回（第４土曜）「
開設し、脳卒中全般にわたる幅広い相談に応じ
た。
・ 遺伝カウンセリング室」は、遺伝性疾患等「
に係るカウンセリングや診断・治療についての
情報提供及び臨床遺伝専門医制度研修施設とし
て専門医の養成を行った。
・ 栄養相談室」は、簡単な調理設備を有する「
相談室において、患者の栄養相談に応じ、栄養
指導及び食事指導を行った。
・地域医療機関と連携して療養を行う必要性が
あるため、ソーシャルワーカーを配置した。

（平成19年度の実施状況）
【2-4】 【2-4】
・患者相談室の機能充実を図り、患者の ・患者や家族からのがんに関する不安や悩みを
要望に合わせた医療サービス提供の可能 相談する窓口として 「がん患者相談室」を12、
性を探る。 月から開設した。担当看護師が相談に対応し、
・脳卒中相談室 遺伝カウンセリング室 安心して医療が受けられるように支援を開始し、 、
栄養相談室、地域医療連携センター等の た （相談費用は無料）。
機能強化を図る。 ・脳卒中相談室では、原則月１回脳卒中全般に
・がん拠点病院としての体制の整備を図 わたる幅広い相談に応じてきた。また、地域医
る。 療連携センターでは 「地域のかかりつけ医」、
・外国語に対応できる医療スタッフ体制 が連携しながら患者個々の希望に添い、症状に
を更に強化する。 応じた適切な場所で、良質な医療サービスを提
・病院ホームページにおける主要手術件 供した。
数の年間実施件数、主な疾患の治療成績 ・４月にがん臨床センターを設立し、地域の関
の公開を継続する。 連病院とのネットワーク化を図り、がん診療の

均てん化を目指し、がん患者登録を開始した。
・各種の外国語に対応できる医療スタッフのリ
ストを作成し、即時対応ができる体制を整備し
。 。た 英語・中国語などの外国語に対応している

・病院ホームページにおいて、主要手術件数の
年間実施件数、主な疾患の治療成績を公開して
いる。
・今年度はがん患者相談室及びキャンサートリ
ートメントボードを設置し、ともに重要な役割
を担った。

【2-5】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
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包括的医療の対応と地域医療 Ⅲ ・大学と地域医療機関で構成している蔵王協議
との連携を図る。 会を開催し、地域医療機関との連携をとり地域

医療の向上を図った。
・患者サイドの視点で包括的医療の在り方を地
域医療機関との連携の上で企画する部である医
療情報部及び病院経営企画部では、毎月の合同
会議を行い、包括的医療に対応するとともに、
附属病院運営状況を検討して、きめ細かな経営
分析を行った。その成果を年４回の診療科・診
療部門ヒアリングにおいて伝達し、職員へ情報
を提供して診療活動の指針とした。
・ 地域医療連携センター」では、①地域医療「
機関との連携強化のための検討会を開催し、連
携の状態を調査・検討した ②その結果、紹介
数などの長足の増加があり、センター機能の充
実が判明した。今後、地域医療機関からの紹介
受入れと同時に、急性期医療の経過により地域
医療機関と連携して療養を行う必要性があるこ
とから、ソーシャルワーカーを配置した。③地
域医療機関との連携強化を行うため連携機関を
リストアップし、クリニカルパスの整備を開始
した。

（平成19年度の実施状況）
【2-5】 【2-5】
・医療情報部及び病院経営企画部を一層 ・医療情報部及び病院経営企画部では、毎月合
充実させる。 同会議を行い本院の運営状況を検討し、きめ細
・経営企画部や医療情報部が連携して行 かな経営分析を行った。
う、きめ細やかな包括的医療への対応や ・地域医療連携センターでは、地域医療機関と
地域医療連携センターを中心に行う地域 の連携強化のための検討会を開催したり、連携
医療との連携を継続する。 の状態を調査し検討を行っている。その結果、
・附属病院ホームページの診療案内等事 紹介数などの長足の増加があり、機能が充実し
項の整備・充実を継続し、引き続き最新 ていることが分かった。
の医療情報を地域へ提供する。 ・ホームページを分かりやすく改訂した。情報

のアップダート化を図るため、データのアップ
ロードを繰り返している。

【3-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
急性期医療の中心的役割を担 Ⅲ ・平成16年度から、救急部機能強化によって、

当する。 山形県のメディカルコントロールの中心的役割
を果たすとともに、救急救命士の教育実習を行
い地域医療に貢献した。
・手術部の年間手術件数は、平成16年度の
3,541件から平成17年度の3,601件、平成18年度
の3,783件と順調に増加した。手術部運営上の
以下の工夫を図った。
①手術患者の入室開始時間を午前8:10からと早
め、日勤時間帯をより有効に活用

②手術後の後始末・清掃業務外注化により、看
護師が速やかに次の手術を準備

③使用済手術器具の洗浄・消毒業務のための要
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員採用により、看護師が本来の業務に専念
④手術支援システム導入による、効率的手術ス
ケジュール作成

・ 医学部がんセンター」では、診療科の壁を「
越えてがん診療情報を収集・分析し、診療レベ
ル向上のための診療情報提供を行った。
・がん診療連携拠点病院機能を充実のため、院
内がん患者登録、がん化学療法室新設を行い、
がんセンター病院部門に専任教員を配置した。

（平成19年度の実施状況）
【3-1】 【3-1】
・救急部、手術部及びがんセンター機能 ・救急部では、山形県のメディカルコントロー
の一層の整備を進める。 ルの中心的役割を果たすとともに、救急救命士
・附属病院ホームページの診療案内等事 の教育実習を行い地域医療に貢献している。ま
項を整備・充実し、継続して常時、最新 た、手術部における年間手術件数は年々順調に
の医療情報を提供する。 増加している。

・ホームページを分かりやすく改訂した情報の
アップデート化を図るため、データのアップロ
ードを繰り返している。

【3-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
救命蘇生医療を推進する。 Ⅲ ・平成16年度に、隔離診察室の設置を始め、

ＳＡＲＳに対応できる体制を整えた。また、救
急部に救急認定看護師を配置した。
・平成16年度に集中治療部室内の整備を行い、
より診療に適した動線の確保に努めた。
・震災を想定した防災等訓練の実施により、救
急部・診療科への受入体制の確認を行った。
・平成18年度にＡＥＤを院内に設置し、その使
い方の講習会及びＢＬＳ心肺蘇生法セミナー等
を開催した。

（平成19年度の実施状況）
【3-2】 【3-2】
・救急認定看護師の配置や救急患者の入 ・引き続き救急認定看護師の配置など集中治療
院体制（平成17年度に整備したＨＣＵを 室内の整備を行い、より診療に適した動線の確
含む ）を更に拡充・整備する。 保に努めた。。
・地域へのＡＥＤの普及と啓発に一層努 ・引き続き18年度に設置したＡＥＤの講習会及
めるとともに、ＢＬＳ心肺蘇生法の教育 びＢＬＳ心肺蘇生法セミナーを開催した。
セミナーを継続して実施する。

【4-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
ＥＢＭ(evidence-basedmedicine) Ⅳ ・平成16年度以降、ＱＯＬが高く、ローリスク
を展開する。 で侵襲性の低い安全な医療を積極的に導入し

た。
①脳神経外科：覚醒手術
②第１・第２外科・泌尿器科など：内視鏡手術
の高度化

③眼科：小切開眼科手術（無縫合で終了できる
ような極めて手術創の小さな手術法を導入）
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④第１内科：腹膜透析の積極的導入、心臓ＣＴ
による冠動脈病変評価

⑤第２内科：消化器腫瘍に対する内視鏡的粘膜
、 、下層剥離術 肝癌に対するラジオ波凝固療法

総胆管結石、膵石に対する内視鏡治療
⑥第３内科：非浸襲的体外呼吸器（NIPPV）に
よる神経難病患者の呼吸管理、薬物による下
垂体腺種の縮小と正常機能回復、末梢血幹細
胞移植による浸襲性の低い骨髄移植治療

⑦皮膚科：手掌・足底の難治性疣贅に対して、
疼痛が少なく有効性の 高いビタミンＤ３軟
膏＋サリチル酸ワセリン伴そう膏療法

⑧放射線科：動脈瘤などの診断・経過観察に、
血管造影に代わるＭＤＣＴ（マルチスライス
ＣＴ）による３ＤＣＴの積極的な実施

⑨整形外科：各関節、脊椎疾患における鏡視下
手術の拡大、人工関節における皮膚切開・展
開の最小化

⑩産婦人科：卵巣良性腫瘍、子宮筋腫などに対
する、内視鏡下手術の高度化

⑪麻酔科：術中にほぼルーチンに脳波測定・解
析、適切な麻酔管理、非癌性陣痛患者にモル
ヒネはじめオピオイドの内服治療、徹底した
患者教育の実施による疼痛からの解放

⑫歯科口腔外科：咬合再建のための歯牙移植及
びインプラント等の局麻手術

（平成19年度の実施状況）
【4-1】 【4-1】
・ＱＯＬが高く、ローリスクで侵襲性の ・ＱＯＬが高く、ローリスクで侵襲性の低い安
低い安全な医療を実践する。 全な医療を積極的に導入して成果を挙げてい
・ＩＳＯ９００１に準拠した医療安全体 る。
制を更に充実させる。 ・平成15年度にISO9001を取得し、平成18年度

に更新審査を受審した。今年度２月には維持審
査をクリアして一層の医療安全体制を確立し
た。

【5-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・病棟再整備後の消化器病セ
重粒子線治療装置の導入と既 Ⅳ ・平成16年度に、重粒子線治療センターの設置 ンターの設置に向けて準備す

存施設の機能整備及び拡充を図 に向け、最先端医療を一般患者に提供するシス る。また、脳卒中センターは
り、高度先進医療を実践する。 テムを構築する株式会社を医学部教員が中心と 病棟再整備後に設置する予定

なり設立し、山形大学医学部と密接に協力して で進められる。
導入プランの策定を開始した。 ・世界に３台しか設置されて
・平成18年４月に放射線治療を専門とする教授 いない重粒子線治療機の導入
を迎え、重粒子線治療のための医師養成の充実 を目指し、継続して努力して
を図った。 いく。
・医学部がんセンターに「重粒子線治療装置設
置推進室」を発足させ、導入準備を進めた。
・公開講座「がん医療のフロンティア」を開催
し、一般市民への啓発活動を行った。
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（平成19年度の実施状況）
【5-1】 【5-1】
・既に設置した呼吸器センター及び循環 ・先進医療の実践に向けて、今年度に高次脳機
器センターに加え、脳卒中センター及び 能障害科を設置し、脳神経外科との診療の連携
消化器病センターを平成21年度までに設 体制を構築した。また、病床再配分により、９
置し、これら領域の生活習慣病の高度先 階病棟に消化器内科（第二内科）及び消化器外
進医療を実践する。 科（第一外科）の混合病棟を設置し、協力して
・21世紀ＣＯＥで得られた成果の医療へ 診療を行う体制を整えた。
の技術移転に向けた研究を推進する。 ・平成18年４月に放射線治療を専門とする教授
・がん治療への優れた有用性が治療段階 を迎え、重粒子線治療における医師の養成を行
を終えて確立した重粒子線治療装置の速 った。
やかな導入をめざし、最先端医療を一般 ・予防医療における遺伝子診療を実際応用する
患者に提供するシステムを構築する。 ことを目指した21世紀ＣＯＥの成果を特許申

請、臨床現場への応用を目指すベンチャー企業
を通して活動し、製薬企業とパーキンソン病に
ついての共同研究を行った。

【5-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
遺伝子診療、臓器移植の積極 Ⅲ ・高度先進医療「コプロポルフィリン症の

的推進を図る。 ＤＮＡ診断 （平成16年８月 「難治性眼疾患」 ）、
に対する羊膜移植術 （平成16年11月）の承認」
を受けて診療を提供した。
・平成17年度に、予防医療における遺伝子診療
を実際に応用することを目指した「21世紀
ＣＯＥ」の成果の特許申請・臨床現場への応用
を目指したベンチャー企業を設立して活動を開
始した。
・平成17年度に生体肝移植を実施するための院
内体制を整備し、脳死臓器移植に対応するため
のマニュアルを改訂した。
これを基に以下の医療を行った。

①平成18年２月に第２内科において、日本国内
では第２番目となる幹細胞移植

②第１外科において、県内初となる生体肝移植
成功

・角膜移植を推進するために山形県アイバンク
事業を積極的に支援するとともに、角膜移植・
羊膜移植を眼科診療の一環として行った。
・遺伝子治療の臨床実施に向けて、脳神経外科
において虚血性脳血管障害における神経再生の
基礎的研究を推進した。

（平成19年度の実施状況）
【5-2】 【5-2】
・実現可能な遺伝子診療及び臓器移植医 ・現在までに、第二内科では幹細胞移植（平成
療の計画的な検討・推進を図る。 18年２月）を実施（国内２番目 、第一外科で）

は生体肝移植を成功させた（県内初 。）
・脳神経外科では基礎的な研究（虚血性脳血管
障害における神経再生の基礎的研究）を推進し
た。さらに、角膜移植を推進するために山形県
アイバンクの事業を引き続き支援してきた。
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【5-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
遠隔医療による地域支援を実 Ⅲ ・平成16年10月に、県内の遠隔地（最上、置賜

施する。 地区等）の医療機関と遠隔医療システムを構築
するとともに連絡会を設置し、画像病理診断を
開始した。
また、放射線診断については、県立新庄病院
と連携して行った。

（平成19年度の実施状況）
【5-3】 【5-3】
・テレメデシンの提供についてその充実 ・米沢市立病院にも新たに電話回線を利用した
方策を探る。 遠隔病理診断を開設し、病理診断に関わるコン

サルテーションなどに活用した。

【6-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
低年次学生の早期体験学習 Ⅳ ・平成16年度から、患者から同意書を得て、低

（earlyexposure）とボランテ 年次学生の早期体験学習の充実を図った。
ィア実習の充実を図る。 ・医学科では、１年次学生が夏休み期間に、山

形市・天童市・上山市の消防署において救急車
同乗実習を実施した。
・看護学科では、２年次から希望する学生が週
１回程度の割合で小児科病棟ボランティアとし
て、プレールームなどで入院患者と接した。

（平成19年度の実施状況）
【6-1】 【6-1】
・患者の同意を取り安全な実習のシステ ・医学科では、５年後期から６年生にかけての
ムを充実する。 参加型臨床実習において、患者から同意を得た

上で医学生が診療に参加する実習の充実を図っ
た。
・看護学科では、引き続きより高いレベルの看
護実践能力の修得を目指した「統合実習」を昨
年度から実施し、目標を達成した。

【6-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
クリニカルクラークシップの Ⅳ ・平成16年度に、クリニカルクラークシップの

検証と充実を図る。 企画を精密に行い、指導者のＦＤを実施すると
ともに、その効果の検証システムを構築した。
・平成18年度にクリニカルクラークシップ充実
のため５年後期から６年生にかけての参加型臨
床実習の期間を４か月から６か月に延長し、以
下の方法で臨床実習の充実を図った。
①外科系、②内科系、③整形・泌尿器・救急、
④放射線・臨床検査・麻酔、⑤小児・産婦人・
精神、⑥眼・耳鼻・皮膚の６コースを設定し、
それぞれのコースで選択を行うことにより満遍
なくもれの少ない実習システムとした。

（平成19年度の実施状況）
【6-2】 【6-2】
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・引き続きクリニカルクラークシップの ・各診療科の実習指導項目・体制等の見直し充
充実を図り、指導者のＦＤを継続すると 実を図り、実習の手引を更新している。
ともに、その効果の検証システムを推進 ・山形大学医学会において、厳正な選考に基づ
する。 き、優れた研究業績を上げた教員や研究者に対
・医学部を中心としたシステムによる成 し、医学会学術賞（金賞１人、銀賞２人、奨励
績優秀者実績顕彰制度を継続する。 賞２人）を授与する制度を策定した。

【6-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
モデル・コア・カリキュラム Ⅳ ・平成17年度に、モデルコアカリキュラムを導

の検証と充実を図る。 入した新カリキュラムにより、実習時間を増や
し、参加型実習を充実させた。臨床実習は、５
年生を見学型、６年生を参加型として、20か月

、 。に及ぶ実習とし マンツーマンの指導を行った
・シラバス（クリニカルクラークシップの手引
き）に、実習における行動目標・獲得目標を明
示した。

（平成19年度の実施状況）
【6-3】 【6-3】
・臨床実習を中心とした医学科のカリキ ・５年後期から６年生にかけての参加型臨床実
ュラムによりクリニカルクラークシップ 習の期間を６か月に延長し、臨床実習の充実を
の充実を図る。 図っている。
・臨床実習の到達点を明らかにして、そ ・引き続き、シラバス（クリニカルクラークシ
の到達のために必要な人材を配置した機 ップの手引き）に、実習における行動目標・獲
能的教育システムを構築する。 得目標を明示して教授陣容の充実を図ってい

る。

【7-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・新たな卒後臨床研修プログ
「臨床教育研修センター」構 Ⅳ ・卒後臨床研修センター及び総合医学教育セン ラム＝Ｂプログラム「大学病

、 、 」想を推進する。 ターの連携によって プログラムを常時見直し 院・協力病院自由選択コース
履修内容の強化を図った。また、ルールの中で を希望した研修生に対し、初
の選択の自由度を増し、より有効な研修が可能 年度の研修を実施する。
になるように工夫し、平成17年度から外科系で ・医師等のリフレッシュ（再

） 。脳外科を選択できるようにした。 教育 教育制度の充実を図る
・各研修医に担当教員を配置し、研修の履修が
円滑にそして有効に行えるようにきめ細かな指
導を行い、平成18年度修了予定者は全員が履修
を完了した。
・研修期間中のスキルアップのための修練機器
を一括して運用し、常時技術習得ができるよう
な「メディカルスキルアップ・ラボラトリー」
の新設を企画し、平成19年度当初から運用開始
することとした。
・研修医ルームをさらに快適化するためにより
広い部屋の使用を企画し、平成19年度から利用
できるようにした。

（平成19年度の実施状況）
【7-1】 【7-1】
・卒後臨床研修センター機能を充実する ・卒後臨床研修については 「山形大学関連病、
（ 山形大学関連病「院会」及び「山形 院会」や「山形大学蔵王協議会」との連携を強
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大学蔵王協議会」との連携強化 。 化して今年度のマッチング数は25人（東北地区）
・総合医学教育センターの教育体制の充 で最多）となった。
実、整備を推進するとともに、新しい教 ・総合医学教育センターでは10月に専門医等の
育プログラムの提供を図る。 再教育への支援や女性医師等の復帰支援によ
・研修医の研修環境を一層整備する。 り、４人を受け入れた。

・研修環境については、センターを約2.5倍の
部屋へ移転しロッカー等を新規に整備した。ま
た、白衣をクリーニングすることで感染対策を
実施し、技術面で24時間使用可能なメディカル
スキルアップラボラトリーを整備した。

【7-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
医療従事者の計画的な研修体 Ⅲ ・平成16年度に教育訓練企画担当部門を病院戦

制の整備を図り、研修機会の拡 略委員会の下に設置し、各種の研修を行った。
大と人材育成を図る。 ・院内の年間研修・教育・訓練として、通年で

全職員を対象とした14回の講演会、新研修医・
新入看護師等を対象としたオリエンテーション
及び処置・検査、フィジカルアセスメントを実
施しスキルアップを図った。
・４月当初２日間にわたり新規職員研修を開催
した（学部長・病院長講話、各部署における説
明会実施 。）
・看護部は、認定看護師資格取得を積極的に推
奨し、５人が取得した。
・検査技師については、毎年各種大会及び講習
会・講演会等に延べ30人弱の技師を派遣し技術
修得に努めた。
・薬剤師については、インセクション・コント
ロール・ドクター（ＩＣＤ）資格（３人）及び
日本臨床薬理学会認定薬剤師資格（１人）を取
得した。
また、がん専門薬剤師研修施設に認定され、

研修生を受入れて３月の研修を実施した。

（平成19年度の実施状況）
【7-2】 【7-2】
・院内の研究・教員・訓練に関する年間 ・院内の年間教育・訓練として、通年で全職員
計画の策定、通年的にスキルアップを主 を対象とした多くの講演会、新研修医・新入看
眼とした研修・説明会を引き続き開催す 護師等を対象としたオリエンテーション及び処
る。 置・検査、フィジカルアセスメントを実施しス
・新規採用職員を対象とした新任研修会 キルアップを図っている。
を継続する。 ・新規採用職員や看護師等を対象とした研修や
・看護師、臨床検査技師、薬剤師等医療 学外研究会への参加促進を継続した。
従事職員の学外研修会への参加を推進
し、最新技術の修得に努める。

【8-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
高度先進医療を開発する。 Ⅳ ・予防医療における遺伝子診療を実際応用する

ことを目指した21世紀ＣＯＥの成果を学術専門
誌に発表するとともに、特許申請、臨床現場へ
の応用を目指すベンチャー企業を通して活動
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し、製薬企業との間に共同研究契約を締結し、
パーキンソン病についての共同研究を行った。
・ 遺伝子実験施設」の遺伝子改変マウスの受「
注は、日本でも有数の実績を誇っている。
・平成17年１月に本院の高水準・先進的医療を
提供するために、高度先進医療の開発と実用化
推進を目的として、高度先進医療推進プロジェ
クトチームを設置し業務に当たった。現在承認
されている先進医療技術は次のとおりである。
①第３内科：遺伝性コプロポルフィリン症の
ＤＮＡ 診断、神経変性疾患の遺伝子技術

②眼科：難治性眼疾患に対する羊膜移植術
・脳外科は、ＭＥＧを用いた手術企画、覚醒下
手術システムの確立により日本の脳腫瘍治療を
リードしている。
・第２内科は肝硬変患者に対する効果的な自家
骨髄細胞移植法の開発を行っている。
・第３内科は、パーキンソン病治療薬の開発を
行っている。
・眼科は、地元企業との共同研究で眼底診断装
置の開発を行っおり､平成18年度は新しい解析
プログラム開発を行った。

（平成19年度の実施状況）
【8-1】 【8-1】
・医学系研究科、学内・学外研究機関と ・平成16年４月に生命環境医科学専攻を独立専
の連携・協力体制の強化・充実を図る。 攻として大学院に設置し、以来、医学・工学・
・高度先進医療を推進するチームの設置 人文系の共同研究を推進している。また、予防
による高度先進医療の開発と実用化を図 医療における遺伝子診療を実際応用することを
る。 目指した21世紀ＣＯＥの成果については、製薬
・先端的な基礎医学研究の成果を踏ま 企業との間に共同研究契約を締結し、パーキン
え、医療技術へ展開する臨床研究（トラ ソン病についての研究を継続している。
ンスレーショナル・リサーチ）を推進す ・学外との共同研究は２件実施し 受託研究 治、 （
る。 験を含む）は203件に及んだ。さらに、遺伝子
・中期計画期間中を通じて医療機器新規 実験施設での遺伝子改変マウスの受注は５件で
開発を推進する。 あり、日本でも有数の実績を誇っている。

・高度先進医療の開発と実用化推進を目的とし
て、高度先進医療推進プロジェクトチームを設
置し業務に当たっている。今年度は、脳神経外
科の画像ナビゲーション手術が新たに承認され
た。
・脳神経外科では、MEGを用いた手術企画、覚
醒下手術システムの確立により日本の脳腫瘍治
療をリード、第二内科では、肝硬変患者に対す
る効果的な自家骨髄細胞移植法の開発を行って
いる。また、第三内科では、パーキンソン病治
療薬の開発を継続して行っている。
・本院においては、企業と連携して医療機器の
新規開発を推進してきた。一例として、眼科で
は眼底診断装置の開発を地元企業と共同研究を
行い、新しい解析プログラムを開発した。
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【8-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
治験管理センターの機能的管 Ⅲ ・契約症例数の確保及び実施率向上のため、治

理運営による新薬開発と臨床研 験手続の迅速化を図るとともに、治験を担当す
究の活性化を推進し、治験受託 る医師へのインセンティブ向上に努めた。
研究件数の確保と実施率の向上 平成16年度の状況は、受入症例数146件、実施数
並びに治験に関する教育・広報 73件。
活動を強化する。 平成17年度の状況は、受入症例数143件、実施数

92件。
平成18年度の状況は、受入症例数136件、実

施数84件であった。
・毎年一般市民向けに公開講演会を開催し、治験の
仕組み等をわかりやすく説明した。
・治験に関する教育・広報活動を強化するた
め、ホームページの改訂を行った。

（平成19年度の実施状況）
【8-2】 【8-2】
・治験受託研究件数の確保と実施率の向 ・治験受託研の平成19年度の状況は、２月現在
上を図る。 で受入件数30件、受入症例数134件、実施数94
・ＣＲＣ教育を充実する。 件、実施率は70.1％である。
・セミナー等の開催により治験に関する ・引き続きＣＲＣ教育に関し、研修会や学会へ
教育・広報活動を強化する。 の参加を推進している。
・専任のＣＲＣを活用し、治験実施レベ ・一般市民公開講座「自分と家族のために」を
ル向上のため資格取得者数を増加させ 11月に開催し、広く啓蒙活動を行っている。
る。 ・日本臨床薬理学会認定ＣＲＣは２人であり、

今後も研修会及び学会参加を推進し、更に資格
者の増加を目指している。

【8-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
民間機関等との産学連携強化 Ⅲ ・平成16年度に競争的研究教育資金の獲得を推

策を構築する。 進するため、医学部資金獲得企画対策室を設置
し、外部資金獲得を目指した取組を開始した。
その結果として、現代的教育ニーズ取組支援プ
ログラム（現代ＧＰ 「生涯医学教育拠点形成）
プログラム－包括的地域医療支援機構創設－」
を獲得した。
・平成17年度に受託研究受入システムの改善充
実を図った。
・平成18年度は、医学部長のもとに学部をあげ
て行うプロジェクトを推進し、競争的資金獲得
のためのプロジェクトチームを立ち上げた。
・治験管理センターは、治験コーディネーター
の経験を生かし、倫理審査承認の臨床研究を支
援するスタッフ（臨床研究コーディネーター）
人材の育成と教育を進めることにより、センタ
ー機能の強化・充実を図った。

（平成19年度の実施状況）
【8-3】 【8-3】
・研究支援体制の整備充実の一環として ・資金獲得企画対策室では、情報を学内に周知
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設置された資金獲得企画対策室会議を活 するために学内広報誌「Ｓｅｅｄｓ」を発行し
用し、産学連携の一層の促進を図るとと ている。また、随時情報を各教員のメールに配
もに、受託研究受入システムの改善充実 信している。また、医学部長の下に医学部をあ
を推進する。 げて行うプロジェクトを推進し、競争的な資金
・治験管理センターの一層の機能強化、 獲得のためのプロジェクトチームを立ち上げ、
それに伴う倫理審査の強化を進める。 申請を積極的に行っている（平成19年度実績：

受託研究203件、共同研究2件 。）
・治験管理センターでは、引き続き倫理審査承
認の臨床研究を支援するスタッフ（臨床研究コ
ーディネーター）としての人材の育成と教育を
継続した。

【8-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
研究成果を公表する。 Ⅲ ・病院のホームページに講座の紹介とともに研

究業績等に登載した。また、年度ごとの業績集
としてまとめ、附属図書館において閲覧に供すると
ともに、研究成果の報告書を作成し、マスコミにも
発表した。

（平成19年度の実施状況）
【8-4】 【8-4】
・研究業績集を継続して作成するととも ・今年度も「医学部研究業績集」を７月に発行
に 図書館において閲覧に供する また し講座等の関係教員等に配布し、医学部分館に、 。 、
病院のホームページにも継続して登載し おいても閲覧に供している。また、ホームペー
公開する。 ジでも公開している。

【8-5】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・キャンサートリートメント
研究支援体制を充実させる。 Ⅳ ・平成16年度に、クリニカルリサーチを支援す ボードの充実を図る。

るセンターとして医療情報部を位置づけ、同部
を中心に研究支援システム端末を病棟のカンフ
ァレンス室に展開した。また、人間ドックを通
じて予防医療の充実を図るため、予防医療部を
設置した。
・平成17年度に医学部がんセンターを設置し、
がん研究を支援するシステムを構築した。
・平成18年度は、臨床研究支持のために医療情
報部に専任の講師を配置して、診療システム、
ＥＢＭの運用の使い方を提案する体制を整備し
た。

（平成19年度の実施状況）
【8-5】 【8-5】
・医学部がんセンターにおけるがん研究 ・今年度は、本院で治療を受ける全てのがん患
を支援するシステムを最大限活用し、体 者の診療内容（主に治療方針）を包括的に議論
制強化に努める。 し、個々の患者に最適ながん治療を目指し、９

月にキャンサートリートメントボードを開始、
以来毎週定期的に開催している。

【9-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・病院長のリーダーシップを
病院長のリーダーシップを強 Ⅳ ・平成16年度は、人間ドックワーキンググルー 一層強化する。

化する。 プ、医療安全のための各種ワーキンググループ
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など課題の実施に向けて基礎を固め、病院長業
務多様化を図った。
・平成17年度に､病院戦略策定委員会による戦
略の決定を行った。経営企画部による経営企画
と経営改善ヒアリングを行った。また､医療安
全・感染対策など重要な部門は病院長直轄とし
た。
・平成18年度に、病院運営に係る諸委員会を整
理統合し委員会の役割を整理するとともに、委
員会メンバーを病院長が指名する制度を大幅に
取り入れ、リーダーシップを発揮できる条件整
備を図った。

（平成19年度の実施状況）
【9-1】 【9-1】
・種々の状況下において、副病院長との ・病院長のリーダーシップを発揮するため、毎

「 」 、連携を密にし、病院長としてのリーダー 月定例で 附属病院戦略策定委員会 を開催し
シップを発揮する。 副病院長や臨床系の教授、看護部等との連携を

引き続き強化した。

【9-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
健全な病院経営確保の観点か Ⅳ ・平成18年度に「物流センター」を新設し、こ

らの組織改革を進め、病院経営 れまで行われてきた病院職員の物流管理に関す
専門職員（医療事務を含む）を る業務の効率化を目指した。
養成する。 また、現存の関係医療情報システムとのデー

タ連携、システム化することにより個別原価管
理等を実現し、効率的な物品管理の方法により
材料費用の削減を図った。
・平成18年度に「ＭＥセンター （臨床工学技」
士部門）を新設し、医療機器管理部門、透析室
業務、手術部及び集中治療部の機器の管理補修
点検業務を効率よく実施し、高度医療機器の管
理を一元的に行った。
・平成16年度に設置した経営企画部は、医療情
報部と共同で病院の財務運営状況を把握・分析
し、４回の経営ヒアリングを行った。その際、
現状分析情報、財務上の問題点の発掘とその対
処法を必ず用意し、診療科・診療部門に提示し
た。これにより診療単価の上昇、診療報酬請求
額の増加などの効果があがった。
・ヒアリングでは、各診療科・診療部門からの
要望を聞いて、経営改善の問題点を発掘しフィ
ードバックした。
・平成18年度に診療録管理士を配置し、診療報
酬請求を入院患者において分析し、ＤＰＣ請求
方法の改善を図った。これにより診療報酬請求
額の増加が見られた。
・病院経営専門職員養成のために、民間のコン
サルタント会社主催の病院経営セミナーを数人
受講した。
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（平成19年度の実施状況）
【9-2】 【9-2】
・平成16年度に設置した病院経営企画部 ・定期的な経営ヒアリングを開催し、経営改善
の体制及び機能の一層の強化を図る。 や経営分析を実施、加えて、ＳＰＤ（医療材料
・医療材料・医療器材等の一元的管理改 物流管理システム運営業務）導入による財務分
善の観点等から、病棟再整備の検討に合 析も検討し、体制を整備している。
わせて、物流センターについてはハード ・ＭＥセンター（臨床工学技士部門）で機器の
・ソフトの両面から検討を深め、またＭ 管理や補修点検業務を効率よく実施、高度医療
Ｅセンターについてはハード面の整備を 機器の管理を一元的に行うシステムを構築し
更に進める。併せて、医療器機管理室を た。

、 、更に充実させる。 ・平成19年度は 国立大学病院事務専門研修会
・経営改善ヒアリングによる検証を継続 国立大学附属病院若手研究会等、学外で行われ
しながら、各部門と協力して業務の合理 た研修会に参加し、病院経営に必要な専門研修
化を模索・推進する。 の充実を図った。
・病院経営に必要な専門研修の充実を図 ・医療安全管理部によるカルテ検証チームによ
る。 り、定期的にカルテチェックを実施している。
・病歴（カルテ）検証チームによるカル
テの定期的チェックを行うシステムを継
続する。

【9-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
四半期ごとに短期的経営目標 Ⅲ ・経営企画部は、毎年医療情報部と共同で病院

の設定を行う。また、３年ごと の財務運営状況を把握・分析し、４回の経営ヒ
に診療科の病床数を見直し、そ アリングを行った。その際、前年度の決算状況
の適正化を図るシステムを構築 及び当該年度の目標値を説明するとともに、現
する。 状分析情報、財務上の問題点の発掘とその対処

法を必ず用意して診療科・診療部門に提示し
た。これにより診療単価の上昇、診療報酬請求
額の増加などの効果があがった。

（平成19年度の実施状況）
【9-3】 【9-3】
・稼働率、在院日数、査定率、手術件数 ・目標値を設定し、その達成に努めた結果、病
等の各事項における目標値を設定し、院 床稼働率・平均在院日数・手術件数について昨
内全体で目標達成を図る （各目標値は 年度と比較して数値が向上した。。
年度毎に設定する ）また、保険外診療 ・人間ドックについては、近年の検診ニーズの。
の充実を図る。 変化に対応すべく、各コースの検診内容を見直
・定期的（臨時を含む）に各科等のヒア し、乳がん検診の精度向上、採血アラカルトコ
リング、経営分析を行い短期的経営目標 ースの充実、各種オプション検査の追加等によ

、 。 、の設定及び評価等を行う。 り 検診機能の一層の充実を図った その結果
、 。受診者数は 昨年度比38％増の297人であった

・引き続き、経営企画部は医療情報部と共同で
定期的な経営ヒアリングを行った。

【9-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・キャンサートリートメント
医療提供機能の充実という観 Ⅳ ・平成16年度に診療科の臓器別診療に関する病 ボードの充実を図る。

、 。点からの組織改革を実施する。 院の体制整備を行い 平成17年度から実施した
・平成17年１月に本院の高水準・先進的医療を
提供するために、高度先進医療の開発と実用化
推進を目的として、高度先進医療推進プロジェ
クトチームを設置し業務に当たった。現在承認
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されている先進医療技術は次のとおりである。
①第３内科：遺伝性コプロポルフィリン症の
ＤＮＡ診断、神経変性疾患の遺伝子技術

②眼科：難治性眼疾患に対する羊膜移植術
・平成17年度に設立した医学部がんセンター
は、診療内容の分析をより高度化するため、院
内情報システムを介する院内がん患者登録を可
能にした。
・患者相談室の相談内容の取りまとめと分析を
行い、医事業務の改革、医療安全の対応・対策
を行った。
・平成18年度に、院内感染防御のための感染制
御部を設置し、医療安全管理部と協力し対応し
た。
・平成18年度は「地域医療連携センター」に、
地域医療機関からの紹介受入れと同時に、急性
期医療の経過により地域医療機関と療養を連携
して行う必要性があることから、ソーシャルワ
ーカーを配置した。

（平成19年度の実施状況）
【9-4】 【9-4】
・高度先進医療の推進を図るとともに、 ・引き続き高度先進医療を推進し、今年度は脳
引き続き地域医療連携センターの充実を 神経外科の画像ナビゲーション手術が承認され
図る。さらに継続して組織の点検・評価 た。
を行い改善に努める。 ・地域医療連携センターでは、社会福祉士（医
・医学部地域医療医師適正配置委員会に 療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士）や看
より、引き続き医局における人事の透明 護師、事務職員が互いに協力し、関係機関（地

） 、性を確保する。 域の行政・保健・医療・福祉機関 等と密接に
・複数の診療科の合同カンファレンスを また効率的で効果的な連携を行い、充実を図っ
継続して実施する。 た。

・医学部では、地域医療医師適正配置委員会を
適時に開催、医局における人事の透明性を確保
している。
・引き続き、複数の診療科による合同カンファ
レンスを実施した。

【9-5】 （平成16～18年度の実施状況概略）
多元的な外部評価を導入し、 Ⅳ ・平成16年度にISO9001:2000認証取得により、

継続的な組織の改革を実施す 毎年度２回の外部機関による院内業務監査（サ
る。 ーベランス）体制を確立し、以後定期的に業務

、 。 、監査を受け 病院業務の見直しを図った また
外部評価の結果については、ホームページ等に
掲載し公表した。

（平成19年度の実施状況）
【9-5】 【9-5】
・ＩＳＯ９００１取得（平成18年度に更 ・平成15年度に取得したにISO9001について、
新）により、今後は年１回の外部機関に 平成20年２月に維持審査をクリアした。
よる院内業務監査（サーベイランス）体
制を継続する。
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【9-6】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・キャンサートリートメント
患者満足度調査などの診療ア Ⅳ ・毎年､病院全体での患者満足度調査を定期的 ボードの充実を図る。

ウトカム評価を実施する。 に行った。また、各部門で独自に限定的な小調
査を行い、その結果を業務改善に向けて利用し
た。
・平成18年度は、ISO9001のシステムを使って
病院組織改善に利用する満足度調査システムを
確立した。

（平成19年度の実施状況）
【9-6】 【9-6】
・患者満足度調査を定期的に実施する。 ・今年度も患者満足度調査を定期的に実施し、
・手術件数 手術成績 合併症について 業務改善に反映している。また、投書箱「患者、 、 、
継続して定期的に調査・検証する。 さんの声」も重要視し、クレジットカード及び
・各診療科内及び関係する診療科間に、 デビットカード決済を導入した。
困難症例治療について各種検討会を設 ・今年度も手術件数等、毎月のデータを収集す

、 。け、定期的な検討を継続して行う。 るとともに その際にはデータの検証を行った
・地域連携医療機関等の満足度調査を更 ・本院で治療を受ける全てのがん患者の診療内
に推進する。 容（主に治療方針）を包括的に議論し、個々の

患者に最適ながん治療を目指し、９月にキャン
サートリートメントボードを開始、以来毎週定
期的に開催している。平成19年９月から平成20
年２月までの実績は、症例数で216人、医師や
看護師等の参加人数は1,960人となっている。
・地域連携医療機関等の満足度調査について
は、２年に１度実施することになっており今年
度は実施していない。平成20年度に実施に向け
て準備を進めた。

【9-7】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
現在の安全管理体制並びに危 Ⅲ ・インシデント事例分析により問題点解決のた

機管理体制を見直し、その強化 めのワーキンググループを随時立ち上げ、医療
に取り組む。 安全のシステムの改良を行った。

・平成16年度に、防災体制を見直して新たに防
災対策委員会を設置し、防災訓練の充実、危機
管理対応の向上を図った。
・平成17年度に、患者の転倒防止対策として、
患者用のビデオを作成するとともに、患者毎の
アセスメントシートを作成し、それに基づくリ
スク別の看護計画を標準化した。
・平成17年度に、科学療法ワーキンググループ

、 、を設置し 抗癌剤を使用する科学療法について
医療安全の向上についての検討を開始した。
・平成17年度に、病院規則及び医療安全管理部
規程の見直しを行い、医療安全に係る部門の独
立性を明確にした。
・医療事故等防止対策委員会の審査結果に基づ
いて、医療安全管理部が医療安全のために多く
の施策を行った。
［施策例］
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①与薬・点滴のオーダーを簡素化し、かつ、
複数段階チェックを実施してミスを減少さ
せた。

②大きな事故につながりうる事例を詳細に分
析して対策をサブリスクマネージャ会議で
毎月提示し、院内職員に有意義な情報を常
時提示しうるシステムを構築した。

（平成19年度の実施状況）
【9-7】 【9-7】
・医療事故防止対策委員会、医療安全管 ・事故防止対策委員会を充実し、関係教職員の
理部の活動を充実させる。サポートする スキルアップのための研修会等には、積極的に
人員の充実を図るため教職員への研修体 参加している。
制の整備を図る。 ・院内に関する機器管理意識を常に維持する必
・医療安全の面から医療情報システムを 要から、全教職員が参加する２度の防災訓練と
見直し、その整備の企画を行う。 定期的な防災設備の点検を行った。
・防災の危機管理の体制、院内防災体制 ・引き続き、特定化学物質等作業責任者及び有
の整備を進める。 機溶剤作業主任者の取得を推進した。
・安全衛生委員会等による安全管理体制 ・３月に苦情や院内暴力等の異常事態発生に備
を一層強化するよう努める。 え、医療従事者の安全確保と証拠保全のため、
・引き続き 病院警備体制の強化を図る 緊急事態発生マニュアルを作成した。、 。

【9-8】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
環境に配慮した医療サービス Ⅲ ・医療廃棄物の取扱いは感染制御部が中心とな

、 、を提供する。 って実際に現場を見回り 確認を行うとともに
企画管理ユニットにおいて廃棄物の管理を厳重
に行った。

（平成19年度の実施状況）
【9-8】 【9-8】
・本学における「環境配慮促進法」対応 ・引き続き、ISO14001に準拠した環境対策を実施し
への提言に適合した基本的な環境管理マ た。
ニュアルを作成する。

【10-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
病院内外の案内板や掲示物を Ⅲ ・病院内外の案内板（正面入り口左に顔写真入

見直し 総合案内を充実させる り案内板）や掲示物等（各病棟の看護師の顔写、 。
真入り掲示等）を毎年見直し、総合案内の充実
を図った。

（平成19年度の実施状況）
【10-1】 【10-1】
・病院内外の案内板や掲示物の更なる充 ・病院内外の掲示板や掲示物を常時点検した。
実とボランティアの活用により、引き続 ・看護師と事務職員が総合案内業務に当たると
き総合案内の充実を図る。 ともに、ボランティアの協力を得ている（19年

度ボランティア実績：一般市民による外来ボラ
ンティア12人、看護学科学生による小児科病棟
ボランティア34人 。）

【10-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・栄養管理ユニットを医療従
患者給食の選択メニューの充 Ⅳ ・平成16年度から患者給食の選択メニューを拡 事の一環として栄養管理部に
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実・拡大等により食堂、売店等 大した。 組織替し、栄養管理の充実を
の利便性を向上させる。 ・平成18年度に､24時間営業のコンビニ及びコ 図る。

ーヒーショップを開店し患者サービスを充実し
た。また、ワゴンサービス（院内のコンビニに
よる訪問販売）を開始した。

（平成19年度の実施状況）
【10-2】 【10-2】
・患者給食の見直しをさらに進め、一層 ・定期的な満足度調査を継続して実施している
満足度の向上を図る。 中において、今年度は選択メニューの回数を増
・配膳の整備を継続して行う。 やした。また、配膳の整備を継続して行ってい

る。

【10-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
、 、診断書等の発行窓口を設置す Ⅳ ・平成17年度に 診断書等の発行窓口を設置し

る。 運用を開始し・患者との窓口対応のための接遇
教育を毎月１回実施した。
・患者サービス向上を図るため、クレジットカ
ード及びデビットカード決済を導入した。併せ
て、カード決済機能を有した自動支払機の設計
を計画した。

（平成19年度の実施状況）
【10-3】 【10-3】
・窓口機能の点検・評価、改善充実を図 ・診療窓口へのＰＯＳレジシステムを導入し、
る。 利用者の利便を図った。

【10-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
図書室の設置やコミュニケー Ⅲ ・平成16年度から、コミュニケーションギャラ

ションギャラリーの有効活用等 リーに附属養護学校生徒の作品を飾るなど、患
により患者接遇の改善を図る。 者アメニティーの向上を図った。また、お見舞

いメールの実施、ホームページ掲示板への投稿
に対応した。
・平成17年度に､患者用の図書室を設置した。
・平成18年度は、収蔵図書の増加など院内図書
室（飯田文庫）の一層の整備充実を図るととも
に、患者アメニティーの改善を図った。

（平成19年度の実施状況）
【10-4】 【10-4】
・院内図書室（飯田文庫）を一層充実さ ・今年度も収蔵図書の増加など 院内図書室 飯、 （
せ 更に患者アメニティーの改善を図る 田文庫）の一層の整備充実に努めた。来院者か、 。
・ネットワークを利用した患者サービス ら引き続き好評を得ている。
提供を病院再整備時に導入するための準 ・ネットワークを利用した患者サービス提供に
備に取り組む。 向け、引き続きインフラの整備を行った。

【11-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
地域医療連携センターの機能 Ⅲ ・毎年、地域の医療機関に「診療科診療内容・

の強化並びに病病連携、病診連 担当医紹介」等を送付した。
携システムの整備・充実を図 ・ 地域医療連携センター」は、①地域医療機「
る。 関との連携強化のための検討会を開催し連携の
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状態を調査・検討した。②その結果、紹介数な
どの長足の増加があり、センター機能の充実が
判明した。平成18年度は､地域医療機関からの
紹介受入れと同時に、急性期医療の経過により
地域医療機関と療養を連携して行う必要性があ
ることから、ソーシャルワーカーを配置した。
③地域医療機関との連携強化のため連携機関の
リストアップをし、クリニカルパスの整備を開
始した。

（平成19年度の実施状況）
【11-1】 【11-1】
・病診連携等システムの改善と活用をさ ・病診連携等システムの新患予約システムを改
らに促進し、地域医療センター機能を一 善し、患者サービスの向上並びに地域医療機関
層強化するよう努める。 との連携強化を図った。

【11-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
在宅医療、遠隔病理診断並び Ⅳ ・平成16年に県内の遠隔地の医療機関と遠隔医

に画像診断の充実を図る。 療システムを構築するとともに連絡会を設置
し、画像病理診断を継続して実施した。
・在宅療養推進に向け、地域医療福祉機関(開
業医・訪問看護師・ケアマネージャー等)との
拡大カンファレンスを開催し、できるだけ安心
して退院後の療養生活が継続できるよう支援し
た。

（平成19年度の実施状況）
【11-2】 【11-2】
・地域の医療機関への画像診断の支援シ ・米沢市立病院にも新たに電話回線を利用した
ステムに継続して取り組む。 遠隔病理診断を開設し、病理診断に関わるコン

サルテーションなどに活用した。

【11-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
地域医療機関とのオープンカ Ⅲ ・各診療科において、引き続き活発な症例研究

ンファレンスを企画する。 会を実施した。
第２内科：総回診・外来・肝癌・消化管・内視

鏡の各症例検討会
第３内科：糖尿病症例検討会
精神科：医師間及び医師・看護師間における検

討会
皮膚科：県内の開業医・病院勤務医で構成され

る山形皮膚科勉強会
第１外科：術前・死亡・山形肝胆膵の各症例検

討会
第２外科：呼吸器カンファレンス
脳外科：術前検討会、また大学医局員と近隣病

院医師が参加する術後症例検討会
整形外科：各診療班における診療技術・研究に

関するミーティング
産婦人科：産科・術前・術後の各症例検討会
眼科：山形眼科研究会、山形眼科先進医療研究
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会、山形緑内障セミナー、山形オキュラー
サーフェス研究会、やまがたＤＭミーティ
ング

泌尿器科：協力病院が来院して行う術前術後症
例検討会

麻酔科：定期的検討会、緊急性のある症例等は
臨時に開催

歯科口腔外科：顎変形性検討会、山形県内や宮
城県内の矯正歯科専門医との合同
症例検討会

（平成19年度の実施状況）
【11-3】 【11-3】
・地域医療機関とのオープンカンファレ ・引き続き、各診療科において活発な症例研究
ンス企画を継続する。 会を実施した。

【11-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
脳卒中相談室、遺伝カウンセ Ⅲ ・ 脳卒中相談室」を原則月１回（第４土曜）「

リング室等の機能強化を図る。 開設し脳卒中全般にわたる幅広い相談に応じて
いる。
・ 遺伝カウンセリング室」は、遺伝性疾患に「
係るカウンセリングや診断・治療についての情
報提供及び臨床遺伝専門医制度研修施設として
の専門医の養成を行った。
また、遺伝カウンセリング・カンファランス

（毎月１回定例）を開催し、遺伝性疾患その他
に関する講演会（勉強会）を実施した。

（平成19年度の実施状況）
【11-4】 【11-4】
・定期的な遺伝カウンセリング室主催の ・遺伝カウンセリング室の運営状況は、次のと
症例勉強会を継続して行う。 おりである。

1) カンファランス及び症例発表会の開催：
毎月１回定例で開催、実施済みカウンセリン
グの症例報告、新規申込みカウンセリング症
例の事前検討、遺伝病関連講座へ講師を依頼
し、毎回症例発表会を実施

2) 遺伝カウンセリングの実施：平成19年度カ
ウンセリング件数＝23件

【11-5】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
平成14年８月に山形県が策定 Ⅲ ・母子保健医療を担当する医療機関として医療

した「やまがた子どもプラン実 に携わるとともに、産科婦人科では母性健康管
施計画 （子育て支援４カ年計 理研修会で講演を行った。」
画）に対応し、母子保健医療分 ・県内の小児医療の向上に向けた研究会及び講
野で積極的推進・連携を図る。 演会を定期的に開催した （山形小児難病研究。

会、山形小児内分泌代謝研究会、山形小児神経
研究会、山形小児アレルギー・喘息研究会）
・平成18年度に、山形県の医療資源（人材・機
器）の分析を行い、現状報告書をまとめた。こ
れを基に医学部長を中心に山形県の医療への提
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案を行った。

（平成19年度の実施状況）
【11-5】 【11-5】

「 」 、・県内の小児医療の向上に向けた研究会 ・ やまがた子どもプラン実施計画 に対応し
や講演会を継続して開催する。 県内の小児医療の向上に向けた研究会や講演会

を継続して開催した。

【12-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
地域医療人（医師、コ・メデ Ⅲ ・毎年、各種研修制度の受入制度により、積極

ィカルスタッフや救急救命士等 的に受託実習生を受け入れ、研修体制の整備・
の受託研修生等）の受入れ体制 充実に努めた。
の充実と整備を図る。 ・救命救急士の気管挿管実習の受入れを決定

し､平成17年度から受入れを開始した。

（平成19年度の実施状況）
【12-1】 【12-1】
・薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技 ・毎年積極的に受託実習生を受け入れ、研修体
師、理学療法士、視能訓練士、栄養士、 制の整備充実に努めている。今年度も看護部や

、 、 、救急救命士等を受託実習生として容易に リハビリテーション部 薬剤部 歯科口腔外科
受け入れることができる研修体制を引き 栄養管理部門などへ多数の申込を受け入れた
続き充実させ、地域医療に貢献する。 （19年度受入実績：51件､260人 。）

【12-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
「山形県医療グランドデザイ Ⅳ ・平成16年度に設置した医学部・県・医師会に

ン作成室(仮称 」を創設する。 よる山形県医療対策協議会の活動を通して情報）
ネットワークを構築した。
・生命環境医科学専攻に医療政策学講座を開設
し、教育研究活動を開始した。

（平成19年度の実施状況）
【12-2】 【12-2】
・ 山形県医療グランドデザイン作成室 ・山形県及び医師会による山形県医療対策協議「
（仮称 」の創設に向けて具体的な検討 会の活動を通して情報ネットワークを構築する）
を行う。 など山形県のグランドデザイン策定に貢献し

た。

【13-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
病院広報誌（平成14年10月創 Ⅲ ・平成16年度に､編集委員会の構成員の幅を広

刊）の充実を図る。 げ活動の充実を図るとともに、病院広報誌紙面
の大幅な充実拡大を行った。また､本誌のター
ゲットを部内の関係者のコミュニケーション、
関連医療機関への情報の提供と定め、病院での
イベント、各診療科の取組などを紹介する紙面
づくりを行った。
・平成17年度に大学病院ニュースを創刊した。

（平成19年度の実施状況）
【13-1】 【13-1】
・病院広報誌、病院ホームページの掲載 ・引き続き、病院でのイベントや各診療科の取
内容等の見直し、充実を継続して行う。 組等を紹介した紙面づくりとした。また、病院
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ホームページは、担当係を配置し、随時更新で
きる体制を整備している。

【13-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
ホームページの内容充実（英 Ⅲ ・毎年附属病院ホームページを充実し、各診療

文ホームページを含む を図る 科の診療内容・治療成績などに加え、情報のア） 。
特に社会へ向けた診療内容につ ップデートを頻繁に行い、大学病院ニュースの

、 、いての情報発信を充実し、患者 記事の掲載 各種の外部監査の情報を掲載して
サービスの一環とする。 大学病院の取組を明らかにした。

・平成18年度には、がんセンター広報業務の一
環として、ホームページ上にがん診療の内容、
成績を開示した。

（平成19年度の実施状況）
【13-2】 【13-2】
・患者サービスの一環として、ホームペ ・各診療科の診療内容などに加え、情報のア
ージの内容充実を図る。 ップデートを適時に行い充実を図った。

【13-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
本院の先端医療や施設設備な Ⅲ ・毎年、地元中学生による社会科見学、高校生

どの積極的公開と「地域住民見 の看護体験等を受け入れた。
学会」を企画し、実施する。 ・毎年開催する「オープンキャンパス」の機会

を捉えて、病院の業務・設備などを積極的に社
会に公開した。

（平成19年度の実施状況）
【13-3】 【13-3】
・先端医療や施設設備などの積極的公開 ・オープンキャンパスにおいては、一般市民も
及び地域住民を含む見学会を継続して実 含み施設設備等を公開し、また、近年増加傾向
施する。 にある病院見学者に対しても積極的な案内を実

施している。

【13-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
定期的に報道機関等との対話 Ⅳ ・平成16年度に、報道機関への対応を担当する

の機会（病院長記者会見）を設 専門部署を設置するとともに、取材の際のルー
け、病院情報の積極的な公開と ルを策定し、積極的な情報発信を行った。
発信を行う。 ・医学部及び附属病院での記者会見を毎月行

い、情報の正確な伝達に努めた。また、医学部
長から、山形大学及び附属病院の活動について
のマスコミ各社への情報提供を積極的に行っ
た。

（平成19年度の実施状況）
【13-4】 【13-4】
・報道機関等との対話の機会（病院長記 ・医学部及び附属病院での記者会見は、今年度
者会見）を拡充し、病院情報の積極的な ７回行い、継続して情報の正確な伝達に努めて
公開と発信を行う。 きた。また、医学部長からは、本学部及び本院

の活動についてのマスコミ各社への情報提供
（インタビュー、寄稿依頼など18件）を引き続
き積極的に行っている。
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【13-5】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
公開講座や健康相談などを積 Ⅳ ・毎年、各種公開講座、説明会及び健康相談な

極的に開設し、地域住民のニー どを開設した。
ズに対応した病院資源やノウハ
ウの提供を行う。 （平成19年度の実施状況）

【13-5】 【13-5】
・公開講座や健康相談などを積極的に開 ・今年度も生涯教育セミナー（３回）や公開講
設し、地域住民のニーズに対応した病院 座 排尿障害～診断・治療・介護の実際～ ９「 」（
資源やノウハウの提供を行う。 月）を開催し、医療従事者に生涯教育の機会を

提供した。また、平成19年12月には「がん患者
相談室」を開設し、がんに対するケア体制の窓
口を設け地域住民に浸透を図った。

【14-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
、 、 、中期目標、中期計画、年度計 Ⅲ ・平成16年度以降 本学の中期目標 中期計画

画を院内外に情報提供を行う。 年度計画については、病院のホームページにリ
ンクした本学のホームページに詳細に掲載し公
表した。

（平成19年度の実施状況）
【14-1】 【14-1】
・ホームページの活用などにより、年度 ・引き続き、ホームページや病院ニュースによ
計画等に関する情報を院内外に提供す り院内外への情報提供を行っている。
る。

【14-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
高度先進医療の取組状況や各 Ⅳ ・附属病院ホームページを医学部ホームページ

診療科の診療内容をホームペー とともに情報のアップデートを頻繁に行い、各
ジで公開する。 診療科の診療内容・治療成績などに加え、大学

、 、病院ニュース 各種の外部監査情報を掲載して
大学病院の取組を明らかにした。
・平成18年度には、がんセンター広報業務の一
環として、ホームページ上にがん診療の内容、
成績を開示した。

（平成19年度の実施状況）
【14-2】 【14-2】
・高度先進医療の取組状況や各診療科の ・現在本院では、第三内科、脳神経外科及び眼
診療内容等のホームページ上における積 科の各診療科において、高度先進医療に積極的
極公開、定期的なリニューアル、最新の な取組を行っている。医療の名称や費用等の詳
医療情報の提供を引き続き推進する。 細は、本院ホームページ上で公開している。

【15-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
利用者のニーズに対応するシ Ⅳ ・毎年、病院全体での患者満足度調査を定期的

ステムを構築する。 に行った。また、各部門で独自に限定的な小調
査を行い、その結果を業務改善に向けて利用し
た。
・患者ニーズに対応するため、患者相談室は相
談内容の取りまとめと分析を行った。さらに、
「地域医療連携センター」では、地域医療機関
との連携強化のための検討会を開始した。



-146-

山形大学

・平成17年度に臓器別診療科を創設し、患者に
とってわかりやすい診療内容の提示に努めると
ともに、新たな診療科（救急科）を追加して診
療内容の充実を図った。

（平成19年度の実施状況）
【15-1】 【15-1】
・患者相談室、地域医療連携センター、 ・患者のニーズに対応するため、患者相談室で
臓器別診療科を介して、患者ニーズに対 は相談内容の取りまとめと分析を行い、地域医
応するシステムをより活用し、患者への 療連携センターにおいては地域医療機関との連
利便を一層図るよう努める。 携強化のための検討会を実施している。また、
・人間ドッグによる予防医学を実施す 臓器別診療科を創設し、患者にとって分かりや
る。 すい診療内容を提示し、内容の充実を図ってい

る。
・予防医療部では、予防医療部運営委員会にお
いて各コースの検診内容を見直し、乳がん検診
の精度向上、採血アラカルトコースの充実、各
種オプション検査の追加等により、検診機能の

。 、一層の充実を図った 今年度の受診者は297人
昨年度比38％増加した。

【15-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
病院機能や診療レベルの外部 Ⅳ ・平成16年度に取得したISO9001については､平

評価を積極的に実施する。 成18年度に更新審査を受けて、更新を達成し、
結果をホームページで公開した。
・財団法人日本医療機能評価機構の認定期限は
平成20年１月（平成19年度）であることから、
更新に向けた準備体制を整え、平成18年度に更
新のための受審申込（Ver.5.0）を行った。

（平成19年度の実施状況）
【15-2】 【15-2】
・病院機能や診療レベルの外部評価（Ｉ ・ISO9001については、更新審査を受けて更新
ＳＯ９００１）を積極的に受け、その結 を達成した。また、病院機能評価更新のための
果について公開する。 Ver.5.0訪問審査を12月に受けた。

【16-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・平成20年度は、教員任期制
教員の任期制の効果的な運用 Ⅳ ・平成16年度から教員の任期制を導入し、効果 に伴う再任審査が予定されて

を図る。 的運用を図った。平成18年度に中間審査を実施 いる。
した。

（平成19年度の実施状況）
【16-1】 【16-1】
・魅力ある病院を目指した人事制度を確 ・評価方法の方向性や実施について検討後、教
立するため、教員任期制を継続する。該 員任期審査委員会による中間審査を実施した。
当教員に対して中間審査を実施する。

【16-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
診療体制等の特性に応じた医 Ⅳ ・平成17年度から臓器別診療体制を実施し、継

師の適正配置を図る。 続して適切な医師の適正配置を行い、診療体制
の更なる充実に努めた。
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（平成19年度の実施状況）
【16-2】 【16-2】
・臓器別診療体制の下に医師の適正配置 ・本院では、臓器別診療体制を実施し、適切な
を継続して推進する。 医師の配置を推進している。平成19年度は、新

たに高次脳機能診療科と腫瘍内科を立ち上げ
た。

【16-3】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
職員の能力開発と評価制度の Ⅳ ・平成16年度に教育訓練企画担当部門を設置

確立を図る。 し、研修計画に基づき研修を実施し、職員の専
門性の向上を図った。
・院内の年間教育・訓練として、通年で技術部
及び新採用職員を含む全職員を対象として講演
会を10回以上毎年開催した。
・新研修医・新入看護師等を対象としたオリエ
ンテーション及び処置・検査、フィジカルアセ
スメントを実施しスキルアップを図った。
・４月当初２日間にわたり新規職員研修を開催
した（学部長・病院長講話、各部署における説
明 。）
・人工呼吸器使用患者の病棟ラウンドを定期的
に実施し、職員への啓発と医療機器操作法の周
知を図った。
・電気メス講習会、人工呼吸器及び微量輸液シ
リンジポンプ使用のための院内教育セミナーを

、 。年２回開催し 有為な人材の重点配置を図った
・看護部は、認定看護師資格取得を積極的に推
奨し、その結果５人が取得した。
・検査技師については、毎年各種大会及び講習
会・講演会等に延べ30人の技師を派遣し（自費
参加を除く ）技術修得に努めた。。
・薬剤師については、ＩＣＤ資格（３人）及び
日本臨床薬理学会認定薬剤師資格（１人）を取
得した。
また、平成18年度にがん専門薬剤師研修施設

に認定され、研修生を受け入れて３月の研修を
実施した。

（平成19年度の実施状況）
【16-3】 【16-3】
・職員のスキルアップや能力開発等のた ・引き続き、新規職員研修、技術部職員研修を
めの技術部職員研修や新採用職員研修を 実施した。
継続・実施する。

【16-4】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・栄養管理ユニットを医療従
業務内容に応じた人材の重点 Ⅳ ・平成16年度から､病院運営に係る委員会の委 事の一環として栄養管理部に

配置を図る。 員長・メンバー等を病院長が指名する制度や診 組織替し、栄養管理の充実を
療科長等を教授以外にも拡大するなどにより、 図る。
より適切な人材配置を図った。
・平成18年度にＭＥセンター（臨床工学技士部
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） 、 、 、門 を設立し 医療機器管理部門 透析室業務
手術部及び集中治療部の機器の管理補修点検業
務を効率よく実施し、高度医療機器の管理を一
元的に行った。

（平成19年度の実施状況）
【16-4】 【16-4】
・それぞれの業務の特性等に応じた有為 ・今年度は、新たに立ち上げた高次脳機能診療
な人材の重点配置を継続して推進する。 科と腫瘍内科について適正配置を行った。

【17-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
姉妹校との交流の活発化を図 Ⅲ ・平成16年度に中国のハルビン大学、蘭州医学

る。 院及び華北煤炭医学院をそれぞれ訪問し、学術
講演及び意見交換を行った。
・平成17年10月に中国・河北医科大学と６番目
の姉妹校協定を締結し、更なる交流活動の活性
化を図った。
・平成17年度に姉妹校との協定に基づき２人の
交流研究者を受け入れた。
・平成17年度に中国の寧夏医学院及び華北煤炭
医学院と研究交流体制についての意見交換を行
った。

（平成19年度の実施状況）
【17-1】 【17-1】
・欧米の大学等、特にヨーロッパ圏の姉 11月に医学部において、スウェーデン・ウプ
妹校締結に向けて交流の活発化を図る。 サラ大学医学部との学部間交流協定を締結し

た。

【17-2】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・引き続き実施予定
国際的な共同研究 人事交流 Ⅲ ・平成17年度に姉妹校との協定に基づき２人の、 、

医療支援の推進と体制整備を図 交流研究者を受け入れた。
る。 ・平成18年度に英国医科大学へ１人の医師を共

同研究のため派遣した。また、外国からは３人
の研究者を受け入れた。

（平成19年度の実施状況）
【17-2】 【17-2】
・国際的な共同研究、人事交流、医療支 ・今年度の共同研究による論文数は、米国、英
援の推進と体制整備を図る。 国、イタリアなど30編以上、国際学会等の発表

回数も20回程度進めてきた。また、教員等の外
国人スタッフもロシア、中国、バングラディシ
ュから３人を受け入れ、交流を図っている。

【18-1】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・平成20年７月に予定どおり
高度先進医療を実践する診療 Ⅳ ・平成16年度に附属病院病棟再整備の基本設計 増築棟を全面開院する予定で

体制を推進するため、附属病院 を完了した。 あり、既存棟については翌８
施設の再整備計画の推進に努め ・平成17年度から高度先進医療を実現するため 月に改修工事を開始する予定
る。 の病院再整備を推進した。 である。

「 」・平成17年度に設立した 医学部がんセンター
の活動を通して、地域の関連病院とのネットワ
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、 。ーク化を図り がん診療の均てん化を目指した

（平成19年度の実施状況）
【18-1】 【18-1】
・高度先進医療を実践する診療体制を整 ・今年度は、新たに高次脳機能診療科と腫瘍内
備するため、附属病院施設の再整備計画 科を立ち上げ、また、がん臨床センターを設置
の推進に努める。 し、キャンサートリートメントボードに取り組

んでいる。なお、病院再整備事業は順調に推移
しており、増築棟について引き渡しを受けた。

ウェイト小計
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上
(3) その他の目標
③ 附属学校に関する目標

１）教育・研究活動の基本方針中
大学・学部における児童、生徒及び幼児の教育又は保育に関する研究に協力し、学生の教育実習に当たる。期

１．大学・学部と附属学校園の連携・協力を強化し、共同研究の推進を図る。目
２．学部学生の教育実習の効果的な実施と実習生の資質の向上に努める。標
３．附属学校園が目指す教育理念・目標を明確にし、その実現に向けた教育を実践する。
４．附属学校園の在り方について検討を進める。

２）学校運営の改善の方向
１．自己点検評価を定期的に行い、開かれた学校園づくりを推進する。
２．教育研究面での附属学校園間の連携強化を推進する。
３．入学者選抜に関して、客観的かつ合理的な方法を構築する。
４．安全管理体制を整備し、安全教育を推進する。

３）地域社会との連携等
１．地域貢献を積極的に行うとともに地域社会との連携を強化する。

進捗 判断理由（計画の実施状況等）
中期計画 平成19年度計画 ｳｪｲﾄ

状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

（３）附属学校に関する目標を （平成16～18年度の実施状況概略）
達成するための措置 Ⅲ ・平成15年度に設置した附属学校研究推進委員 ・引き続き実施予定
1)教育・研究活動の基本方針 会の下に組織されている21の共同研究部会ごと
【1-1】 に、大学教員と附属学校園の教員が共同研究を
大学・学部と附属学校園との 推進した。その成果を毎年共同研究報告書にま

共同研究部会の発展・充実を図 とめた。
るとともに、研究成果を年１回 ・毎年の研究成果は、各附属学校園が開催する
報告書に取りまとめ、附属学校 研究協議会（公開研究会）での理論研究・公開
園での応用実践について具体化 授業等に反映させて、応用実践に活用した。
を図る。

（平成19年度の実施状況）
【1-1】 【1-1】
・地域教育文化学部を始めとする各学部 ・大学教員と附属学校教員が共同研究を推進
との共同研究活動の拡大を図り、より一 し、その成果を「平成19年度大学と附属学校園
層共同研究部会の発展・充実を図るとと の共同研究報告書」(全100頁)に纏めた。
もに、研究成果を報告書に取りまとめ、 ・また、その研究成果を各附属学校園が開催す
応用実践等に活用できるようにする。 る研究協議会（公開研究会）での理論研究、公

開授業等に反映させて、応用実践に活用した。

【2-1】 （平成16～18年度の実施状況概略）
大学・学部の教育実習計画 Ⅲ ・教育学部の教育実習計画に基づき 観察実習 ・引き続き実施予定、 、

に基づき、効果的実習が行え 基礎実習及び普通実習Ⅰ・Ⅱなどを計画どおり
るよう協力するとともに、教 に実施した。
育実習に関する全学組織を通 また、各附属学校園共通の事項として、教育
じて、教育実習の方法改善に努 実習の手引き及び教育実習に係る事前・事後指
める。 導や評価方法の改善を図った。

山形大学
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・平成17年度から全学組織の「教員養成機構運
営委員会 において 教育実習の手引き と 教」 「 」 「
育実習日誌」を全学的に統一する作業を支援し
た。
・平成18年度は、教職大学院設置に向けた調査
研究を行い、大学・学部と連携して大学院生に
対する試行的な実習指導を行った。

（平成19年度の実施状況）
【2-1】 【2-1】
・各学部の教育実習計画に従い、効果的 ・教育実習運営委員会を通して、公立学校との
実習が図られるように努める。 連携を深めるとともに、指導後のアンケート調
・教育実習に関する委員会を通じて、教 査等を活用するなど効果的な実習が図られるよ
育実習の方法改善に努める。 う更なる改善を図った。

・やまがた教育振興財団の依嘱を受け 「実践、
的指導力を高めるための教育実習の調査研究」
に四附属学校園で取り組み 「教育実習の手引、
き （指導者用）を作成した。」

【2-2】 （平成16～18年度の実施状況概略）
幼児・児童・生徒の理解・ Ⅲ ・附属小学校では、実習生通信（ みのりの一 ・引き続き実施予定『

支援について、教育実習生が 日 ）を毎日発行し、実習の心構えや服務・教』
より効果的に学べるようプロ 材研究に供した。
グラムの改善を図る。 ・附属中学校では、平成16年度に地域教育文化

学部への改組に伴う教育実習の役割を再検討
し、新たに「実習の手引き」を作成した。
・附属特別支援学校では、児童・生徒の実態把

「 」握を促進する資料の準備や 心のバリアフリー
を目指す広報を行った。
・附属幼稚園では、各年齢ごとの幼児理解ディ
スカッションを実施し、学生の幼児理解促進を
図った。
・平成17年度に「教育実習の手引き」の「指導
案編」を作成し、学生が効果的に学べるように
し、また指導に活用した。
・平成18年度に全学の「実習の手引き」及び地
域教育文化学部学生用の「教育実習の手引き」
を改訂し、教育実習生がより効果的に学べるよ
う改善を図る作業を支援した。

（平成19年度の実施状況）
【2-2】 【2-2】
・各学部との緊密な連携を図りつつ、平 ・平成18年度改訂の「教育実習の手引き」に基
成18年度に改訂した 教育実習の手引き づき、教育実習の充実を図った。また、平成19「 」
に基づき、学生にとってより効果的な実 年度は、教師用の「教育実習の手引き」を作成
習になるよう改善を図り、プログラムを した。
充実する。 ・各学校園で子ども理解を深めるためのプログ

（ 、 、ラムを充実させた 例えば 特別支援学校では
事前学習で「個別の指導計画」に基づき児童・
生徒の理解を図った。附属幼稚園では、各年齢
ごとの幼児理解ディスカッションを実施し

山形大学
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た 。。）

【3-1】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属小学校においては、個 Ⅲ ・附属小学校では 「自ら学びを求め続ける子 ・引き続き実施予定、

々の児童の学びの実感と集団 どもの育成（３年次 」を研究テーマに教育実）
の高まりを目指し、日常にお 践を行い、研究の成果を報告書にまとめた。
ける評価を特に重視して児童 ・学校生活全体の中に、異年齢集団で構成する

（ ） 、 、 、の具体的な姿で効果を捉えな 縦割り班 １～６年 の活動を 朝清掃 遊び
がら、教育の一層の充実とよ 会食、行事等に積極的に導入し、互いに思いや
り実践的な研究の推進を図る。 る姿などの成果が表れた。

・日常の子どもの学びの具体的な姿を捉えるた
めに、校内の全体研究会、実践研究会、授業研
究会、部会研究会を恒常的に開催した。

（平成19年度の実施状況）
【3-1】 【3-1】
・研究テーマ「自ら学びをもとめ続ける ・附属小学校では 「自ら学びを求め続ける子、
子どもの育成」の４年目に入り 「子ど どもの育成（４年次 」を研究テーマに教育実、 ）
もたちの学び」を重点的に検証し、更に 践を行い、研究の成果を「授業の創造62号」及
課題を追求する。 び「クレアーレ４号」にまとめた。

・日常の子どもの学びの具体的な姿を捉えるた
めに、校内の全体研究会、授業研究会、部会研
究会を恒常的に開催するとともに 「子どもの、
育ち」を教育活動全体を通して検証し、その支
援のための方策を追究している。

【3-2】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属中学校においては、教育 Ⅲ ・平成16年度に策定した「附属中学校のあるべ ・引き続き実施予定

目標である「豊かな知性と社会 き生徒像」の実現に向けて、同年度は自己デザ
性を持ち自主的で実践的な生徒 イン力を高める実践活動を行った。
の育成」に向けた学校運営を図 ・平成17年度は、生徒会総会の運営等を活用し
る。 た指導 「総合的な学習の時間」での社会との、

交流などを通じて、社会性・自主性等を実践的
に学習させた。また、進路指導では、将来の生
活設計について学習し、卒業生を講師として招
き、生き方について講話を聞く機会を設け、自
分の進路や職業観を培う場を設けた。
・平成18年度は、授業研究や大学・学部教員と
の共同研究を行い、総合的な学習の時間におい
ては活動を重視した学習を追求し、必修教科は
実感を伴う授業の展開に努めた。
・附属幼稚園や附属特別支援学校の児童生徒と
の交流活動を積極的に取り入れることにより、
人に対する思いやりの心の醸成を図った。
・平成18年度に、附属中学校では、文部科学省
の教職員配置に関する調査研究委託事業『附属
学校における少人数教育の教育的効果につい
て』を受け、１年生の後期に少人数指導を実施
し、その成果を報告書にまとめた。

（平成19年度の実施状況）
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【3-2】 【3-2】
・学ぶ楽しさを実感させ、かつ困難を乗 ・附属中学校では 「未来を支える学びの探求、
り越えながら意欲的に学ぶ学習活動を展 （３年次：最終年次 」を研究テーマに教育実）
開する。 践を行い、公開研究会で成果を公開した。その
・力を合わせて互いに高め合うことによ 後は、学習指導要領の改訂を見据え 「習得」、
って共に成長していることを実感できる 「活用 「意欲」に焦点を当て 「 つながり』」 、『

」 、関わり合いやコミュニケーション活動を を実感する授業の創造 を新研究テーマに掲げ
展開する。 学ぶ楽しさを実感し、困難を乗り越えながら意
・人に対する関心や愛着、信頼感を高め 欲的に学ぶ学習活動を展開した。
る交流活動を展開する。 ・附属幼稚園児や附属特別支援学校の児童生徒

との交流活動を積極的に行うことにより、思い
やりの心の醸成を図った。

【3-3】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属特別支援学校において Ⅲ ・毎年度研究テーマを設定し、他校園との交流 ・引き続き実施予定

は、児童生徒のニーズと主体 教育も合わせて、主体的に活動に取り組もうと
性とを尊重する授業づくりに する児童生徒の育成を目指して実践研究を行
取り組み 「個別支援計画」が い 「個別支援計画」がより適切なものとなる、 、
より適切なものとなるよう工夫 よう工夫した。
するために、同計画の見直しを ・児童生徒の実態に即して「個別の支援計画」
年２回行う。 を作成し、年２回の見直しをしながら進路移行

が円滑に進むよう、行政（市の福祉担当者 、）
福祉施設と学校で、生徒の進路指導に関わる連
絡会を毎年設定した。

（平成19年度の実施状況）
【3-3】 【3-3】
・他校園との交流教育が児童・生徒の主 ・附属特別支援学校では 「一人一人の思いや、

、 （ ）」体性にどう関わるかを観察し 「個別の 願いに応える支援の在り方をさぐる ３年次
、 、指導計画」に活かす。また、児童・生徒 を研究テーマに 他校園との交流教育を通して

一人一人の教育的ニーズの観点から「個 活動に取り組む児童生徒の主体性の育成を図る
。 「 」別の指導計画」がより適切なものになる 実践研究を行った その経過を 個別指導計画

よう年２回見直しを行う。 に記録するとともに、児童生徒の実態に即した
適切なものとなるよう、年２回の見直しを行っ
た。

【3-4】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属幼稚園においては 「生 Ⅲ ・毎週定期的に位置づけた保育ディスカッショ ・引き続き実施予定、

きる力」の基礎を育むことを ンを通して保育者間の共通理解・幼児理解を図
目標として、主体的で多様な り、チーム保育を基本に研究実践を推進した。
遊びを通した教育を柱に、一人 ・附属小学校・附属中学校・附属特別支援学校
ひとりの個性に応じた総合的な 児童生徒との交流学習機会を積極的に行った。
幼稚園教育の実現を目指す。 ・園外保育、運動会、研究協議会及び公開研究

会を年間計画に基づいて実施した。
・学生ボランティアから多くの場面で協力を得
るとともに、保護者に「ふようサポーター」プ
ログラムへの登録を要請し得意分野を通しての
園児とのふれ合いを推進した。
・平成17年度から、指導計画に評価や改善点を
記入する「指導録」の形式を用い、柔軟かつ機
能的なカリキュラムを作成した。
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（平成19年度の実施状況）
【3-4】 【3-4】
・幼児の個性的な発達や遊びの多様性 ・附属幼稚園では、一人ひとりの個性に応じた
と、より的確な幼児理解を図るために、 総合的な幼稚園教育を実現するために以下のよ
チームティーチングを導入するなど、豊 うな取組を行った。
かな教育環境の創造に努める。 ①毎週定期的に位置づけた保育ディスカッショ
・自然環境における活動や異年齢交流の ンを通して、保育者間の共通理解・幼児理解を
機会を重視して柔軟なカリキュラムの編 図り、チーム保育を基本にした研究実践を推進
成に努める。 した。
・家庭と園の相互の連携を密にし、幼児 ②園庭を生かした栽培活動や園外保育などの行
の遊びの実態や生活の模様について相互 事や、誕生会をはじめとする異年齢交流を多く
理解を図るとともに、子育て相談、家庭 取り入れ、柔軟かつ機能的なカリキュラムを実
教育相談などと対応しながら、子育て支 践するとともに、附属中学校や特別支援学校と
援活動を推進する。 の交流活動を積極的に取り入れた。
・保護者参加の園行事を企画し、保護者 ③日常的に幼児の様子や生活について家庭との
の幼児理解を援助する。 相互理解に努め、園長と保護者との交流を年13
・各学部教員の専門分野の知見を活かし 回、担任との個別相談を年２回実施し、子育て
た幼稚園教育を計画する。 支援事例の配付等を行うとともに、保護者が参
・学生ボランティアや地域人材を活用す 加する行事を年間通じてバランスよく設け、保
るなど、開かれた幼稚園教育の実現を図 護者の幼児理解を高めるよう努めた。

（ ）、 （ ）、る。 ④研究協議会 年４回 公開研究会 年２回
ワークショップなどにおいて、各学部の共同研
究者から専門的な助言・指導を得ながら実践を
深めた。
⑤学生の保育ボランティアを募ったり、保護者
等による「ふようサポーター」や保育ボランテ

、 、ィアを依頼するなど 園児との交流機会を拡げ
より開かれた幼稚園教育の実現を図った。

【4-1】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属学校園の在り方について Ⅲ 「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関す ・引き続き実施予定

は 「国立の教員養成系大学・ る懇談会報告書」の趣旨に基づき、大学教員と、
学部の在り方に関する懇談会報 の教育理論及び教育の実際に関する研究並びに
告書」に基づき更に検討を進め その実証と教育実習を行うことを附属学校の役
結論を得る。 割と捉え調査研究等を進めた。

・附属学校園は平成17年度から大学附属とし
た。これに伴い、附属学校園の運営は、全学組
織としての「山形大学附属学校運営会議」が担
うこととした。
さらに、山形大学は地域の教員養成に責任を

果たすため「山形大学教員養成機構」を新設す
るとともに、教員養成や地域の教育課題に対す
る地域連携組織として「地域教育推進協議会」
を設置した。
・平成17年度から、今後の附属学校の在り方及
び大学・学部との連携の在り方について検討を
行い、大学教員との共同研究の拡大を図った。
平成18年度から、地域教育文化学部以外の学部
からの教育実習生の受入れを開始した。
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（平成19年度の実施状況）
【4-1】 【4-1】
・各学部と附属学校園の連携の在り方に ・附属学校研究推進委員会を中心に、大学教員
ついて、更に検討を進める。 との共同研究の拡大を図った。

2)学校運営の改善の方向 （平成16～18年度の実施状況概略）
【1-1】 Ⅳ ・各学校園ともに、毎年保護者アンケートなど ・引き続き実施予定
自己点検評価を年１回以上行 を参考にしつつ、自己点検・評価を行い、職員

うとともに、外部評価の在り方 会議において自己点検・評価を取りまとめた。
を検討する。 ・外部評価については、文部科学省の学校評価

ガイドラインに沿って、本学附属学校園のガイ
ドラインを策定し平成19年度から実施すること
とした。

（平成19年度の実施状況）
【1-1】 【1-1】
・自己点検評価については、評価項目を ・各学校園ともに、評価項目を検討し保護者ア
再点検しつつ年１回以上実施する。 ンケートなどを参考にしながら教員による自己
・外部評価については 「学校評価ガイ 点検・評価を行い、その結果を公表した。、
ドライン」に基づいて実施する。 ・外部評価については 「学校関係者評価」と、

して、学校評議員等の学校関係者による評価を
実施し、学校運営改善の参考とした。なお、評
価を効果的なものとするため、各種学校行事や
学習参観等、学校関係者への学校公開の機会を
増やすなど工夫を図った。

【1-2】 （平成16～18年度の実施状況概略）
学校評議員会を年２回開催 Ⅲ ・各学校園ともに学校評議員会を年２回開催 ・引き続き実施予定

し、意見を学校園の運営に活 し、各学校園の課題に対する意見等を学校運営
かす。 に活かした。

（平成19年度の実施状況）
【1-2】 【1-2】
・学校評議員会を年２回開催し、そこで ・各学校園ともに学校評議員会を年２回開催
の意見を附属学校園の運営に反映し改善 し、各学校園の課題に対する意見等を学校運営
を図る。 に活かした。例えば、附属幼稚園では、学校評

議員会での意見を踏まえ、平成20年度から保育
日数増や保育時間延長等の改善策を取り入れる
こととした。

（平成16～18年度の実施状況概略）
【2-1】 Ⅲ ・四附連携委員会や四附合同研究会の機会に、 ・引き続き実施予定
附属幼稚園・小学校・中学 教科ごとに、幼・小・中の一貫性に配慮したカ

校の連携による一貫性に配慮 リキュラムの在り方について継続的な検討を行
したカリキュラムの工夫を図 い、平成18年度には一部の教科（算数と理科）
る。 の小中一貫教材配列表を作成した。

（平成19年度の実施状況）
【2-1】 【2-1】
・幼稚園・小学校・中学校のカリキュラ ・ 四附連携委員会 （年４回開催）及び「四「 」
ム一覧の作成に着手し、一貫性を配慮し 附合同研究会 （年２回開催）の機会に、幼・」
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たカリキュラムの工夫を図り、附属学校 小・中の一貫性に配慮したカリキュラムの在り
間の連携強化に資する。 方について検討を深めた。

【2-2】 （平成16～18年度の実施状況概略）
教員が各学校園の授業研究に Ⅲ ・各附属学校園の教員は、他の附属学校園の公 ・引き続き実施予定

参加する等の相互交流を図る。 開研究会・校内授業研究会に相互に参加し合
い、互いの教科理論と実践や子どもの見方等に
ついて研修し理解を深めた。
・また、幼小連絡会、小中連絡会を開催し、幼
稚園から小学校への移行、小学校から中学校へ
の移行を円滑に進めるため互いの授業参観を行
うなど、連携・交流を深めた。

（平成19年度の実施状況）
【2-2】 【2-2】
・各学校園の公開研究会、校内授業研究 ・各附属学校園の教員は、引き続き他の附属学
会、共同研究部会を通して相互交流の促 校園の公開研究会や校内授業研究会に相互に参
進を図る。 加し合い、交流の促進を図った。特に、附属幼

稚園と附属小学校間では、相互の授業参観を年
数回行うなど、相互理解と連携を強化した。

【2-3】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属特別支援学校児童・生 Ⅲ ・附属特別支援学校の児童生徒と附属幼稚園、 ・引き続き実施予定

徒と附属幼稚園・小学校・中 小学校及び中学校の児童生徒等が相互に訪問
学校の幼児・児童・生徒との し、音楽の交流、園児のバザーへの参加等を通
恒常的な交流と共生を図るシ して障碍者への理解・啓発を図るための交流を
ステムを構築する。 深めた。

（平成19年度の実施状況）
【2-3】 【2-3】
・これまでに実施してきた「交流教育」 ・附属学校連携委員会が進めている４附属間の
の実践を系統的に整理し、附属連携委員 交流教育システムに基づき、引き続き附属特別
会を中心に一層の改善を 支援学校と他の３校園との間で児童生徒が相互
図る。 に訪問する活動を実施した。附属中学校への訪
・交流と共生の場として増設した附属中 問の際は多目的ホールを活用した。
学校多目的ホールを効果的に活用する。

【3-1】 （平成16～18年度の実施状況概略）
入学志願者の保護者に対し、 Ⅲ ・募集要項の他に、各附属学校園共、ホームペ ・引き続き実施予定

附属学校園の目的・使命を十 ージを充実し、各附属学校園の教育理念や教育
分に周知するよう努める。 目標を明示した。

・学校説明会を開き、保護者の質問等に応え、
附属学校園の目的や使命の周知を図った。
・一般参観可能な「学校参観日」を設けた。特
に特別支援学校では 「学校公開週間」を設定、
し、福祉施設の方や学校の教員を始めとした地
域住民へ学校の日常を公開した。

（平成19年度の実施状況）
【3-1】 【3-1】
・学校説明会と学校参観日の持ち方を工 ・附属小学校及び附属中学校では、より多くの
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夫するとともに、ホームページの効果的 保護者が参加できるよう、学校説明会の開催日
な活用を図る。 を入試募集要項の公示日や休日に開催するなど

の工夫を継続した。
・また、ホームページには、各附属学校園の教
育理念や教育目標等を引き続き明示した。

【3-2】 （平成16～18年度の実施状況概略）
幼児・児童・生徒の多様な能 Ⅲ ・平成17年度に 附属小学校・附属中学校では､ ・引き続き実施予定、

力、適性などを多面的に評価す これまでの選抜方法に加え、集団生活の中での
る選抜方法を具体化する。 人との関わり方に配慮した選抜方法を導入し

た。
・平成17年度に､附属幼稚園では、集団生活へ
の適応力を重視した選抜方法を導入した。
・平成18年度に、転・編入学の受入について、
受入学年や受入人数の見直しを行い規則を改正
した。

（平成19年度の実施状況）
【3-2】 【3-2】
・幼児・児童・生徒の多様な能力、適性 ・幼児・児童・生徒の多様な能力、適性など多
などを多面的に評価する体制を構築し、 面的に評価する選抜方法について、入試問題作
より適格な選抜方法の実施を図る。 成に工夫を重ねながら、より良い方法を検討し

た。

【3-3】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属特別支援学校において Ⅲ ・新たな修学基準に適応した選抜方法の具体化 ・引き続き実施予定

は、新たな就学基準に対応した のため 「学校説明会」に、就学前関係者、小、
選抜方法を具体化する。 学校・中学校特殊学級担当者、特別支援教育コ

ーディネーター、行政関係者の参加を得て、学
校の特別支援教育に関する理解を深めながら連
携を図った。
・就学後の教育をより適切なものとするため、
就学前の保育・教育施設との連携を深め、教員
が市内の幼稚園・保育園を訪問し、特別支援教
育に関する啓発並びに学校の教育活動等の広報
に努めた。

（平成19年度の実施状況）
【3-3】 【3-3】
・就学前の保育・教育施設との連携を深 ・引き続き、教員が市内の幼稚園・保育園を訪
めることにより、就学後の教育をより適 問し、就学前の保育・教育施設との連携を深め
切なものとする。 た。
・学校説明会に、就学前関係者、小学校 ・学校説明会に就学前関係者、特別支援教育コ
・中学校の特別支援学級担任者、特別支 ーディネーター等の参加を得て、適切な進路指
援教育コーディネーター及び行政関係者 導を継続した。
の参加を促し、就学基準と本校教育につ
いての理解を深め、より適切な進路指導
を図る。

【4-1】 （平成16～18年度の実施状況概略）
警備員の立哨・巡回等、各種 Ⅲ ・平成16年度から､各附属学校園全体にわたり ・引き続き実施予定、



-158-

山形大学

セキュリティ対策を講じること 門扉並びに防犯カメラを活用した警備員の立哨
により、附属学校園の安全確保 とモニター監視の体制をとった。また、山形警
に努める。 察署との間で、学校・警察連絡制度の協定書を

取り交わした。
加えて､附属小学校では、通学路危険箇所の

点検や教員と保護者による巡回パトロールを実
施した。
・平成18年度から、新たに防犯ガススプレー等
の整備を行い校地内及び校舎内の安全対策を継
続した。

（平成19年度の実施状況）
【4-1】 【4-1】
・警備員の校門警備・巡回等各種セキュ ・常時警備員を配置するとともに、門扉や防犯
リティ対策（刺股、防犯ガススプレー、 ベルなどセキュリティ対策を整備し校地内及び
防犯ベル、防犯カラーボールの整備等） 校舎内の安全対策を継続した。
を講じて 附属学校園の安全を確保する ・附属幼稚園では、不審者情報に対応し一定期、 。
・附属小学校では ＰＴＡの協力を得て 間警備員を増員するなど速やかな危機管理対策、 、
下校時の巡回パトロールを実施する。 を講じ、安全確保に努めた。

・附属小学校では、教員と保護者による巡回パ
トロールを実施し下校時の安全確保に努め、ま
た「子ども見守り隊」ステッカーを作成し保護
者に配付するなど安全意識の高揚に努めた。

【4-2】 （平成16～18年度の実施状況概略）
学校安全マニュアルに不断の Ⅲ ・各附属学校園では、平成16年度に作成した学 ・引き続き実施予定

見直しを加えながら、安全管理 校安全マニュアルに基づき、毎年不審者対策・
体制を整備し、年数回の避難訓 火災・地震等の避難訓練を実施し、安全指導を
練等の安全教育を進める。 行った。

学校安全マニュアルについては、毎年見直し
を加え、誘導方法などの改善を図った。

（平成19年度の実施状況）
【4-2】 【4-2】
・学校安全マニュアルに不断の見直しを ・学校安全マニュアルの見直しを行うと共に、
加え、安全管理体制を整備し、年数回の 不審者対策・火災・地震等の避難訓練を実施
避難訓練等の安全教育を実施する。 し、安全指導を行った。
・幼稚園・小学校・中学校合同の避難訓 ・幼稚園・小学校・中学校では、地震及び地震
練を実施する。 による火災を想定した合同避難訓練を実施し、
・附属小学校では、身を守るためのＣＡ 災害時の連携協力体制や安全対策を確認した。
Ｐ（ChildAssaultPrevention＝子ども ・小学校では、身を守るためのＣＡＰ講習会
への暴力防止プログラム)講習会（ＣＡ （ＣＡＰ子どもワークショップ（毎年１回４年
Ｐ子どもワークショップおとなワークシ 生児童を対象に実施 ・大人ワークショップ 毎） （
ョップ）を年度計画として継続的に実施 年１回 、薬物乱用防止教室、防煙教室を開））
する。 催するなど、安全教育を進めた。

3)地域社会との連携等 （平成16～18年度の実施状況概略）
【1-1】 Ⅲ ・地域からのカリキュラム開発や指導・助言の ・引き続き実施予定
地域学校園の研究やカリキュ 要望に応え、毎年以下のような取組を積極的に

ラム開発等のニーズに対して応 行った。
える 先進的な研究を継続する ①指導要領の内容に基づいた附属小学校独自の、 。
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カリキュラム(附属小プラン)の見直しを図りな
、 。（ ）がら 研究を継続し提案を行った 附属小学校

②外部からの助言者や講師の派遣依頼に積極的
に応じるとともに、複式学級や校内研究会への
参加も受け入れた （附属小学校、附属中学校､。
附属幼稚園）
③現職教員のための相談窓口を開設するととも
、 、に 研究夏季セミナーと職業・作業学習研修会

。（ ）造形実技研修会を開催した 附属特別支援学校

（平成19年度の実施状況）
【1-1】 【1-1】
・県・市と地域教育文化学部共同の新大 ・山形県・山形市と地域教育文化学部共同の新
学院カリキュラム開発プロジェクトを支 大学院カリキュラム開発プロジェクトに参画
援する。 し、教育機能を中心としたカリキュラムの検討
・各学校園では、地域学校園の研究やカ を行った。
リキュラム開発等のニーズに対して応え ・各学校園では、地域のニーズに応える先進的
る、先進的な研究を継続する。 研究を継続し公開研究会等で発表すると共に、

地域の学校や教育機関等での研究会・研修会に
おける講師（指導助言）の派遣要請に積極的に
応えた。

【1-2】 （平成16～18年度の実施状況概略）
紀要等の刊行、公開研究会の Ⅲ ・各附属学校園では 毎年研究紀要 １～２冊 ・引き続き実施予定、 （ ）

開催を通じて研究成果を地域社 を刊行し、研究成果を広く発信した。公開研究
会に公開し、地域学校教員の 会は附属幼稚園・附属小学校は年２回・附属特
研修に寄与するよう努める。 別支援学校は１回・附属中学校は教科別に３回

に分けて開催し、教育実践の成果を地域社会に
公開し、地域公立学校との交流を積極的に進め
た。
・平成18年度に新たに立ち上げた附属小学校Ｅ
メールネットワークでは、研究情報の発信を行
うとともに、地域学校教員からの授業構想相談
に応じた。

（平成19年度の実施状況）
【1-2】 【1-2】
・紀要や公開研究会要項等の更なる工夫 ・各学校園では、公開研究会に県内外からの参
・活用を図り、地域学校教員の研修に寄 加者を得て実践研究の成果を公表するととも
与する。また、附属小学校Ｅメールネッ に、研究紀要や教育実践報告書の改善を図りな
トワークの更なる充実を図る。 がら集約し、地域教員の研修に寄与した。

・附属小学校では、引き続きＥメールネットワ
ークを活用し研究情報の発信や授業相談に対応
した。

【1-3】 （平成16～18年度の実施状況概略）
幼児・児童・生徒個々及び Ⅲ ・四附運営経営部会や附属学校運営会議等で少 ・引き続き実施予定

集団へのきめ細かで柔軟な指 人数学級についての検討を継続して行い、平成
導が可能になる教育の在り方 17年度に小学校から中１までの学級定員を40人か
を研究するため、公立学校で進 ら32人にする第一次案をとりまとめた。
められている少人数学級の導入 ・平成18年度に、附属中学校では、文部科学省
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の具体化について検討する。 の教職員配置に関する調査研究委託事業『附属
学校における少人数教育の教育的効果につい
て』を受け、１年生の後期に少人数指導を実施
し、その成果を報告書にまとめた。

（平成19年度の実施状況）
【1-3】 【1-3】
・少人数教育導入の具体的検討により、 ・附属中学校では、平成19年度文部科学省研究
幼児・児童個々及び集団へのきめ細かで 委託「新教育システム開発プログラム」研究成
柔軟な指導がより充実する体制構築を目 果報告書『附属学校における少人数学級に関す
指す。 る調査研究－学級規模と教育効果の相関に関す
・附属中学校では、少人数教育の試行を る研究－』をまとめた。
行い教育効果の調査・研究を実施する。 ・附属学校では、上記附属中学校の研究成果を

踏まえつつ、少人数学級（指導）の導入を含め
た附属学校将来計画の検討に着手した。

【1-4】 （平成16～18年度の実施状況概略）
附属特別支援学校では、特 Ⅲ ・特別支援教育と進路指導のための研修会、セ ・引き続き実施予定

別支援教育のセンター的機能を ミナー、教育相談などを大学や関係機関の協力
強化し、研修会の開催や教育相 を得ながら、毎年以下のように企画・実施し、
談活動の充実に努め、地域の特 児童生徒の指導に資するとともに、地域の公立
別支援教育の推進並びに発展に 学校教員の研修にも寄与することによりセンタ
寄与する。 ー的機能を強めた。

（ 、 、 、 ）①研修会 対象は 一般市民 教員 保護者等
の開催

②「つくし教室 （対象は、幼児（保護者 ）」 ）
における子どもの自立を図るための支援活動

③教育相談（対象は地域の児童生徒等及びその
保護者）

④公開研究会（対象は、教員、学生等）の開催

（平成19年度の実施状況）
【1-4】 【1-4】
・特別支援教育推進のため、大学や関係 ・特別支援教育と進路指導のための研修会やセ
諸機関の協力を得て、年２～３回の研修 ミナーを企画し、大学や関係機関の協力を得て
会・セミナー等を開催し、教育相談活動 児童生徒の指導に資するとともに、地域の公立
の更なる充実に努め、保護者や教育関係 学校教員の研修に寄与するよう以下のとおり特
者等の支援を強化する。 別支援教育のセンター的機能を強化した。

①研修会・セミナー（一般市民・教員・保護者
等を対象）を年４回開催した。
②「つくし教室 （幼児・保護者を対象 ：子」 ）
どもの自立を図るための支援活動を年8回開催
した。
③教育相談（地域の児童生徒等及びその保護者
を対象）は、約75件の相談（電話・訪問）に対
応した。

【1-5】 （平成16～18年度の実施状況概略）
幼稚園では、地域のニーズ Ⅲ ・子育て支援「すこやか広場」を毎年３回以上 ・引き続き実施予定

に応え、未就園児親子を対象 実施し、子育て相談に応じたり啓発活動を行っ
に子育て支援事業を年３回程 た。
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度行う。

（平成19年度の実施状況）
【1-5】 【1-5】
・地域社会のニーズに応え、未就園児親 ・子育て支援事業「すこやか広場」を６月、７
子を対象に子育て支援事業を年３回以上 月及び10月の３回実施した。さらに、公開講座
行う。 「幼児期の子育て （親子28組参加）を１回実」

施することによって、未就園児親子に対して幼
稚園体験と交流の場を提供し、併せて子育て相
談に応ずる活動も行った。

ウェイト小計
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教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項Ⅱ

(4) 学部学生・大学院学生に対する授業評価アンケートを継続し、その結果の１．特記事項
分析・フィードバックにより教育方法等の改善に努め、その事例報告や研究【 教育研究組織 】

(1) 医学系研究科に、看護学専攻博士後期課程を設置した。 成果を収録した『山形大学高等教育研究年報』の第2号を発行した。
(2) 理工学研究科に、有機デバイス工学専攻（博士前期・後期課程）及びもの (5) 地域ネットワークＦＤ「樹氷」の中核機関として、これまで県内で展開し
づくり技術経営学専攻（博士後期課程）を設置した。 てきたＦＤ活動を、平成20年度から東日本地区に連携機関を拡大して実施す

(3) 英語教育及び初修外国語教育の中心となる新たな組織として「外国語教育 るための準備を進めた。
センター」を設置した。

３ 学部学生及び大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況(4) 留学生センターを、留学生教育と国際教育・学術交流の二つの業務を柱と
する「国際センター」に改組した。 (1) 平成16年度から実施したＧＰＡの分布状況を資料とした履修状況の調査分

(5) 「高等教育研究企画センター」に、個々の教員の授業方法改善のための 析を継続的に行い、学生の履修計画や学習達成目標の指導に役立てた。
「ＦＤ・授業支援クリニック部門｣を設置した。 (2) 各学部及び各研究科では、引き続きシラバスの中で授業の到達目標と成績

(6) 大学院を教育・研究の基盤とするため工学部所属教員を研究科所属とした 評価基準を明記し、厳格な成績評価を実施した。。
、 、(7) エンロールメント・マネジメント室に専任教員を配置した。 (3) 教養教育の成績評価について 学生からの質問に答えるシステムを構築し

改善を図った。
○ 教育方法等の改善

４ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況
平成16年度に、山形県内で唯一高等教育機関が設置されていない最上地域の１ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況

(1) 平成20年１月に公表したアクションプラン 結城プラン2008 において 教 ８市町村との間で連携に関する協定を締結し 「エリアキャンパスもがみ」を「 」 「 、
養教育の充実」を基本方針に掲げ、教養教育を再構築するための見直しに着 設立した。この取組が認められ、平成18年度には、日本計画行政学会第11回計
手した。 画賞の最優秀賞及び「現代ＧＰ」に採択された。

(2) 一般教育科目では 「総合」領域の名称を「学際・総合」領域と改め、授 平成19年度は、教養教育における体験型授業の実施・充実のため、エリアキ、
業科目の性格が学際、総合のいずれの区分であるか明確にした上で、学際５ ャンパスもがみの体験型授業を昨年に引き続き開講し、前期139人、後期118人
科目と総合27科目を開講した。 の学生の参加を得た。

(3) 学生主体の問題解決型授業として、教養セミナーを17科目増の70科目開講 また 「もがみ自然塾」(小・中学生を対象に学生が講師を務める）なども継、
し質的充実を図った。 続して実施した。

(4) 英語教育と情報処理教育の改善を進めた結果、英語教育では習熟度別少人
数クラスの導入により、平均クラス規模は従来の50人から英語(C)35人、英語

○ 学生支援の充実(R)40人に大幅に改善された。また、情報処理教育では、受講生の興味や習熟
度に応じて「一般コース」と「発展コース」に分けて実施することにより充

１ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための組実を図った。
織的取組状況(5) 高等教育研究企画センターを中心に、教養教育ワークショップ、教養教育

ＦＤ合宿セミナー、公開授業及びその検討会などを継続実施し、内容の一層 (1) 全国初の修学支援システムとして、平成16年度に始動した「ＹＵサポー
の充実とＦＤの推進を図った。 ティングシステム」の点検・評価に基づく改善を継続的に実施した。

平成19年度は、アドバイザー連絡委員会と学習サポートルーム運営委員会
を統合したＹＵサポーティングシステム運営委員会を新設し、修学支援機能２ 学部教育及び大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況

(1) フィールドワークによる学生体験型授業の普及推進のため、教員向けのフ の強化・実質化を図った。
ィールドワークテキストを高等教育研究企画センターと関連教員の協力によ ①学生20人に対して配置した１人のアドバイザー教員（総計138人）による
って作成した。 きめ細かい学習・学生生活支援

(2) ｅーラーニングを活用した授業として、教養教育科目を前期８科目、後期 ②平日の16時20分から 40分間「学習サポートルーム」に待機する学習サ
９科目を開講し、ＶＯＤ（VideoonDemand）方式により学内のキャンパスへ ポート教員（17人）による学習相談
配信し、教育資源・コンテンツの共有化・充実化を図った ③授業実施日に「何でも相談コーナー」に待機する事務職員（20人）による

(3) 高等学校等からの要望や実態を踏まえて入学者選抜方法等の見直しを行い 学生の多様な相談受付（相談件数4,209件)、
理学部での学科試験の導入や工学部Ｂコースの入学定員の改訂等を行った。 ④ＧＰＡに基づく電子サポートファイルを活用した学習指導
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(2) 成績優秀な入学者に対し入学料及び授業料を全額免除するとともに、月額 ②世界遺産「ナスカの地上絵」に関する学際的研究については、世界に先駆
５万円の奨学金を給付（奨学生１人当たり480万円相当、医学部医学科学生は けて本格的な地上絵の分布図を作成した。また、その過程で約100点の新た
710万円相当）する制度「山澤進奨学金『山形俊才育成プロジェクト 」に６ な地上絵を発見した。これらの研究成果を保護活動に役立てるために、ペ』
人を決定し奨学金給付等を実施した。 ルー文化庁に報告書を提出するとともに図書を刊行した。

(3) 授業料等の支払いが困難な学生に５万円を単位とし上限30万円を貸与する ③山形県有機エレクトロニクスバレー構想プロジェクトについては、白色有
制度「学生支援基金奨学金」を創設し、10人の学生に貸与した。 機EL素子で照明並みの照度を３万時間維持することを世界で初めて達成し

。 。(4) 「山形大学未来基金」を創設し、学生に対する奨学制度ととして、平成20 た この研究成果を用いて有機EL照明の実現に向けた研究開発を継続した
年度から、学部３年生（医学部医学科は学部５年生）の優秀な学生10人程度 ④京都において豊臣秀吉寺領安堵状ほか４点の中世文書を発見した。なお、
に、月額30,000円を２年間支給することとした。 本史料について、レプリカを作成するとともに、一般公開展示も行った。

(2) 教育研究活動をより円滑に進め、部局横断的な共同研究組織の編成・支援
を推進するため、理学部・医学部・工学部・農学部の連携により 「山形大２ キャリア教育・就職支援の充実のための組織的取組状況 、

(1) 領域別授業担当教員会議にキャリア小部会を置き、実施体制を整えた。さ 学生命・環境科学交流セミナー」を引き続き開催した。
らに、ＶＯＤ（VideoonDemand）方式によるキャリア教育として「業界研究 本セミナーの成果として、理・工・農学部及び学術情報基盤センターの教
事始め」を学際・総合領域の科目として開講した。 員によるバーチャル研究所「総合スピン科学研究所」を設置し、共同研究を

(2) 平成18年度「現代ＧＰ」に採択された「体験と実習を礎とする職業観形成 推進した。
法の確立」に基づき 「キャリア形成論 「キャリアプランニング」を開講 (3) 独創的・萌芽的研究推進のために「１学部・部門１プロジェクト」を昨年、 」、
して、実践的な総合キャリア教育の充実を図った。 度に引き続き実施し、７プロジェクトの支援を行った。

(3) 平成19年度の各学部でのインターンシップの学部生の受講者は、合計124人 特に、本プロジェクトの成果として、星空案内人（星のソムリエ）資格認
で、前年度より17％増加した。 定制度が全国規模の事業へ成長したことが挙げられる。

(4) 学生の就職希望や活動記録等の情報を学生自身が入力する形に就職支援情 (4) 研究活動の成果発信
報システムのカスタマイズを行った。これにより 「ＹＵサポーティングシ 教職員の知的生産物を一般に広く頒布するため「山形大学出版会」を設立、
ステム」において、就職担当教員、アドバイザー教員から適切なアドバイス し、山形の在来作物に関する書籍をはじめ、計５冊刊行した。
を受けることが可能となった。また、学生主体のキャリアサポーター制度に

２ 研究活動推進のための各種支援制度の充実基づき、４年次学生から３年次学生へのアドバイス等が活発に実施された。
(5) 平成19年度に、新たに11の就職支援事業を展開したほか、教員採用試験・ (1) 新たに「戦略的研究プロジェクトに対する任期付教員支援」制度を学内公
公務員試験などの模試・対策説明会の充実、面接トレーニング講座、東京サ 募し、科学研究費補助金の特別推進研究にも採択されているプロジェクトを
テライトを活用した企業説明会、就職相談等の就職支援を継続した。これら 採択し、本学の先進的教育研究拠点形成への基盤整備を開始した。
の取組により平成19年度の就職率は、過去最高の99.5％であり、４年連続で (2) 教育研究能力の向上に資するため「ＹＵ海外研究グローイングアッププロ
全国平均を上回った。 グラム」により、２人の若手教員を海外に派遣した。

(3) 学際的研究、プロジェクト研究及び若手研究者のスペース確保のため、新
たに「山形大学総合研究所」を設置した。なお、本研究所の設置により、平３ 課外活動の支援等、学生の厚生補導のための組織的取組状況

(1) 学生による大学活性化を目指して立ち上げた「山形大学・元気プロジェク 成19年度末現在、全建物面積の8.6％の研究スペースの共有化を実現した。
ト」を平成19年度も継続して公募し、５件の応募中１件を採択し実施した。 (4) 「結城プラン2008」に基づき、以下の制度を構築し、平成20年度から研究

(2) 大学会館食堂を増築し、100席を増席した。 活動の更なる活性化を図ることとした。
(3) 平成16年度に実施した「学生生活実態調査」等４種のアンケート調査等で ①科学研究費補助金に関する若手教員研究助成
得られた課題に対する取組の経過情報を学内ホームページに掲載し構成員の ②科学研究費補助金計画書に関するアドバイザー制度
共通理解を図るとともに、取組結果を取りまとめ、平成19年４月の入学式及 ③女性教員の国際学会への旅費支援制度
び新学期ガイダンス時に全学生に配付した。 ④新任教員のスタートアップ支援制度

⑤大型の競争的外部資金獲得のための支援制度

○ 研究活動の推進 ３ 有効な法人内資源配分に関する取組状況
(1) 前年度に実施した「組織評価システム」を検証し、評価基準等を見直し、
新たなシステムに基づき評価を実施した。その評価結果に基づき、各部局に１ 研究活動の推進及び成果発信

(1) 特色的研究を推進し、以下の成果があった。 2,000万円のインセンティブ経費を配分した。
「 」 、 「 」①21世紀ＣＯＥプログラム 地域特性を生かした分子疫学研究 については (2) 平成18年度に 先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクト研究

パーキンソン病ほか３疾患の疾患感受性遺伝子を発見した。さらにパーキン として採択した２つのプロジェクトについて、中間評価を実施し、引き続き
ソン病については、新薬の開発に向けて大手製薬企業と共同研究を行った。 重点的に支援することとした。
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・各総合支庁及び地方自治体等と連携し産学官連携を促進した結果、県内
各地域と受託研究45件、共同研究26件の実績を得た。○ 社会連携・地域貢献、国際交流等の推進
・本学の知的シーズと中小企業のニーズとのマッチングを図るため、金融
機関職員を対象とした「産学金連携コーディネーター」制度を設け、産１ 大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との連携、
学金連携の活発化を図った。地域活性化・地域貢献や地域医療等、社会への貢献のための組織的取組状況

(1) 「山形大学エリアキャンパスもがみ」の活動 ②研究プロジェクト戦略室、地域共同研究センター及び各部局が連携して、
平成19年度は、学生のフィールドワーク授業を実施したほか、もがみ自然 産学官連携を促進した結果、今年度の実績は、受託研究153件、共同研究
塾(小・中学生を対象に学生が講師を務める 、もがみまつり活性化事業、 125件であった。。）
戸沢村学社融合共育プロジェクト及び大学祭を実施した。 ③地域共同研究センター及び教職研究総合センターが窓口となって、以下の

(2) 地域に根ざしたプロジェクト型共同研究推進を目指して、次の事業のほか ように自治体等の学外からの要望や地域諸課題について積極的に取り組ん
多くの活動を実施した。 だ。
①金融機関との協定締結による、まちづくりの連携推進 ・年間千件以上の技術相談
②最上地区をフィールドとした｢食農の匠｣育成プログラムの実施 ・附属心理教育相談室における地域の保護者・教員からの約千件の相談
③企業・大学・行政・住民が連携して雪対策に取り組む｢ゆきみらい推進機 ・地震・酸性雨などの地域の環境問題に関する提言・助言
構｣への参画 ・県・市との連携による「居宅要支援高齢者介護予防排泄ケアマネジメン

④21世紀ＣＯＥプログラム｢地域特性を生かした分子疫学研究｣の推進 ト（山形）モデルの開発」事業の継続実施
(3) 出張講義等の高大連携 (2) 知的財産本部で、大学組織及び発明者の利益を守ることを念頭に、知的財
①高等学校等からの出前講義の依頼に対して積極的に応じた。59校に対して 産の帰属等の判断を行った。
135人（延べ人数）の教員が講義し、高大連携教育の発展に寄与した。 今年度の実績は、発明届出40件、うち職務発明14件、大学帰属３件、出願
②小白川キャンパスの人文学部、地域教育文化学部、理学部では、高校生を ３件であり、平成19年度末の保有知的財産は５件となった。このほか３件の
中心とした一般市民にも講義を開放する「トワイライト開放講座」を10講 商標の出願も行った。
座実施した（受講者延べ数599人 。）

３ 国際交流、国際貢献の推進のための組織的取組状況(4) バーチャル研究所の活動
①「街づくり研究所」では、中心街活性化研究に関連して２件の科学研究費 (1) 大学間交流協定の締結
補助金による研究会を実施した。 大邱大学校（大韓民国 、銘傳大学、中山大学（以上台湾 、チャールズス） ）

②「都市・地域学研究所」では、公開講座「山形学No.5山形県の健康と生活 タート大学（オーストラリア）及びコロラド州立大学（アメリカ合衆国）の
文化」を開催し、講演内容を報告書にまとめた。 ５大学と新たに協定を締結し、大学間交流協定大学は16大学となり、中期計
③「地域共育創造研究所」では、山形県戸沢村内の学校において地域共育カ 画を大きく上回った。
リキュラムに取り組み、研究所内に大学院生が加わり研究を進めた。 (2) 研究交流の推進

、(5) 文部科学省の女子中高生の理系進路選択支援事業である「Wecandoit！ ①アジアの３つの大学間協定校及び２つの学部間協定校から研究者を招いて
目指せ！理系ガールズ！」を実施し、女子中高生が理系進学後の“未来の自 第１回アジアネット国際シンポジウムを開催した。
分”をイメージしてそれを目標とすることができるよう、女性エンジニア、 ②平成19年度は、継続も含め４大学と４件の国際共同研究を実施した。
女性研究者などの理系職業の魅力を伝える場を数多く設けた。 (3) 学生交流の推進

(6) 文部科学省の社会人の学び直し対応教育推進プログラム「里地里山活動プ ①本学の派遣留学制度により、大学間交流協定校で７人が第１期生として短
ランナー養成講座」を県内自治体と連携して実施し、里山保全活動、森林環 期留学を行った。
境教育から里地文化継承活動をコーディネートできる人材を養成した。 ②短期留学プログラムとして開発した「JapanStudiesProgram」に基づき、

(7) 本学の卒業生である作家藤沢周平氏の没後10年である平成19年度から３年 大学間協定校６校から11人を始めとして、延べ29人の短期留学生等を受け
間にわたる特別プロジェクト「藤沢周平の山形」を企画し、朗読・講演会を 入れた。また、ニューヨーク州立大学アルバニー校から受講希望があった
実施した。 農学部開講のOn-lineコースの授業を11月から開始した。

(4) JICAの「草の根技術協力事業」を始めとする各種事業に参画し、開発途上
国への国際協力の推進に努めた。２ 産学官連携、知的財産戦略のための体制の整備・推進状況

(1) 産学官連携の推進
①平成18年に県内４地域にサテライトの整備を完了したことを受け、地域共
同研究センターは、山形県の４総合支庁と連携して産学官連携の促進に取
り組んだ。さらに平成19年度には、福島県喜多方市にサテライトを設置し
た。
・各サテライトを拠点に、山形県の各総合支庁とともに各地域のプラット
フォーム協議会を運営し、産学官連携を促進した。
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２ 研究の質の向上について
(1)本院の高水準・先進的医療を提供するために高度先進医療の開発と実用化を○ その他
推進した。神経変性疾患のＤＮＡ診断を含め３件が承認されている。

(2)予防医療における遺伝子診断の実用化を目指した21世紀ＣＯＥ「地域特性を１ 上記の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況
(1) ＦＤネットワーク「つばさ」の始動 生かした分子疫学研究」の成果をいかし、パーキンソン病治療薬の開発を行っ

山形県内の大学・短期大学 ６大学 で構成する地域ネットワークＦＤ 樹 た。（ ） 「
氷」の中核機関として、これまで以下の事業を展開し構成機関の教育力の向 (3)脳外科では、ＭＥＧを用いた手術企画、覚醒下手術システムを確立した。
上を図ってきた。このノウハウを活かし連携機関を東日本地区に拡大した (4)眼科では、地元企業との共同研究で、光を使った断面測定法による眼底検査
「ＦＤネットワーク『つばさ 」として、平成20年４月から活動を推進する 装置を開発した。』
こととした。 (5)平成16年度に寄附講座「眼細胞工学講座」を設置した。
①授業改善アンケートの実施

【平成19事業年度】②合同ＦＤ研修会
１ 教育の質の向上について③授業改善ハンドブックの作成 等

(2) 「大学コンソーシアムやまがた」の運営 (1)医学生や若手医師らの診療技能のトレーニングシステム「メディカルスキル
山形県内の全ての高等教育機関（11機関）と山形県とで構成する「大学コ アップラボラトリー」を開設して医療事故を防ぐための訓練を開始した。

実習開始前CBT、OSCE、クリニカルクラークシップの成果として、医ンソーシアムやまがた」の中核機関として、以下の事業を実施した。 (2)臨床
師国家試験合格率は全国国立大学で１位となる98.0％となった。①情報の発信・広報

②市民・学生向け学習機会の提供 (3)卒後臨床研修については 「山形大学関連病院会」や「山形大学蔵王協議会」、
③学生交流・連携の促進・支援 との連携を強化した結果、今年度のマッチング数は25名（東北地区で最多）と
④教職員の交流・連携 なった。

(4)総合医学教育センターでは、専門医等の再教育への支援や女性医師等の復帰
支援のために「医学部リフレッシュ教育プログラム」を実施し、４人の研修生
を受け入れた。２．共通事項に係る取組状況

２ 研究の質の向上について
(1)高度先進医療については、新たに脳神経外科の画像ナビゲーション手術が承（附属病院）
認された。

(2)引き続き、21世紀ＣＯＥの成果に基づいた共同研究、がん研究などを推進し○ 質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のために
た。必要な取組（教育・研究面の観点）

【平成16～18事業年度】 ○ 質の高い医療の提供のために必要な取組（診療面の観点）
１ 教育の質の向上について

【平成16～18事業年度】(1)臨床実習については、実習時間を増やすとともに積極的診療参加型臨床
１ 医療提供体制の整備状況実習（クリニカルクラークシップ）を導入した。

(2)「卒後臨床研修センター」では、プログラムを常時見直し、履修内容の強化 (1)急性期病院としての機能を積極的に高め、かつ患者中心の質の高い医療を提
を図った。平成17年度からは、外科系で脳外科を選択できるようにした。 供するため病院再整備事業を推進した。

(3)平成16年度に現代ＧＰ「生涯医学教育拠点形成プログラム－包括的地域医療 また、患者に分り易い診療内容を提示するため臓器別診療科の体制を整える
支援機構創設－」が採択され 「総合医学教育センター」を設置した。 とともに、診療科の枠を超え「循環器病センター 「呼吸器病センター」を設、 」
また、同センターに専任教授を配置し、医学教育から生涯教育までの一貫し 置するなど患者本位の医療の実践に努めた。

た教育支援体制の充実を図った。 さらに、救急部機能充実の一環として、救急科を創設し、中毒・重症やけど
(4)全国に先駆けて、大学病院と地域医療機関間での人材養成と地域医療の向上 を治療対象として診療の高度化を図った。
を目的として設置した「山形大学蔵王協議会」を核に、卒後臨床研修体制の整 (2)平成17年度に、生体肝移植に係る院内体制を整備し、脳死臓器移植に対応す
備に努めた。 るためのマニュアルを改訂し、以下の医療を行った。

(5)看護師については、院内での研修に加え、資格取得などのキャリアアップ支 ①日本国内では第二番目となる幹細胞移植（第二内科）
援体制を整えて、５人が認定看護師の資格を取得した。 ②山形県内初となる生体肝移植（第一外科）

③角膜移植を推進するために山形県アイバンク事業を積極的に支援するととと
もに、角膜移植・羊膜移植の実施
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(3)医師の処遇改善を図るため、インセンティブ付与を拡大した。また、24時間 (2)苦情や院内暴力等の異常事態発生に備え、医療従事者の安全確保と証拠保全
保育できる保育所を開設・運用し、女性医師や看護師が働きやすい職場環境の のため、緊急事態発生マニュアルを作成した。

３ 患者サービスの改善・充実に向けた取組状況整備に努めた。
(1)予防医療部では、近年の検診ニーズの変化に対応すべく、各コースの検診内２ 医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況

(1)科学的根拠に基づいた医療（ＥＢＭ）の推進 容を見直し、乳がん検診の精度向上、採血アラカルトコースの充実、各種オプ
各診療科・部門でクリニカルパスの作成・運用、エビデンスに基づいた診 ション検査の追加等により、検診機能の一層の充実を図った。今年度の受診者

療手順見直しを行い、医療安全の推進、医療レベルの検証に活用した。 は297人で、昨年度に比べ38％増加した。
(2)インフォームド・コンセントの院内相互チェックを行い、その結果に基づい (2)一般市民による外来ボランティア12名、看護学科学生による小児科病棟ボラ
てインフォームド・コンセントの内容の変更を診療科ごとに必要に応じて行っ ンティア34名を受け入れて一層拡大に努め、患者から好評を得た。
た。 (3) 投書箱「患者さんの声」を受け、クレジットカード及びデビットカード決済

(3)患者相談室の相談内容の取りまとめと分析を行い、医事業務の改革、医療安 を導入した。
４ がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況全の対応・対策を行った。

また 医療事故防止対策マニュアルの改訂を行い 相互点検機能を強化した (1)がんセンター内に「がん臨床センター」を設置し、地域の関連病院とのネッ、 、 。
(4)院内感染防御のために感染制御部を設置し、医療安全管理部と協力し対応し トワーク化を図り、がん診療の均てん化を目指し、がん患者登録を開始した。
た。医療安全管理部では、医療事故等防止対策委員会の審査結果に基づいて、 また、患者や家族からのがんに関する不安や悩みを相談する窓口として 「が、
与薬・点滴の複数段階チェックなどを実施した。 ん患者相談室」を開設するとともに、キャンサートリートメントボードを設置

した。３ 患者サービスの改善・充実に向けた取組状況
(1)患者アメニティーの改善のため、院内の売店及び喫茶コーナーについて、企 なお 「東北がんＥＢＭ人材育成・普及事業」の採択を受け、東北大学、福、
業の参入など民間資金導入による24時間コンビニ、コーヒーショップの整備を 島県立医科大学と22病院が連携し、東北地域におけるがん医療のハイレベル均
行い稼働させた。 てん化を実現するため、がん専門医療者の育成を開始することとした。

(2)患者満足度調査の結果に基づき、食事の改善に取り組み、満足度の改善を図 (2)地域医療連携センターでは、病診連携等システムの新患予約システムを改善
った。 し、患者サービスの向上を図った。

(3)救急部では、山形県のメディカルコントロールの中心的役割を果たすととも４ がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況
(1)平成17年度に日本の国立大学医学部で初めて「がんセンター」を設置した。 に、救急救命士の教育実習を行い地域医療に貢献している。

また、がん患者登録システムを構築するとともに、がん化学療法センターに
放射線治療を専門とする教授を迎え、がん診療のレベルアップを図った。

○ 継続的・安定的な病院運営のための必要な取組（運営面の観点）さらに、重粒子線治療装置の導入に向けて「重粒子線治療装置設置推進室」
を発足させ、導入準備を進めた。

【平成16～18事業年度】なお、平成18年度に厚生労働省がん診療連携拠点病院の指定を受けた。
１ 管理運営体制の整備状況(2)地域医療連携センターでは、地域医療機関との連携の状態を調査した結果、

紹介数などの長足の増加があり センター機能が充実していることが判明した 附属病院長のリーダーシップを強化するため、医療安全・感染対策などの重、 。
また、連携機関のリストアップをし、クリニカルパスの整備を開始した。 要な部門を病院長直轄とした。
なお、地域医療機関との連携システムを一層充実するため、ソーシャルワー また、健全な病院経営確保のために、平成16年度に経営企画部を設置し、財

カーを配置し陣容を強化した。 務運営状況の分析を開始した 平成18年度には 物流管理の効率化のために 物。 、 「
流センター 、高度医療機器の一元管理のために「ＭＥセンター」を設置した。」

【平成19事業年度】 ２ 外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況
平成16年度にISO9001を認証取得し、以後定期的な業務監査を受け、病院業務１ 医療提供体制の整備状況

(1)病院再整備に合わせ、新たに高次脳機能障害科及び腫瘍内科の臓器別診療科 の定期的見直しを図った。また、外部評価の結果については、ホームページ等
を創設するとともに、先進医療の実践に向けて、高次脳機能障害科は脳神経外 に掲載し公表した。

３ 経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況科との診療の連携体制を構築した。
、 、また、病床再配分を行い、９階病棟に消化器内科（第二内科）及び消化器外 経営企画部及び医療情報部では 共同で病院の財務運営状況を把握・分析し

科（第一外科）の混合病棟を設置し、協力して診療を行う体制を整えた。 「経営ヒアリング」を行った。その際に、現状分析情報、財務上の問題点とそ
(2)高度医療の提供、医療安全への対応、患者サービスの向上のために、７対１ の対処法を必ず用意して診療科・診療部門に提示した。これにより診療単価の
看護体制に移行した。 上昇、診療報酬請求増加効果を上げた。

２ 医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況
(1)ＱＯＬ(QualityofLife)が高く、ローリスクで侵襲性の低い安全な医療を積
極的に導入して成果を挙げている。
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(3) 附属中学校では、文部科学省の研究委託事業「附属学校における少人数教４ 地域連携強化に向けた取組状況
(1)地域医療人の生涯教育のセミナーや公開講座を毎年開催した。 育の教育的効果について」を受け、少人数指導を実施し、平成18年度にその
(2)「やまがた子どもプラン実施計画」に対応し、県内の小児医療の向上に向け 成果を報告書にまとめた。
た研究会や講演会を継続して実施した。

４ 安全管理の徹底
登下校時の児童生徒の安全確保のため、教職員と保護者との連携による巡回【平成19事業年度】

パトロールを継続実施した。また、附属中学校と附属養護学校の体育館耐震工１ 管理運営体制の整備状況
附属病院長のリーダーシップを発揮するために、毎月定例で「附属病院戦略 事を行い、平成18年度には附属中学校校舎改修工事を実施した。

策定委員会」を開催し、副病院長や臨床系の教授、看護部等との連携を引き続
【平成19事業年度】き強化した。
１ 教育実習の実施２ 外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況

ISO9001については 維持審査をクリアし 引き続き認証を受けている また やまがた教育振興財団の依嘱を受け 「実践的指導力を高めるための教育実、 、 。 、 、
」 、「 」（ ）病院機能評価の更新のために、Ver.5.0の訪問審査を受けた。 習の調査研究 に四附属学校園で取り組み 教育実習の手引き 指導者用

を作成した。３ 経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況
、 、経営企画部及び医療情報部では 引き続き定期的な経営ヒアリングを開催し

きめ細やかな経営分析を実施した。加えて、ＳＰＤ（医療材料物流管理システ ２ カリキュラム開発
ム運営業務）導入による財務分析も検討した。その結果、病床稼働率・平均在 (1) 四附連携委員会（年４回開催）及び四附合同研究会（年２回開催）の機会
院日数・手術件数について昨年度と比較して数値が向上した。 に、幼・小・中の一貫性に配慮したカリキュラムの在り方について検討を深

めた。４ 地域連携強化に向けた取組状況
引き続き、生涯教育セミナーや公開講座などの地域連携の取組を行った。 (2) 附属中学校では、平成19年度文部科学省研究委託「新教育システム開発プ

ログラム」研究成果報告書『附属学校における少人数学級に関する調査研
究－学級規模と教育効果の相関に関する研究－』をまとめた。この成果を踏
まえつつ、附属学校では、少人数学級（指導）の導入を含めた附属学校将来（附属学校）
計画の検討に着手した。

【平成16～18事業年度】
１ これまでの教育学部を平成17年度から新学部「地域教育文化学部」に改組し ３ 安全管理の徹底
たことに伴い、附属学校を「教育学部附属」から「大学附属」とし 「山形大 常時警備員を配置するとともに、門扉や防犯ベルなどセキュリティ対策を整、
学附属学校運営会議」の設置など新たな全学的運営組織を構築した。 備し校地内及び校舎内の安全対策を継続した。

附属幼稚園では、不審者情報に対応し一定期間警備員を増員するなど速やか
２ 教育実習の実施 な危機管理対策を講じ、安全確保に努めた。
(1) 平成18年度から、地域教育文化学部学生に対する教育実習に加え、他学部
学生の受入れも開始した。

(2) 平成17年度に 「教育実習の手引き」や「教育実習日誌」の全学的統一を図、
るとともに、教育実習の手引きの「指導案編」を作成し、円滑な教育実習の
方法改善に努めた。

(3) 教育実習運営協議会を毎年２回開催し、公立学校との連携を深めるととも
に、実習生受入れ校に指導後アンケートを実施し、実習の評価と課題を整理
し改善に反映させた。

３ カリキュラム開発
(1) 児童生徒の総合的学力の向上を目指し、幼・小・中一貫カリキュラム、養
護学校を含めた交流学習や体験を重視した活動カリキュラムの開発に取り組
み、平成18年度には一部の教科（算数と理科）の小中一貫教材配列表を作成
した。

(2) 附属学校研究推進委員会の下に組織されている21の共同研究部会ごとに、
大学教員と附属学校園の教員が共同研究を推進し報告書にまとめた。毎年の
研究成果は、各附属学校園が開催する研究協議会（公開研究会）での理論研
究・公開授業等に反映させて、応用実践に活用した。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む 、収支計画及び資金計画。）

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 ・該当なし
３１億円 ３１億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れ により緊急に必要となる対策費として借り入れ
することも想定される。 することも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

・平清水寄宿寮の土地の一部（山形県山形市大字 ・医学部附属病院施設・設備整備に必要となる経 ・医学部附属病院病棟・基幹環境整備及び設備整備に必要となる
平清水字フカウ99番ほか 600.00㎡ を譲渡する 費の長期借入れに伴い、本学病院の敷地及び建物 経費の長期借入に伴い、山形市飯田西二丁目39番１宅地152,704.、 ） 。

について担保に供する。 62㎡を対象とした抵当権設定契約を締結した。
・医学部附属病院施設・設備整備に必要となる経
費の長期借入れに伴い、本学病院の敷地及び建物
について担保に供する。

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研 決算において剰余金が発生した場合は、教育研 平成18年度において剰余金（目的積立金）313,610千円が発生
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 し、平成19年度において教育研究の質の向上及び組織運営の改善

として124,712千円を使用した。

山形大学
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金

･小規模改修 ８２３ （３９０） ・耐震対策事業 ５，６１４ ２，１３２） ・耐震対策事業 ５，６１４ ２，１３２）（ （
･生体磁気計測装置 長期借入金 ・工学部校舎改修 長期借入金 ・工学部校舎改修 長期借入金

（４３３） ・医学部附属病院 （３，４１７） ・医学部附属病院 （３，４１７）

施設整備 国立大学財務・経営セン 施設整備 国立大学財務・経営セン

・小規模改修 ター施設費交付金 ・小規模改修 ター施設費交付金
・手術部統合管理 （６５） ・手術部統合管理 （６５）

システム システム

金額については見込であり、中期目標を達成す 金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施(注1) （注）

るために必要な業務の実施状況等を勘案した施設 状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合
・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備 い等を勘案した施設・設備の改修等が追加される
の改修等が追加されることもある。 こともあり得る。
小規模改修について平成17年度以降は平成16年(注2)

度同額として試算している。
なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建

造費補助金、国立大学財務・経営センター施設費
交付金、長期借入金については、事業の進展等に
より所要額の変動が予想されるため、具体的な額
については、各事業年度の予算編成過程等におい
て決定される。

山形大学
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○人事に関する方針について
（教員） ・教員については、各学問領域の特徴に配慮するとと ・教員については、各学問領域の特徴に配慮するとと
・教育研究の活性化等の観点から、人事交流を積 もに 教員評価基準等の策定を踏まえ 各部局の特性 もに、各部局において教員評価基準を検討し、その特、 、 、
極的に図り、任期制を導入するなど、効率的かつ 理念及び目標に応じた人事制度の設計を計画する。 性に応じた人事制度の設計を検討した。
効果的な運用を図る。 また、既に任期制を導入している部局に対して、よ また、新たに設置された教育研究施設等に対して任

（事務） り一層効果的な運用を図るよう要請するとともに、任 期制を導入するとともに、任期制未導入の部局におい
１．業務の見直しを推進し、事務の効率化と合理 期制未導入の部局に対しては、学問分野に応じて任期 ては任期制導入を促した。
化を図り、法人化後の大学運営に適切に対応で 制の導入を促す。さらに、個別の契約により任期を定 さらに、個別の契約により任期を定めて教員を採用
きる事務体制の整備を図る。 めて雇用する教員を採用し、一層の活性化を図る。 する制度に基づき、個別契約による任期付教員採用の
２．効率的かつ機能的な職員の配置を行うととも ・事務職員については、国立大学法人としての組織的 拡大を図った。
に、事務職員の資質向上を図る。 基盤の充実強化を図るため、専門職能集団としての機 ・事務系職員については、東北地区国立大学法人等職

能を発揮できる適材適所の人員配置を行う。 員採用試験実施委員会による統一採用試験合格者から
（参考） 具体的には、ジョブローテーション制度により、若 の採用を継続しつつ、園芸分野等の専門的知識を有す
中期目標期間中の人件費総額見込み 手職員を多様な分野に配置するとともに、職員の専門 る者、人事関係の専門的知識を有する者を選考採用し

９７，１７５百万円 的な知識、技能、資質等を十分発揮させるよう、本人 た。
（退職手当は除く） の希望をも考慮した配置に努める。 さらに、高度な専門的知識が必要となる職種につい

、また、勤労意欲の向上を図るとともに計画的な人事 て選考採用となる適用範囲の拡大について検討を行い
管理を図る。 医療支援、施設、農林水産行政関係有識者の選考採用

試験を実施した。
（参考１）平成１９年度の常勤職員数 また、事務系職員個々の専門的知識及び希望の職系

１，５１１人 を申告させ、熟慮した配置を行うとともに、若手職員
また、任期付職員数の見込みを については、ジョブローテーション制度に基づき、従

３７６人とする。 前に比べ短期間で他部局又は他職系に計画的に異動さ
（参考２）平成１９年度の人件費総額見込み せることを念頭に配置し、勤労意欲の向上を図った。

１６，７０３百万円 人事交流については、新たに放送大学学園との交流
退職手当は除く を実施し、教員による山形県との交流を継続するとと（ 。）

もに、人事交流者のインセンティブ付与について検討
を行い、手当を新設した。

山形大学
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○別表１ （学部の学科、研究科の専攻等の定員未充
足の状況について）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） ％)(

人文学部 １，２４０ １，３６１ １０９．８
人間文化学科 ３７０ ４２１ １１３．８
総合政策科学科 ４３０ ４７７ １１０．９
法経政策学科 ４００ ４１５ １０３．８
学部共通(３年次編入学) ４０ ４８
（人間文化学科） (３１)
（総合政策科学科） (１７)

地域教育文化学部 ７２０ ７５９ １０５．４
地域教育学科 ２４０ ２４９ １０３．８
文化創造学科 ２２５ ２５３ １１２．４
生活総合学科 ２５５ ２５７ １００．８

教育学部 ２４０ ２９９ １２４．６
学校教育教員養成課程 １２０ １６６ １３８．３
生涯教育課程 ７５ ８１ １０８．０
人間環境教育課程 ４５ ５１ １１３．３
中学校教員養成課程 １

理学部 ７４０ ８２２ １１１．１
数理科学科 １８０ ２０５ １１３．９
物理学科 １４０ １６８ １２０．０
物質生命化学科 １８０ １９８ １１０．０
生物学科 １２０ １２０ １００．０
地球環境学科 １２０ １３１ １０９．２

医学部 ８６０ ８７９ １０２．２
医学科 ６００ ６１４ １０２．３
看護学科 ２６０ ２６５ １０１．９

工学部 ２，７４３ ３，２２８ １１７．７
機能高分子工学科Aコース ４６０ ５２７ １１４．６

同 Bコース ３３ ３１ ９３．９
物質化学工学科Aコース ４６０ ５３１ １１５．４

同 Bコース １２０ １３５ １１２．５
機械システム工学科Aコース ４８０ ５８６ １２２．１

同 Bコース １２０ １３４ １１１．７
電気電子工学科Aコース ３２０ ４０５ １２６．６

同 Bコース ７６ １０６ １３９．５
情報科学科Aコース ３２０ ３７６ １１７．５

同 Bコース ７４ ８４ １１３．５
応用生命システム工学科Aコース ２４０ ２６８ １１１．７

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

応用生命システム工学科Bコース ４０ ４２ １０５．０
物質工学科Bコース １
電子情報工学科Aコース ２

農学部 ６２０ ７２３ １１６．６
生物生産学科 ２２０ ２５７ １１６．８
生物資源学科 ２００ ２４２ １２１．０
生物環境学科 ２００ ２２４ １１２．０

学士課程 計 ７，１６３ ８，０７１ １１２．７

社会文化システム研究科 ２４ ３８ １５８．３
文化システム専攻 １２ ２０ １６６．７
社会システム専攻 １２ １８ １５０．０

教育学研究科 ７８ ９０ １１５．４
学校教育専攻 １２ ３１ ２５８．３
教科教育専攻 ６６ ５９ ８９．４

医学系研究科 ５２ ６２ １１９．２
生命環境医科学専攻 ２０ ２１ １０５．０
看護学専攻（修士課程） １６ ２４ １５０．０
看護学専攻（博士前期課程） １６ １７ １０６．３

理工学研究科 ５８３ ７４８ １２８．３
数理科学専攻 ２８ １８ ６４．３
物理学専攻 ２２ ２９ １３１．８
物質生命化学専攻 ２２ ２８ １２７．３
生物学専攻 ２２ ２７ １２２．７
地球環境学専攻 ２０ ２０ １００．０
機能高分子工学専攻 ６４ ８５ １３２．８
有機デバイス工学専攻 １３ １４ １０７．７
物質化学工学専攻 ８３ １２０ １４４．６
機械システム工学専攻 ８３ １１１ １３３．７
電気電子工学専攻 ５６ ８３ １４８．２
情報科学専攻 ５６ ６１ １０８．９
応用生命システム工学専攻 ４２ ４４ １０４．８
ものづくり技術経営学専攻 １４ ３５ ２５０．０
生体センシング機能工学専攻 ５８ ７３ １２５．９

農学研究科 ９６ ９２ ９５．８
生物生産学専攻 ３２ ２８ ８７．５
生物資源学専攻 ３６ ３３ ９１．７
生物環境学専攻 ２８ ３１ １１０．７

修士課程 計 ８３３ １，０３０ １２３．６
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

医学系研究科 １２５ １５７ １２５．６
医学専攻 １０４ １３２ １２６．９
生命環境医科学専攻 １８ ２２ １２２．２
看護学専攻 ３ ３ １００．０

理工学研究科 ９９ １２９ １３０．３
地球共生圏科学専攻 ２１ ２２ １０４．８
有機デバイス工学専攻 ２ ３ １５０．０
物質生産工学専攻 ２１ ４８ ２２８．６
システム情報工学専攻 １８ ２９ １６１．１
ものづくり技術経営学専攻 ２ ５ ２５０．０
生体センシング機能工学専攻 ３５ ２２ ６２．９

博士課程 計 ２２４ ２８６ １２７．７

養護教諭特別別科 ４０ ４１ １０２．５

附属小学校 ７６８ ７３３ ９５．４
同 (普通) ７２０ ６８５ ９５．１
同 (複式) ４８ ４８ １００．０

附属中学校(普通) ４８０ ４７１ ９８．１

附属特別支援学校 ６０ ５０ ８３．３
同 (小学部) １８ １０ ５５．６
同 (中学部) １８ １７ ９４．４
同 (高等部) ２４ ２３ ９５．８

附属幼稚園 １６０ １４８ ９２．５
同 （３歳児保育） ２０ ３０ １５０．０
同 （４歳児保育） ７０ ５８ ８２．９
同 （５歳児保育） ７０ ６０ ８５．７

○ 計画の実施状況等

１ 課程別定員充足率
本学の課程別の定員充足率は、学士課程112.7％、修士課程123.6％、博士課

程127.7％であり、全体として適切な教育活動を行っている。

２ 定員充足率が90％未満の専攻
教育学研究科教科教育専攻、理工学研究科数理科学専攻（博士前期課程 、理）

工学研究科生体センシング機能工学専攻（博士後期課程 、農学研究科生物生産）
学専攻については、昨年度から志願者が少なく入学定員を満たしていない状況
が続いているが、入試広報等の改善に努めた結果、定員充足率は改善の傾向に
ある。
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○別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１６年度）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる 定員超過率

学部・研究科等名 収容定員 収容数 外国人 左記の外国人留学生のうち 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の

うち、修業年限を (J)／(A)×100（Ａ） （Ｂ） 留学生数 者数 者数 （Ｊ）
【 】（Ｃ） 国費 外国政府 （Ｇ） （Ｈ）大学間交流 超える在籍期間が (B)-(D､E､F､G､Iの合計)

協定等に基 ２年以内の者の数留学生数 派遣留学
（Ｄ） 生数 Ｅ （Ｉ）（ ） づく留学生

等数（Ｆ）

（学部等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

人文学部 １，２４０ １，４１５ ２２ １ ２０ ９９ ８１ １，３１３ １０５．９

理学部 ７４０ ８１８ ５ ３ １６ ４８ ３９ ７６０ １０２．７

医学部 ８６０ ８７８ １ １ １４ ２２ １８ ８４５ ９８．３

工学部 ２，８０６ ３，３４７ ３５ １６ ３ ４０ ２７９ ２２６ ３，０６２ １０９．１

農学部 ６２０ ７２５ １３ １９ １６ ６９６ １１２．３

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

社会文化システム研究科 ２４ ２７ ７ ３ １ ２ ２ ２１ ８７．５

教育学研究科 ７８ ９６ １１ ３ ３ ４ ３ ８７ １１１．５

医学系研究科 １６４ ２０４ １１ ３ ２６ ３０ ２５ １５０ ９１．５

理工学研究科 ６３７ ８６３ ４９ ７ ２８ ６０ ４５ ７８３ １２２．９

農学研究科 ９６ ７２ ３ ２ １ ６ ６ ６３ ６５．６

○計画の実施状況等

山形大学



-174-

（平成１７年度）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる 定員超過率

学部・研究科等名 収容定員 収容数 外国人 左記の外国人留学生のうち 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の

うち、修業年限を (J)／(A)×100（Ａ） （Ｂ） 留学生数 者数 者数 （Ｊ）
【 】（Ｃ） 国費 外国政府 （Ｇ） （Ｈ）大学間交流 超える在籍期間が (B)-(D､E､F､G､Iの合計)

協定等に基 ２年以内の者の数留学生数 派遣留学
（Ｄ） 生数 Ｅ （Ｉ）（ ） づく留学生

等数（Ｆ）

（学部等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

人文学部 １，２４０ １，３９３ ２１ １ １９ ７９ ６２ １，３１１ １０５．７

地域教育文化学部 ２４０ ２６０ １０ １ ２５９ １０７．９

理学部 ７４０ ８２６ ７ ５ ８ ４６ ３９ ７７４ １０４．６

医学部 ８６０ ８８０ ３ １ １５ ２９ ２６ ８３８ ９７．４

工学部 ２，８０６ ３，３３０ ４２ １ ２０ ２ ４０ ２７２ ２２０ ３，０４７ １０８．６

農学部 ６２０ ７３６ １ １３ ２５ ２４ ６９９ １１２．７

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

社会文化システム研究科 ２４ ２９ ９ ３ ２ ２ ２４ １００．０

教育学研究科 ７８ ９４ ９ ４ ３ ６ ６ ８１ １０３．８

医学系研究科 １７６ ２１０ １６ １ ３５ ２４ １７ １５７ ８９．２

理工学研究科 ６３７ ８５１ ４１ ７ １９ ５５ ４４ ７８１ １２２．６

農学研究科 ９６ ７４ ３ ３ ３ ２ ２ ６６ ６８．８

○計画の実施状況等
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山形大学

（平成１８年度）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる 定員超過率

学部・研究科等名 収容定員 収容数 外国人 左記の外国人留学生のうち 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の

うち、修業年限を (J)／(A)×100（Ａ） （Ｂ） 留学生数 者数 者数 （Ｊ）
【 】（Ｃ） 国費 外国政府 （Ｇ） （Ｈ）大学間交流 超える在籍期間が (B)-(D､E､F､G､Iの合計)

協定等に基 ２年以内の者の数留学生数 派遣留学
（Ｄ） 生数 Ｅ （Ｉ）（ ） づく留学生

等数（Ｆ）

（学部等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

人文学部 １，２４０ １，３７２ １９ １ ７ ６７ ５２ １，３１２ １０５．８

地域教育文化学部 ４８０ ５０４ １２ １ １ ５０２ １０４．６

理学部 ７４０ ８２０ ５ ２ ２１ ４６ ３８ ７５９ １０２．６

医学部 ８６０ ８７４ １６ ２２ １８ ８４０ ９７．７

工学部 ２，８０６ ３，２７６ ３８ １ ２４ ４８ ２２５ １７４ ３，０２９ １０７．９

農学部 ６２０ ７３８ １ ８ ２４ ２３ ７０７ １１４．０

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

社会文化システム研究科 ２４ ３４ １１ ２ １ ３ ３ ２８ １１６．７

教育学研究科 ７８ ８５ ８ ５ ３ １ １ ７６ ９７．４

医学系研究科 １７８ ２２３ ２０ ２ １ ３５ ２７ ２３ １６２ ９１．０

理工学研究科 ６３７ ８６３ ４２ ９ １ １９ ５９ ５２ ７８２ １２２．８

農学研究科 ９６ ８２ ２ ２ ３ ３ ３ ７４ ７７．１

○計画の実施状況等
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山形大学

（平成１９年度）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる 定員超過率

学部・研究科等名 収容定員 収容数 外国人 左記の外国人留学生のうち 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の

うち、修業年限を (J)／(A)×100（Ａ） （Ｂ） 留学生数 者数 者数 （Ｊ）
【 】（Ｃ） 国費 外国政府 （Ｇ） （Ｈ）大学間交流 超える在籍期間が (B)-(D､E､F､G､Iの合計)

協定等に基 ２年以内の者の数留学生数 派遣留学
（Ｄ） 生数 Ｅ （Ｉ）（ ） づく留学生

等数（Ｆ）

（学部等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

人文学部 １，２４０ １，３６１ ２６ ３ ３ ２３ ７０ ５９ １，２７３ １０２．７

地域教育文化学部 ７２０ ７５９ １２ ６ ７ ７４６ １０３．６

理学部 ７４０ ８２２ ６ １ ３ １８ ４０ ３２ ７６８ １０３．８

医学部 ８６０ ８７９ １４ ２８ ２４ ８４１ ９７．８

工学部 ２，７４３ ３，２２８ ４９ ２７ ５５ ２２０ １６８ ２，９７８ １０８．６

農学部 ６２０ ７２３ ３ ９ ３５ ３０ ６８４ １１０．３

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

社会文化システム研究科 ２４ ３８ ９ ２ １ ４ ４ ３１ １２９．２

教育学研究科 ７８ ９０ ６ ２ ２ ６ ９ ９ ７１ ９１．０

医学系研究科 １７７ ２１９ １５ ２ １ ２４ ４５ ３９ １５３ ８６．４

理工学研究科 ６８２ ８７７ ４５ １２ １ ２７ ６５ ５１ ７８６ １１５．２

農学研究科 ９６ ９２ １ １ ２ ２ １ ８８ ９１．７

○計画の実施状況等
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